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年度 

 

項目 

令和４年度 令和５年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

廃棄物管理設備本体の管理施設 

固体集積保管場Ⅰ 

遮蔽スラブの遮蔽の追加 

               

 

 

（１）構造、強度及び漏えいの確認に係る検査 

外：外観検査 、 材：材料検査 、 圧：コンクリート圧縮強度試験 

（２）機能及び性能の確認に係る検査 

構：構造検査 

（３）本申請に係る工事が本申請書に従って行われたものであることの確認に係る検査 

適：適合性確認検査  品：品質管理検査（※１） 

 

※１：品質管理検査は、工事の状況等を踏まえ適切な時期で実施する。 
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1. 目的 

本品質マネジメント計画書は、大洗研究所（以下「研究所」という。）における廃棄物

管理施設の保安活動に関して、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制の基準に関する規則（令和 2 年原子力規制委員会規則第 2 号）及び廃棄物管理施設

保安規定に基づき、廃棄物管理施設の安全の確保・維持・向上を図るための保安活動に

係る品質マネジメントシステムを構築し、実施し、評価確認し、継続的に改善すること

を目的として定める。 

 

2. 適用範囲 

本品質マネジメント計画書の第 4 章から第 8 章までは、建設段階、運転段階及び廃止

段階の廃棄物管理施設において実施する保安活動に適用する。 

 

3. 定義 

本品質マネジメント計画書における用語の定義は、次の事項、原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のため

の業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈並びに JIS Q 9000：2015

品質マネジメントシステム－基本及び用語に従うものとする。 

(1) 保安活動 

原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 

(2) 不適合 

要求事項に適合していないことをいう。 

(3) プロセス 

意図した結果を生み出すための相互に関連し、又は作用する一連の活動及び手順

をいう。 

(4) 品質マネジメントシステム 

保安活動の計画、実施、評価及び改善に関し、原子力事業者等が自らの組織の管

理監督を行うための仕組みをいう。 

(5) 原子力の安全のためのリーダーシップ 

原子力の安全を確保することの重要性を認識し、組織の品質方針及び品質目標を

定めて要員がこれらを達成すること並びに組織の安全文化のあるべき姿を定めて要

員が健全な安全文化を育成し、及び維持することに主体的に取り組むことができる

よう先導的な役割を果たす能力をいう。 

(6) 是正処置 

不適合その他の事象の原因を除去し、その再発を防止するために講ずる措置をい

う（「その他の事象」には、不適合には至らない劣化傾向、不整合等の保安活動又は

原子力施設に悪影響を及ぼす可能性がある事象を含む。以下同じ。）。 

(7) 未然防止処置 

原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を踏まえ

て、自らの組織で起こりうる不適合の発生を防止するために講ずる措置をいう。 

(8) 一般産業用工業品 

原子力施設の安全機能に係る機器及びその部品、構造物並びにシステム（以下「機
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器等」という。）であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発されたも

の以外のものをいう。 

(9) 妥当性確認 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に関して、機器等又は保安活動を

構成する個別の業務（以下「個別業務」という。）及びプロセスが実際の使用環境又

は活動において要求事項に適合していることを確認することをいう。 

(10) 本部 

機構の本部組織（以下「本部」という。）は、理事長、統括監査の職、安全・核セ

キュリティ統括部長及び契約部長をいう。 

(11) 担当理事 

研究所担当理事をいう。 

(12) 所長 

研究所長をいう。 

(13) 品質担当副所長 

研究所の品質マネジメントを担当する副所長をいう。 

(14) 廃棄物取扱主任者 

廃棄物管理施設の廃棄物取扱主任者をいう。 

(15) センター長 

環境技術開発センター長をいう。 

(16) 部長 

研究所に属する廃棄物管理施設に関わる部長及び原子力施設検査室長をいう。 

(17) 課長 

研究所の廃棄物管理施設に関わる室長及び課長をいう。 

(18) 従業員等 

職員等（役員、職員、囑託（非常勤を除く。）、常勤職員、常用用員、臨時用員等

の日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）と雇用関係にある者並びに外来

研究員、協力研究員及び客員研究員）及び機構との契約に基づき研究所内に常駐し

て業務を行っている者をいう。 

(19) 建設段階 

新設建家の建設、附帯設備の工事、設備機器の設計、製作、それらの検査、試運

転、許認可等の業務を実施している段階をいう。 

(20) 運転段階 

廃棄物管理施設において廃棄物管理を実施している段階をいう。 

(21) 廃止措置段階 

廃棄物管理施設における廃止措置を実施している段階をいう。 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質マネジメント計画書に従い、保安活動に係る品質

マネジメントシステムを構築し、文書化し、実施し、維持するとともに、その有

効性を評価し、継続的に改善する。 
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(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを

構築し、運用する。その際、次の事項を考慮し、品質マネジメントシステムの要

求事項の適用の程度についてグレード分けを行う。 

(a) 廃棄物管理施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

(b) 廃棄物管理施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全

に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

(c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に

計画され、若しくは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、業務・廃棄物管理施設に適用される関係法令及び規制要

求事項を明確にし、品質マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれら

の組織への適用を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を

実施する。 

図 4.1 に基本プロセスと各組織への適用に関する「品質マネジメントシステム

体系図」を示す。 

(a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果

を明確にする。 

(b) これらのプロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含

む。）を明確にする。 

図 4.2 に本品質マネジメント計画書の「品質マネジメントシステムプロセス

関連図」を示す。 

(c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にす

るために、必要な保安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含む。

以下「保安活動指標」という。）並びに判断基準及び方法を明確にする（「5.4.1

品質目標」、「7.1 業務の計画」、「8.2.3 プロセスの監視及び測定」、「8.2.4 検査

及び試験」参照）。 

(d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用で

きる体制を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）（「8.2.3 プロセスの監視

及び測定」参照）。 

(e) これらのプロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視及

び測定することが困難な場合は、この限りでない。 

(f) これらのプロセスについて、「7.1 業務の計画」どおりの結果を得るため、か

つ、有効性を維持するために必要な処置（プロセスの変更を含む。）を行う。 

(g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたもの

にする。 

(h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保さ

れるように適切に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係る

対策とが互いに与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む（「7.2.2 業

務・廃棄物管理施設に対する要求事項のレビュー」、「7.5.2 個別業務に関するプ

ロセスの妥当性確認」参照）。 

(i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。これは、技術的、
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人的及び組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、

次の状態を目指していることをいう。 

・原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

・風通しの良い組織文化が形成されている。 

・要員が、自らが行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務

に責任を持っている。 

・全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

・要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自

己満足を戒めている。 

・原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された

問題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。 

・安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を

改善するための基礎としている。 

・原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が

必要なコミュニケーションを取っている。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・廃棄物管理施設に係る要求事項への適合に影響を

与える保安活動のプロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の方式

及び程度を「7.4 調達」に従って明確にし、管理する。 

(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う（「6.

資源の運用管理」参照）。 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び

課長は、品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて

作成し、次の文書体系の下に管理する。 

また、表 4.2.1 に廃棄物管理施設に係る品質マネジメントシステム文書体系を示す。 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 一次文書 

本品質マネジメント計画書 

(3) 二次文書 

この計画書が要求する手順及び組織が必要と判断した規則等の文書及び記録 

(4) 三次文書 

組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、二次

文書以外に組織が必要と判断した指示書、図面等を含む文書及び記録 
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品質マネジメントシステム文書体系図 

 

4.2.2 品質マネジメント計画書 

理事長は、次の事項を含む本品質マネジメント計画書を策定し、必要に応じ見直し、

維持する。 

(a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

(b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

(c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

(d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課

長は、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理し、次の事項を含め、

不適切な使用又は変更を防止する。ただし、記録となる文書は、「4.2.4 記録の管

理」に規定する要求事項に従って管理する。 

(a) 文書の組織外への流出等の防止 

(b) 品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に

基づき講じた措置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の「文書及び記録管理要領」を定め、

所長は大洗研究所の「大洗研究所文書及び記録の管理要領」を定め、研究所の部

長は、各部の文書及び記録の管理要領を定める。これらの管理要領には、次に掲

げる業務に必要な管理の手順を規定する。 

(a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

(b) 文書は定期的に改訂の必要性についてレビューする。また、改訂する場合は、

文書作成時と同様の手続で承認する。 

(c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要

員を参加させる。 

(d) 文書の変更内容の識別及び最新の改訂版の識別を確実にする。 

(e) 該当する文書の最新の改訂版又は適切な版が、必要なときに、必要なところ

で使用可能な状態にあることを確実にする。 

(f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

(g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外

一次文書 

二次文書 

三次文書 

記  録 

 

→品質マネジメント計画書 

 

 

 

→本部要領、 研究所規

則・要領、各部要領 

 

 

→作業マニュアル、手

順書、手引書 

 

→記録 
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部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。 

(h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で

保持する場合には、適切に識別し、管理する。 

(i) 文書の改訂時等の必要な時に文書作成時に使用した根拠等が確認できるよう

にする。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課

長は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示

すために作成する記録の対象を明確にし、管理する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の｢文書及び記録管理要領｣を定め、所

長は、大洗研究所の「大洗研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部長は、各

部の文書及び記録の管理要領を定め、次に掲げる管理の手順を規定する。 

(a) 記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管理を行

う。 

(b) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 

 

5．経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジ

メントシステムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証するた

めに、次の事項を行う。 

(1) 品質方針を設定する（「5.3 品質方針」参照）。 

(2) 品質目標が設定されていることを確実にする（「5.4.1 品質目標」参照）。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 

(4) マネジメントレビューを実施する（「5.6 マネジメントレビュー」参照）。 

(5) 資源が使用できることを確実にする（「6.資源の運用管理」参照）。 

(6) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重

要性を、組織内に周知する。 

(7) 保安活動に関して、担当する業務について理解し、遂行する責任を持つことを

要員に認識させる。 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説

明する責任を考慮して確実に行われるようにする。 

 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・

廃棄物管理施設に対する要求事項（「7.2.1 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項の明

確化」及び「8.2.1 組織の外部の者の意見」参照）に適合し、かつ、原子力の安全がそ

の他の事由によって損なわれないようにすることを確実にする。 

 

5.3 品質方針 
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理事長は、次に掲げる事項を満たす「原子力安全に係る品質方針」を設定する。これ

には、安全文化を育成し維持することに関するもの（技術的、人的及び組織的要因並び

にそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、

組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。）及び施設管理に関する

方針を含む。 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対

して責任を持って関与することを含む。 

(3) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

(4) 組織全体に伝達され、理解される。 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、

部長及び課長に、毎年度、品質目標（業務・廃棄物管理施設に対する要求事項を

満たすために必要な目標（「7.1 業務の計画」（4）(b）参照）を含む。）が設定され

ていることを確実にする。 

また、保安活動の重要度に応じて、次の事項を含む品質目標を達成するための

計画（「7.1 業務の計画」（4）参照）が作成されることを確実にする。 

(a) 実施事項 

(b) 必要な資源 

(c) 責任者 

(d) 実施事項の完了時期 

(e) 結果の評価方法 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確

実にする。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 理事長は、「4.1 一般要求事項」に規定する要求事項を満たすために、品質マネ

ジメントシステムの構築と維持について、本品質マネジメント計画書を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を

計画し、実施する場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジメント

システムの全体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れていることをレビューす

ることにより確実にする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次の

事項を適切に考慮する。 

(a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度

及び必要な処置を含む。） 

(b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

(c) 資源の利用可能性 

(d) 責任及び権限の割当て 
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5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、廃棄物管理施設保安規定に定める保安管理体制に基づき、保安に係る組織

を図 5.5.1 大洗研究所廃棄物管理施設保安管理組織図に、各組織の責任と権限を次のと

おり定め、各組織を通じて全体に周知し、保安活動に関係する要員が理解することを確

実にする。 

また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順となる文書（「4.2.1 一般」参照）

を定めさせ、保安に係る各組織の要員が自らの職務の範囲において、その保安活動の内

容について説明する責任を持って業務を遂行するようにする。 

(1) 理事長 

理事長は、廃棄物管理施設の保安に係る業務を総理する。 

(2) 統括監査の職 

統括監査の職は、廃棄物管理施設の品質マネジメント活動に関する内部監査に係

る業務を行う。 

(3) 管理責任者 

管理責任者は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセスを除

く。）においては安全・核セキュリティ統括部長、研究所においては大洗研究所担当

理事（以下「研究所担当理事」という。）とする。各管理責任者は、品質マネジメン

トシステムに必要なプロセスを管理し、維持すること等を確実にする責任と権限を

有する（「5.5.2 管理責任者」参照）。 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長 

安全・核セキュリティ統括部長は、廃棄物管理施設の本部における品質マネジメ

ント活動に係る業務、それに関する本部としての総合調整、指導及び支援の業務並

びに中央安全審査・品質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 

(5) 契約部長 

契約部長は、廃棄物管理施設の調達管理に関する本部契約に係る業務を行う。 

(6) 研究所担当理事 

研究所担当理事は、理事長を補佐し、廃棄物管理施設の保安に係る業務を統理す

る。 

(7) 所長 

所長は、廃棄物管理施設の保安に係る業務を統括する。 

(8) 品質担当副所長 

品質担当副所長は、廃棄物管理施設品質マネジメント計画に基づく活動を推進す

る。 

(9) 廃棄物取扱主任者 

廃棄物管理施設の操作に係る保安の監督を行う。 

(10) センター長 

所長が行う廃棄物管理施設に係る保安に関する業務の統括を補佐するとともに、

廃棄物管理施設に係る環境保全部長の行う年間処理計画、修理及び改造計画に係る

業務を統括する。 

(11) 部長 
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所掌する部署における品質マネジメント活動を統括するとともに、推進する。 

(12) 課長 

所掌する室及び課における品質マネジメント活動を行う。 

(13) 中央安全審査・品質保証委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために安全・核セキュリティ統括部長は、「中央

安全審査・品質保証委員会の運営について」を定める。 

(a) 中央安全審査・品質保証委員会は、理事長の諮問に応じ、品質保証活動の基

本事項等について審議し、答申する。 

(14) 原子炉施設等安全審査委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために所長は、「原子炉施設等安全審査委員会規

則」を定める。 

(a) 原子炉施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、廃棄物管理施設の

安全性の評価、設計内容等の妥当性を審議し、答申する。 

(15) 品質保証推進委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために所長は、「品質保証推進委員会規則」を定

める。 

(a) 品質保証推進委員会は、研究所における品質マネジメント活動の推進、安全

文化の育成及び維持並びに法令等の遵守活動並びに所長からの諮問事項につ

いて審議する。 

(16) 品質保証技術検討会等 

環境保全部、保安管理部及び放射線管理部に品質保証技術検討会及び管理部に品

質保証推進委員会（以下、これらの会議体を「品質保証技術検討会等」という。）を

置く。品質保証技術検討会等は、それぞれの運営要領又は規約に従い審議・検討等

を行う。 

 

5.5.2 管理責任者 

管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次に

示す責任及び権限をもつ。 

(1) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にす

る。 

(2) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事

長に報告する。 

(3) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全

を確保するための認識を高めることを確実にする。 

(4) 関係法令を遵守する。 

 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、「5.5.1 責任及び権限」に定める管理者に、所掌する業務に関して、

次に示す責任及び権限を与えることを確実にする。 

(a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善す

る。 
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(b) 業務に従事する要員の、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項についての

認識を高める。 

(c) 成果を含む業務の実施状況について評価する（「5.4.1 品質目標」及び「8.2.3

プロセスの監視及び測定」参照）。 

(d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

(e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダ

ーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

(a) 品質目標（「5.4.1 品質目標」参照）を設定し、その目標の達成状況を確認す

るため、業務の実施状況を監視測定する。 

(b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組

を積極的に行えるようにする。 

(c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に

伝達する。 

(d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員

が、積極的に廃棄物管理施設の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

(e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき

改善の機会を捉えるため、年 1 回以上（年度末及び必要に応じて）、自己評価（安

全文化について強化すべき分野等に係るものを含む。）を実施する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

(1) 理事長は、組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にするた

め、機構に中央安全審査・品質保証委員会を置くとともに、安全・核セキュリテ

ィ統括部長、統括監査の職、契約部長、研究所担当理事、所長、センター長、部

長及び課長に必要な会議、連絡書等を利用して保安に係る情報交換を行わせる。

また、マネジメントレビューを通じて、廃棄物管理施設の品質マネジメントシス

テムの有効性に関する情報交換が行われることを確実にする。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、「中央安全審査・品質保証委員会の運営につ

いて」を定め、所長及びセンター長は、所内のコミュニケーションについては、

原子炉施設等安全審査委員会規則、運営会議要領及び品質保証推進委員会規則を

定め、保安活動及び品質マネジメント活動の円滑な運営及び推進を図る。 

(3) 部長は、部内の品質保証審査機関についての要領を定め、品質マネジメント活

動の円滑な運営及び推進を図る。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効

であることを確実にするために、「マネジメントレビュー実施要領」に基づき、年

１回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方
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針を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

(1) マネジメントレビューへのインプットには次の情報を含むものとする。 

(a) 内部監査の結果 

(b) 組織の外部の者からの意見 

(c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含

む。） 

(d) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）

並びに自主検査等の結果 

(e) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強化

すべき分野等に係る自己評価の結果を含む。） 

(f) 関係法令の遵守状況 

(g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見

（技術的な進歩により得られたものを含む。）及び不適合その他の事象から得ら

れた教訓を含む。） 

(h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

(i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

(j) 改善のための提案 

(k) 資源の妥当性 

(l) 保安活動の改善のために実施した処置（品質方針に影響を与えるおそれのあ

る組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む（8.5.2(3)a）

において同じ。）。）の有効性 

(2) 所長は、センター長及び各部長に指示して、所掌する業務に関して、前項に定

める事項を提出させ、その内容を整理した上で研究所の管理責任者に報告する。 

(3) 研究所の管理責任者は、前項の内容を確認・評価する。 

(4) 監査プロセスの管理責任者は、監査プロセスにおけるインプット情報を確認・

評価する。 

(5) 本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者は、本部におけるインプット情報を

確認・評価する。 

(6) 各管理責任者は、マネジメントレビューの会議を通して理事長にインプット情

報を報告する。 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定

及び処置を含め、管理責任者に必要な改善を指示する。 

(a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

(b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

(c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な

資源 

(d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 
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(e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（「4.2.4 記録の

管理」参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

(4) 理事長は、本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者を通じて、上記(1)の指

示に対する処置状況を確認する。 

 

6．資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、研究所担当理事、所長及び部長

は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任において確

保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、研究所担

当理事、所長、部長及び課長は、原子力の安全を確実なものにするために必要と

する要員を明確にし、保安に係る組織体制を確保する。 

(2) 保安に係る各組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断

の根拠として、力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力

量を明確にすることを確実にする（「7.1 業務の計画」、「7.4.2 調達要求事項」及

び「7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認」参照）。 

 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 所長及び部長は、要員の力量を確保するために、教育・訓練に関する管理要領

を定め、保安活動の重要度に応じて、次の事項を確実に実施する。 

(a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

(b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

(c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

(d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識

及び原子力の安全に自らどのように貢献しているかを認識することを確実にす

る。 

(e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理

する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(2) 理事長は、監査員の力量について、「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(3) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部における原子力の安全に影響を及ぼす
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業務のプロセスを明確にし、(1)項の(a)から(e)に準じた管理を行う。 

 

6.3 インフラストラクチャ 

所長、部長及び課長は、インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサ

ービスの体系をいう。）を「7.1 業務の計画」にて明確にし、これを維持管理する。 

 

6.4 作業環境 

所長、部長及び課長は、保安のために業務に必要な作業環境を「7.1 業務の計画」に

て明確にし、運営管理する。 

なお、この作業環境には、作業場所の放射線量、温度、照度及び狭隘の程度など作業

に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。 

 

7．業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 所長､センター長及び部長は、廃棄物管理施設の運転管理、施設管理、核燃料物

質の管理等（保安規定に基づく保安活動）について業務に必要なプロセスの計画

又は要領（二次文書）を表 4.2.1 のとおり策定する。 

(2) 部長及び課長は、業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）に基づき、

個別業務に必要な計画（三次文書：マニュアル、手引、手順等）を作成して、業

務を実施する。 

(3) 上記(1)､(2)の業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの

要求事項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(4) 所長､センター長、部長及び課長は、業務の計画の策定及び変更（プロセス及び

組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。）を

含む。）に当たっては、次の事項のうち該当するものについて個別業務への適用の

程度とその内容を明確にする。 

(a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力

の安全への影響の程度及び必要な処置を含む。） 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する品質目標及び要求事項  

(c) 業務・廃棄物管理施設に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資

源の提供の必要性 

(d) 業務・廃棄物管理施設のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監

視及び測定並びにこれらの合否判定基準 

(e) 業務・廃棄物管理施設のプロセス及びその結果が要求事項を満たしているこ

とを実証するために必要な記録（「4.2.4 記録の管理」参照） 

(5) 業務の計画は、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとする。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長は、本部において廃棄物管理施設の

保安活動を支援するその他業務がある場合、該当する業務のプロセスを明確にし、

上記(1)から(5)項までに準じて業務の計画を策定し、管理する。 
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7.2 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項の明確化 

所長、部長及び課長は、次の事項を「7.1 業務の計画」において明確にする。 

(1) 業務・廃棄物管理施設に関連する法令・規制要求事項 

(2) 明示されてはいないが、業務・廃棄物管理施設に必要な要求事項 

(3) 組織が必要と判断する追加要求事項（安全基準等） 

 

7.2.2 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 所長、部長及び課長は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項をレビューす

る。このレビューは、その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは、次の事項について確認する。 

(a) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が定められている。 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場

合には、それについて解決されている。 

(c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を作

成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が変更された

場合には、関連する文書を改訂する。また、変更後の要求事項が関連する要員に

理解されていることを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

所長、センター長、部長及び課長は、原子力の安全に関して、規制当局との面談、原

子力規制検査等を通じて監督官庁並びに地元自治体との適切なコミュニケーションを図

るため、効果的な方法を明確にし、これを実施する。これには、次の事項を含む。 

(1) 組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法 

(2) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

(3) 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法 

(4) 原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定におい

て適切に考慮する方法 

 

7.3 設計・開発 

所長又は部長は、廃棄物管理施設の改造、更新等に関する設計・開発を適切に実施す

るため、設計・開発に関する管理要領を定め、次の事項を管理する。 

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、廃棄物管理施設の設計・開発の計画（不適

合及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動（4.1(2)(c)の事項を考

慮して行うものを含む。）を行うことを含む。）を策定し、管理する。この設計・

開発には、設備、施設、ソフトウェア及び原子力の安全のために重要な手順書等

に関する設計・開発を含む。 
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(2) 担当部長又は課長は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

(a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

(b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管

理体制 

(c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

(d) 設計・開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 担当部長又は課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割

当てを確実にするために、設計・開発に関与する関係者（他部署を含む。）間のイ

ンタフェースを運営管理する。 

(4) 担当部長又は課長は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更

する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、廃棄物管理施設の要求事項に関連するイン

プットを明確にし、記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

インプットには次の事項を含める。 

（a) 機能及び性能に関する要求事項 

（b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

（c) 適用される法令・規制要求事項 

（d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 担当部長又は課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし

承認する。要求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反することが

ないようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプット（機器等の

仕様等）は、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式に

より管理する。また、次の段階に進める前に、承認をする。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の

状態とする。 

（a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

（b) 調達、業務の実施及び廃棄物管理施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

（c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

（d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な廃棄物管理施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の適切な段階において、次の事

項を目的として、計画されたとおり（「7.3.1 設計・開発の計画」参照）に体系的

なレビューを行う。 

(a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

(b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 
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(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連

する部署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があ

ればその記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプットが、設計・

開発へのインプットとして与えられている要求事項を満たしていることを確実に

するために、計画されたとおり（「7.3.1 設計・開発の計画」参照）に検証を実施

する。 

(2) 設計・開発の検証は、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があれば

その記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(4) 設計・開発を外部委託した場合には、担当部長又は課長は、引合仕様書で与え

ている要求事項を満たしていることを確実にするために、引合仕様書と受注者が

実施した設計・開発の結果（受注者から提出される承認図書類）とを対比して検

証を実施する。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の結果として得られる廃棄物管理

施設又は個別業務が、規定された性能、指定された用途又は意図された用途に係る

要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法（「7.3.1 設計・開

発の計画」参照）に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該廃

棄物管理施設の設置の後でなければ妥当性確認を行うことができない場合は、当該

廃棄物管理施設の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

(2) 担当部長又は課長は、実行可能な場合はいつでも、廃棄物管理施設を使用又は個

別業務を実施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があ

ればその記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容

を識別するとともに、その記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(2) 担当部長又は課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に

行い、その変更を実施する前に承認する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当

該廃棄物管理施設を構成する要素（材料又は部品）及び廃棄物管理施設に及ぼす

影響の評価を行う。 

(4) 担当部長又は課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び

必要な処置があればその記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 
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7.4 調達 

所長又は部長は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）の調達を適切

に実施するため、調達に関する管理要領「大洗研究所調達管理要領」を定め、次の事項

を管理する。 

また、契約部長は、供給先の評価・選定に関する要領を定め、本部契約に関する業務

を実施する。 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が規定された調達要求事項に適合することを確実

にする。 

(2) 部長及び課長は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する

管理の方式と程度（力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業

務委託の範囲を品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。）を定める。こ

れには、一般産業用工業品を調達する場合は、供給者等から必要な情報を入手し、

当該一般産業用工業品が要求事項に適合していることを確認できるよう管理の方

法及び程度を含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断

の根拠として、技術的能力や品質管理体制等に関する情報を入手して供給者を評

価し、選定する。また、供給者に関する情報の更新等により必要な場合には再評

価する。 

(4) 調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準は、研究所の調達に関する

管理要領「大洗研究所調達管理要領」及び本部の供給先の評価・選定に関する要

領に定める。 

(5) 部長及び課長は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処

置があればその記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(6) 所長又は部長は、調達製品等の調達後における、維持又は運用に必要な保安に

係る技術情報を調達先から取得するための方法及びそれらを他の廃棄物管理事業

者と共有する場合に必要な処置に関する方法を調達に関する管理要領「大洗研究

所調達管理要領」に定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 部長及び課長は、調達製品等に関する要求事項を引合仕様書にて明確にし、必

要な場合には、次の事項のうち該当する事項を含める。 

(a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

(b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

(c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

(d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

(e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

(f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

(g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 部長及び課長は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等
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において使用前事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員

による当該工場等への立入りに関することを含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した

調達要求事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 部長及び課長は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、

調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを

確実にするために、必要な検査又はその他の活動を引合仕様書に定めて、次の事

項のうち該当する方法で検証を実施する。 

(a) 受入検査（記録確認を含む。） 

(b) 立会検査（供給者先、現地） 

(c) その他（書類審査、受注者監査） 

(2) 部長及び課長は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の

要領及び調達製品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項（「7.4.2 調達

要求事項」参照）の中で明確にする。 

 

7.5 業務の実施 

所長、部長及び課長は、業務の計画（「7.1 業務の計画」参照）に従って、次の事項を

実施する。 

 

7.5.1 個別業務の管理 

所長、センター長、部長及び課長は、廃棄物管理施設の運転管理、施設管理、核燃料

物質の管理等の保安活動について、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実

施する。 

管理された状態には、次の事項のうち該当するものを含む。 

(1) 原子力施設の保安のために、次の事項を含む必要な情報が利用できる。 

・保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性 

・当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果 

(2) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

(3) 適切な設備を使用している。 

(4) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

(5) 監視及び測定が実施されている(「8.2.3 プロセスの監視及び測定」参照)。 

(6) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 部長及び課長は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以

降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当するプロ

セスの妥当性確認を行う。これらのプロセスには、業務が実施されてからでしか

不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれる。 
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(2) 部長及び課長は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果

を出せることを実証する。 

(3) 部長及び課長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理

する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(4) 部長及び課長は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを

含んだ管理の方法を個別業務の計画の中で明確にする。 

(a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

(b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

(c) 妥当性確認の方法（所定の方法及び手順を変更した場合の再確認を含む。） 

(d) 記録に関する要求事項 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 部長及び課長は、業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定の要求

事項に関連して適切な手段で業務・廃棄物管理施設を識別し、管理する。 

(2) 部長及び課長は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・

廃棄物管理施設について固有の識別をし、その記録を管理する（「4.2.4 記録の管

理」参照）。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 部長及び課長は、管理下にある組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及

ぼす可能性のあるものについて、当該機器等に対する紛失、損傷等を防ぐためリ

スト化し、識別や保護など取扱いに注意を払い、紛失、損傷した場合は記録を作

成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(2) 部長及び課長は、前項の組織外の所有物について、それが管理下にある間は、

原子力の安全に影響を及ぼさないように適切に取り扱う。 

 

7.5.5 調達製品の保存 

部長及び課長は、調達製品の検収後、受入れから据付け、使用されるまでの間、調達

製品を要求事項への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取

扱い、包装、保管及び保護を含める。 

なお、保存は、取替品、予備品にも適用する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 部長及び課長は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項への適合性を実証す

るために、実施すべき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にする。また、

そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。 

(2) 部長及び課長は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視

及び測定が実施できることを確実にする。 

(3) 部長及び課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機

器に関し、次の事項を満たすようにする。 

(a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量
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標準に照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校

正又は検証に用いた基準を記録し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

(c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

(d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

(e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 部長及び課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合に

は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する（「4.2.4

記録の管理」参照）。また、その機器及び影響を受けた業務・廃棄物管理施設に対

して、適切な処置を行う。 

(5) 部長及び課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、

管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(6) 部長及び課長は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフト

ウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが

意図した監視及び測定ができることを確認する。この確認は、最初に使用するの

に先立って実施する。 

 

8．評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、

部長及び課長は、次の事項のために必要となる監視測定、分析、評価及び改善の

プロセスを「8.2 監視及び測定」から「8.5 改善」に従って計画し、実施する。 

なお、改善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、

方法等について検討するプロセスを含む。 

(a) 業務に対する要求事項への適合を実証する。 

(b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

(c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、

部長及び課長は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つ

として、原子力の安全を確保しているかどうかに関して組織の外部の者がどのよ

うに受けとめているかについての情報を外部コミュニケーション（「7.2.3 外部と

のコミュニケーション」参照）により入手し、監視する。 

(2) この情報は、分析し、マネジメントレビュー等による改善のための情報に反映

する。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確
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認するため、毎年度１回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員により、統

括監査の職に内部監査を実施させる。 

(a) 本品質マネジメント計画書の要求事項 

(b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領

域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して

内部監査の対象を選定するとともに、内部監査に関する基本計画を策定し、実施

させることにより、内部監査の実効性を維持する。また、統括監査の職は、前述

の基本計画を受けて実施計画を策定し内部監査を行う。 

(4) 統括監査の職は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定

及び内部監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 統括監査の職は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関

する内部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記録

の作成及び管理について、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を「原子

力安全監査実施要領」に定める。 

(7) 統括監査の職は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定され

た領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において

不適合が発見された場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞

なく講じるとともに、当該措置の検証を行い、それらの結果を統括監査の職に報

告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部

長及び課長は、表 8.2.3 品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定を

基本として、品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定を行う。 

この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合についての強化

すべき分野等に関する情報を含める。 

また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

(a) 監視及び測定の時期 

(b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) これらの実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。 

(3) これらの方法は、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実

証するものとする。 

(4) 所長、部長及び課長は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、

その結果に応じて、保安活動の改善のために必要な処置を行う。 

(5) 計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合には、当

該プロセスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 
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8.2.4 検査及び試験 

自主検査及び試験を行う部長は、検査・試験の管理要領を定め、次の事項を管理する。 

(1) 部長及び課長は、廃棄物管理施設の要求事項が満たされていることを検証する

ために、個別業務の計画（「7.1 業務の計画」参照）に従って、適切な段階で使用

前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等又は自

主検査等の結果に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(3) 記録には、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を明記する。 

(4) 個別業務の計画（「7.1 業務の計画」参照）で決めた検査及び試験が支障なく完

了するまでは、当該機器等や廃棄物管理施設を運転、使用しない。ただし、当該

の権限をもつ者が、個別業務の計画に定める手順により承認する場合は、この限

りでない。 

(5) 原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中

立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。 

また、自主検査及び試験を行う部長及び課長は、自主検査等の検査及び試験要

員について、これを準用する。 

 

8.3 不適合管理 

安全・核セキュリティ統括部長、所長、センター長又は部長は、不適合の処理に関す

る管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）の手順及びそれに関する責任

と権限を、本部は「不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢大洗研

究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、

部長及び課長は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項に適合しない状況が放

置され、運用されることを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実に

する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課

長は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

(a) 不適合を除去するための処置を行う。 

(b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影

響を評価し、当該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によ

って、その使用、リリース(次工程への引渡し)又は合格と判定することを正式

に許可する。 

(c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

(d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不

適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(3) 不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性を実証する

ための検証を行う。 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課

長は、不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記

録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 
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(5) 所長は、廃棄物管理施設の保安の向上を図る観点から、事故故障等を含む不適

合をその内容に応じて、「大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置

要領」に定める不適合の公開の基準に従い、情報の公開を行う。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長は、前項の情報の公開を受け、不適合に関する

情報をホームページに公開する。 

 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、

部長及び課長は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、

また、品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するた

めに、表 8.4 品質マネジメントシステムの分析データに示すデータを収集し、分

析する。この中には、監視及び測定（「8.2 監視及び測定」参照）の結果から得ら

れたデータ及びそれ以外の不適合管理（「8.3 不適合管理」参照）等の情報源から

のデータを含める。 

(2) 前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連する改善

のための情報を得る。 

(a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見

(「8.2.1 組織の外部の者の意見」参照) 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項への適合性（「8.2.3 プロセスの監視

及び測定」及び「8.2.4 検査及び試験」参照） 

(c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び廃棄物管理施設の特性及び

傾向（「8.2.3 プロセスの監視及び測定」及び「8.2.4 検査及び試験」参照） 

(d) 供給者の能力（「7.4 調達」参照） 

(3) 部長及び課長は、データ分析の情報及びその結果を整理し、センター長及び所

長を通じて研究所の管理責任者に報告するとともに、所掌する業務の改善に反映

する。また、安全・核セキュリティ統括部長、契約部長及び統括監査の職は、そ

れぞれの管理責任者に報告するとともに、所掌する業務の改善に反映する。 

(4) 管理責任者は、報告のあった情報をマネジメントレビューへのインプット

（「5.6.2 マネジメントレビューへのインプット」参照）に反映する。 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

理事長、管理責任者、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所

長、センター長、部長及び課長は、品質方針（「5.3 品質方針」参照）、品質目標（「5.4.1

品質目標」参照）、監査結果（「8.2.2 内部監査」参照）、データの分析（「8.4 データの分

析及び評価」参照）、是正処置（「8.5.2 是正処置等」参照）、未然防止処置（「8.5.3 未然

防止処置」参照）及びマネジメントレビュー（「5.6 マネジメントレビュー」参照）を通

じて、品質マネジメントシステムの有効性を向上させるために継続的に改善する。 
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8.5.2 是正処置等 

安全・核セキュリティ統括部長、所長及び部長は、不適合等の是正処置の手順（根本

的な原因を究明するための分析に関する手順を含む。）に関して、本部は「不適合管理並

びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢大洗研究所不適合管理並びに是正処置及

び未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、センター長、

部長及び課長は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）

の再発防止のため、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去

する是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

(a) 不適合等のレビュー及び分析（情報を収集及び整理すること並びに技術的、

人的、組織的側面等を考慮することを含む。） 

(b) 不適合等の原因（関連する要因を含む。）の特定 

(c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

(d) 必要な処置の決定及び実施 

(e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

(a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

(b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及

ぼす影響の程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力

の安全に及ぼす影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。）に関しては、根

本的な原因を究明するための分析の手順に従い、分析を実施する。 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の

管理」参照）。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課

長は、複数の不適合等の情報について、必要により類似する事象を抽出し、分析

を行い、その結果から共通する原因が認められた場合、適切な処置を行う。 

 

8.5.3 未然防止処置 

安全・核セキュリティ統括部長、センター長、所長及び部長は、他の原子力施設及び

その他の施設から得られた知見を保安活動に反映するために未然防止処置の手順に関し

て、本部は「不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は「大洗研究所

不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課

長は、原子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見（核燃料物質の使用等に

係る技術情報を含む。）を収集し、起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げ

る手順により、未然防止処置を行う。 

この活用には、得られた知見や技術情報を他の廃棄事業者と共有することも含

む。 

(a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 
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(b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

(c) 必要な処置の決定及び実施 

(d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録

の管理」参照）。
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図４．１ 品質マネジメントシステム体系図 
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（マネジメントレビューへ） 

是正・未然防止処置（計画・実施・レビュー） 

結果の報告（マネジ
メントレビューへ） 

内部監査の実施 

業務に対する要求事項に関するプロセス 

業務の計画 

設計・開発 

調達 

監視機器及び測定機器の管理 

業務の実施 

不適合の発生(監視・測定、他) 

調達 
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表
4.
2.
1 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書

（
Q
S-
P
08
）
 

（
一
次
文
書
）
 

本
部
 

（
二
次
文
書
）
 

大
洗
研
究
所
 

（
二
次
文
書
）
 

原
子
力
施
設
検
査
室

 

（
二
次
文
書
）

 

保
安
管
理
部
 

（
二
次
文
書
）
 

放
射
線
管
理
部
 

（
二
次
文
書
）
 

管
理
部
 

（
二
次
文
書
）
 

環
境
保
全
部

 

（
二
次
文
書
）

 

建
設
段
階

 
運
転
段
階

 

4
.
1
 一

般
要
求
事
項

 
―
 

―
 

・
総
則
（
大
検

-Q
A
M-

0
1
）

・
総
則
（
保
安

-Q
A
M-

0
1
）

・
重
要
度
分
類
要
領

（
保
安

-
QA
M
-0
2）

・
総
則
（
放
管
部

-
QA
M
-

0
1
）

・
重
要
度
分
類
要
領

（
放
管
部

-
Q
AM

-
02
）

・
総
則
（
管
理

-Q
A
M-

0
1
）

・
総
則
（

O
WT
F
-Q
A
M-

0
1
）

・
重
要
度
分
類
要
領

（
O
WT
F
-Q

A
M-
0
2）

・
総
則
（
廃
管

-Q
A
M-

0
1
）

・
重
要
度
分
類
要
領
（
廃

管
-
QA
M
-0
2）

4
.
2
.3
 文

書
管
理
 

4
.
2
.4
 記

録
の
管
理
 

・
文
書
及
び
記
録
管
理
要
領

（
Q
S
-A
0
1）

・
大
洗
研
究
所
文
書
及
び
記
録
の

管
理
要
領
（
大
洗

Q
AM

-
01
）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

5
.
1
 経

営
者
の
関
与

 

・
安
全
文
化
の
育
成
及
び
維

持
並
び
に
関
係
法
令
等
の
遵

守
活
動
に
係
る
実
施
要
領

（
Q
S
-A
0
9）

・
安
全
文
化
の
育
成
及
び
維
持
並

び
に
関
係
法
令
等
の
遵
守
活
動

規
則
（
大
洗

Q
A
M-
2
3）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

5
.
4
.1
 品

質
目
標

 
・
品
質
目
標
の
設
定
管
理
要

領
（
Q
S
-A
1
1）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

5
.
5
.4
 内

部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

・
中
央
安
全
審
査
・
品
質
保

証
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て

（
Q
S
-A
0
4）

・
原
子
炉
施
設
等
安
全
審
査
委
員

会
規
則
（
大
洗

QA
M
-1
2）

・
品
質
保
証
推
進
委
員
会
規
則

（
大
洗

Q
AM

-
11
）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

5
.
6
 マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
 

・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

実
施
要
領
（

Q
S
-P
0
2）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

6
.
2
.2
 力

量
、
教
育
・
訓
練

及
び
認
識

 

・
教
育
訓
練
管
理
要
領
（

Q
S-

A
0
7）

・
大
洗
研
究
所
教
育
・
訓
練
管
理

要
領
（
大
洗

Q
A
M-
0
7）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

7
.
1
 業

務
の
計
画
 

・
業
務
の
計
画
及
び
実
施
管

理
要
領
（

Q
S-

A
12
）

・
事
故
対
策
規
則
（
大
洗

Q
AM

-2
1
）

・
大
洗
研
究
所
放
射
線
安
全
取
扱

手
引
（
大
洗

Q
A
M-
6
1）

・
大
洗
研
究
所
内
放
射
性
物
質
等

運
搬
規
則
（
大
洗

Q
AM

-
22
）

・
大
洗
研
究
所
放
射
性
廃
棄
物
管

理
要
領
（
大
洗

QA
M
-8
1）

・
大
洗
研
究
所
Ｐ
Ｉ
設
定
評
価
要

領
（
大
洗

Q
AM

-
24
）

・
業
務
の
管
理
要
領

（
大
検

-
QA
M
-0
8）

・
運
転
及
び
保
守
の
管

理
要
領
（
保
安

-Q
A
M-

0
9
）

・
運
転
及
び
保
守
の
管

理
要
領
（
放
管
部

-
Q
A
M
-0
9）

―
 

―
 

・
廃
棄
物
管
理
施
設
等
運

転
手
引
（
廃
管

-Q
A
M-

1
1
）

・
保
守
管
理
要
領
（
廃
管

-
Q
A
M-
1
2）

7
.
2
.3

外
部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

―
 

・
大
洗
研
究
所
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス

対
応
要
領
（
大
洗

Q
AM

-
25
）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

7
.
3
 設

計
・
開
発
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
設
計
・
開
発
管
理
要

領
（
放
管
部

Q
A
M-
0
5）

―
 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
O
WT
F
-Q

A
M-
0
5）

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
廃
管

-Q
A
M-
0
5）

7
.
4
 調

達
 

・
調
達
先
の
評
価
・
選
定
管

理
要
領
（

Q
S-

G
01
）

・
大
洗
研
究
所
調
達
管
理
要
領

（
大
洗

Q
AM

-
02
）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

7
.
5
 業

務
の
実
施
 

―
 

―
 

・
業
務
の
管
理
要
領

（
大
検

-
QA
M
-0
8）

・
運
転
及
び
保
守
の
管

理
要
領
（
保
安

-Q
A
M-

0
9
）

・
運
転
及
び
保
守
の
管

理
要
領
（
放
管
部

-
Q
A
M
-0
9）

―
 

―
 

・
廃
棄
物
管
理
施
設
等
運

転
手
引
（
廃
管

-Q
A
M-

1
1
）

・
保
守
管
理
要
領
（
廃
管

-
Q
A
M-
1
2）

7
.
6
 監

視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
 

―
 

―
 

―
 

―
 

・
監
視
機
器
及
び
測
定

機
器
の
管
理
要
領
（
放

管
部
-
Q
AM

-
06
）

―
 

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
要
領
（

O
WT
F
-

Q
A
M
-0
7）

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
要
領
（
廃
管

-
Q
A
M
-0
7）

8
.
2
.2
 内

部
監
査

 
・
原
子
力
安
全
監
査
実
施
要

領
（
Q
S
-P
0
3）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

8
.
2
.4
 検

査
及
び
試
験
 

―
 

・
大
洗
研
究
所
原
子
炉
施
設
、
核

燃
料
物
質
使
用
施
設
、
廃
棄
物

管
理
施
設
独
立
検
査
組
織
運
営

規
則
（
大
洗

Q
A
M-
4
1）

・
大
洗
研
究
所
溶
接
検
査
要
領

（
大
洗

Q
AM

-
42
）

―
 

―
 

・
検
査
及
び
試
験
の
管

理
要
領
（
放
管
部

-
Q
A
M
-0
8）

―
 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（

OW
T
F-

Q
AM

-
08
）

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（
廃
管

-
Q
AM

-
08
）

8
.
3
 不

適
合
管
理
 

8
.
5
.2
 是

正
処
置
等
 

8
.
5
.3

未
然
防
止
処
置

 

・
不
適
合
管
理
並
び
に
是
正

及
び
未
然
防
止
処
置
要
領

（
Q
S
-A
0
3）

・
大
洗
研
究
所
不
適
合
管
理
並
び

に
是
正
処
置
及
び
未
然
防
止
処

置
要
領
（
大
洗

QA
M
-0
3）

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
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表 8.2.3 品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定 
監視・測定する 

プロセス 

監視・測定の 

実施責任者 

計画されたプロセスと 

結果 
監視項目 評価方法と頻度 

品質マネジメント

システム 

理事長 品質方針、品質目標の設

定及び実施状況 

品質目標の達成状況 マネジメントレビ

ュー（年度末及び

必要に応じて） 

所長 品質目標の設定及び実施

状況 

所長承認 

半期ごと 

部長 部長承認 

半期ごと 

課長 部長へ報告 

半期ごと 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス 

建設段階の品

質マネジメン

ト活動に関す

る業務 

減容処理施設準備室長 建設段階に係る業務の計

画の策定及び実施 

建設段階に係る業務の実

施状況 

部長へ報告 

年度ごと 

運転管理 
環境保全部長 年間放射性廃棄物処理計

画の作成 

放射性廃棄物処理の実施

状況 

センター長承認 

年度ごと 

保守管理 

廃棄物管理課長 

減容処理施設準備室長 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第２課長 

施設管理実施計画の策定

及び実施 

施設管理の実施状況 環境保全部長承認 

放射線管理部長承

認 

年度ごと 

核燃料物質の

管理 

廃棄物管理課長 核燃料物質によって汚染

された物及び廃棄物管理

施設内で発生した放射性

廃棄物の運搬 

核燃料物質によって汚染

された物及び廃棄物管理

施設内で発生した放射性

廃棄物の運搬の実施状況 

運搬の都度 

放射性廃棄物

の管理 

廃棄物管理課長 

 

・放射性廃棄物の受入れ、

廃棄物管理施設で発生

した放射性廃棄物の管

理、放射性廃棄物の処理

の実施 

・放射性廃棄物の受入れ、

廃棄物管理施設で発生

した放射性廃棄物の管

理、放射性廃棄物の処理

の実施状況 

廃棄物管理課長の

確認 

廃棄の都度 

 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第 2 課長 

・放射性液体廃棄物の年

間の放出管理目標値に

係る放出管理の実施 

・放射性液体廃棄物の年

間の放出状況 

課長へ通知 

四半期ごと 

放射線管理第 2 課長 ・放射性気体廃棄物の放

出管理基準値に係る放

出管理の実施 

・放射性気体廃棄物の放

出管理基準値に係る放

出状況 

課長へ通知 

四半期ごと 

放射線管理 

廃棄物管理課長 

環境監視線量計測課長 

放射線業務従事者の線量

限度の管理 

放射線業務従事者の被ば

く状況 

所長へ報告 

年度ごと 

四半期ごと 

非常の場合に

講ずべき処置 

課長 

危機管理課長 

総合的な訓練の計画 総合的な訓練の実施状況 所長へ報告 

年度ごと 

改善のプロセス 理事長 品質マネジメント計画の

適合性の確保、有効性の

改善 

品質マネジメント活動の

実施状況 

原子力安全監査 

毎年度１回以上又

は必要に応じて 

不適合管理状況 マネジメントレビ

ュー（年度末及び

必要に応じて） 

全ての管理者 品質マネジメントシステ

ムの有効性評価 

自己評価の実施状況 年１回以上（年度

末及び必要に応じ

て） 
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表8.4 品質マネジメントシステムの分析データ 
データ 関連する文書 8.4 データの分析及び評価(2)との関連＊ 

施設設備等の運転状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(b)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」 

核燃料物質等の管理状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(b)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4 検査及び試験」 

(c)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」 

放射性廃棄物（固体、気体、

液体）の管理状況 

・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

放射線業務従事者の被ばく

状況 

・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

保守管理の有効性評価 ・保守管理要領（廃管-QAM-12）

・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(b)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4 検査及び試験」 

(c)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」 

非常の場合に講ずべき処置

についての総合的な訓練の

実施状況 

・事故対策規則（大洗 QAM-21）

・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(a)「8.2.1 組織の外部の者の意見」

(b)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」

(c)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」

原子力規制検査の指摘事項

等 

・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(a)「8.2.1 組織の外部の者の意見」

(c)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」

官庁検査、定期事業者検査

等での不適合 

・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(a)「8.2.1 組織の外部の者の意見」

(c)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」

不適合 ・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(a)「8.2.1 組織の外部の者の意見」

(c)「8.2.3 プロセスの監視及び測定」

調達先の監査実施状況 ・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01）

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02）

・大洗研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03）

(d)供給者の能力「7.4 調達」

* 8.4 データの分析及び評価に係る改善のための情報の評価は、8.4 データの分析及び評価(2)の(a),(b),(c)

を参照
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別紙３ 

遮蔽体の形状、施工状態を考慮した被ばく評価について 

 

遮蔽体（遮蔽スラブ、空容器）の形状及び施工状態から、今回、遮蔽スラブの隙間を考

慮して被ばく評価を実施した。 

被ばく評価の際、既に設置してある遮蔽スラブについては、その隙間を実測し遮蔽計算

に反映している。また、今後設置する遮蔽スラブの隙間については、これまで設置した遮

蔽スラブの隙間を考慮して、一律、実現可能な 3mmとして遮蔽計算に反映している。 

この遮蔽スラブの隙間をＲＺモデルで計算できるよう、リング状にモデル化している。 

詳細を以下に示す。 

以下に示すとおり、隙間の実測値やモデル化の方法が非保守側になっていることはない。 

 

１．遮蔽スラブの形状と施工状態について 

遮蔽スラブの形状と施工状態は事業変更許可での評価と同様であり、ＲＺモデルにて、

対象とするブロック型廃棄物パッケージの周囲の廃棄物（空容器）の外周端部までの上面

を覆っている。実際は、隣接する廃棄物との中間点まで遮蔽スラブが張り出しており、こ

の分も遮蔽に寄与することになるが、安全側にこれを考慮していない。遮蔽スラブの厚み

は公称値 60cmであるが、公差を考慮して 59cmとしている。 

事業変更許可での評価では、施工状態について隙間の有無を考慮していないことから、

今回、隙間を考慮した評価を実施した。 

 

２．ブロック型廃棄物パッケージの周囲の廃棄物（空容器）の形状と施工状態について 

ブロック型廃棄物パッケージの周囲の廃棄物（空容器）の形状と施工状態は事業変更許

可での評価と同様であり、ＲＺモデルにて、対象とするブロック型廃棄物パッケージの周

囲の廃棄物（空容器）を、上面からの面積を保存したリング状に配置している。 

また、ブロック型廃棄物パッケージからの距離は、上面への放射線の抜けが最大となる

よう、このリングの外径が周囲の廃棄物の対角線と同じになるように配置している。 

 

３．遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評価について 

事業変更許可及び現在の設工認申請では、遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評価を実

施しておらず、その結果は 19μSv/yである。 

今回、既に設置してある遮蔽スラブの隙間の他、今後設置する遮蔽スラブの隙間を考慮

した被ばく評価を実施した。 

その結果、20μSv/y と大きくなったが、その増分はわずかであり、遮蔽スラブの隙間の

有無の考慮の影響は小さい。 

以下に、評価方法及び評価結果等を記す。 
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(1) 評価方法について 

事業変更許可及び設工認申請書の添付書類と同様に、2次元 Sn輸送計算コード（DOT）に

よりＲＺ体系にて計算した。 

ただし、被ばく線量を求めるのではなく、DOTで算出した数値について、隙間の無いモデ

ルでの計算結果に対する隙間の有るモデルでの計算結果の比を求め、これを隙間の無いモ

デルで求めた被ばく線量に乗じることで、隙間の有るモデルでの被ばく線量とした。 

比を求める際は数値を切り上げるため安全側である。 

 

(2) 遮蔽スラブの隙間の測定方法について 

既に設置してある遮蔽スラブについては、その隙間を次のとおり実測している。 

設置してある遮蔽スラブに乗り、2人 1組で上面から測定した。測定箇所は、遮蔽スラブ

の側面 4方向について、それぞれ目視にて隙間が最大と見て取れる箇所（隙間部）につい

て 3箇所以上測定し、その最大値を採用した。測定は JIS1級の鋼製直尺を用いた。 

ただし、大きな隙間等については、コンクリート打ち増し時の枠を設置する際、この隙

間を埋めることになり、結果、隙間が狭くなるのでこれを被ばく評価において考慮した。 

今後設置する遮蔽スラブについては、これまで設置した遮蔽スラブの隙間の実測値を基

に実現可能な値を検討した結果、3mm以下の隙間で遮蔽スラブを設置している実績があるこ

とから、隙間が 3mm以下となるよう管理する。なお、3mmを超えるおそれがある場合は、コ

ンクリートの密度を超えるものを隙間に挟む等の対策を施す。 

対策を含め、今後設置する遮蔽スラブの隙間については、3mm以下を実現することが可能

である。 

計算に用いる各隙間はその最大値となることから安全側である。 

 

(3) 評価モデルについて 

事業変更許可及び現在の設工認申請でのモデルを基に、遮蔽スラブの隙間を追加するモ

デルとした。 

ブロック型廃棄物パッケージへの遮蔽スラブの設置状況は、令和 2年 11月 11日の面談

資料（資料－１ 別紙 計算モデル図）に示すとおりであり、ブロック型廃棄物パッケージ

上下 2個で 1箇所（位置）について 2箇所で遮蔽スラブ 1枚を設置している。 

この設置状況について、まず上から見てリング状にし易いよう近似する。具体的には、

中心の対象廃棄物を除き、周りの廃棄物は 2箇所で遮蔽スラブ 1枚とし、放射状のモデル

とする。中心の対象廃棄物は、単独で遮蔽スラブ 1枚を配置するモデルとする。この場合、

対象廃棄物周りの遮蔽スラブの隙間 1辺を隙間 1箇所とすると、対象廃棄物周りの隙間は 4

箇所となり、実際よりも 1箇所多いモデルとなる（図 1参照）。 

一層のモデルについては、対象廃棄物周りの隙間 4箇所に、その周りの放射状の隙間 4

箇所を加え、この隙間は隣接する廃棄物との中間点の上部にあるとし、この中間点から内

側へ向かって隙間の半分の幅の位置をリングの内径とする。このリングの内径を基に、隙

間の面積を保存するようにリングの外径を求める。 
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中心の対象廃棄物周りの隙間（近い側）に、その周りの放射状の隙間（遠い側）を加え

ることで、近くの隙間が大きくなるモデルとなることから安全側である。 

二層のモデルも同様である。このリングを、ブロック型廃棄物パッケージＢ－Ⅰ型及び

Ｂ－Ⅲ型に対し、周囲の廃棄体一層の場合と二層の場合について求める。 

ここで、遮蔽スラブの隙間は、コンクリート打ち増しの場合と薄い遮蔽スラブの追加設

置の場合では状況が異なるため、これを考慮する。具体的には次のとおり。 

 

①コンクリート打ち増しの場合の隙間について 

既に設置してある遮蔽スラブについては、コンクリート打ち増しとする。 

コンクリート打ち増しの場合は、打ち増し部には隙間は生じないため、元の遮蔽スラブ

の部分のみ隙間が有り、上面へ貫通した隙間が無いモデルとした。 

既に設置してある遮蔽スラブの隙間については、4方向の隙間（最大）を測定しており、

これを使用した。ただし、大きな隙間等については、コンクリート打ち増し時の枠を設

置する際、この隙間を埋めることになり、結果、隙間が狭くなるのでこれを考慮した。 

 

②薄い遮蔽スラブの追加設置の場合の隙間について 

今後設置する遮蔽スラブについては、薄い遮蔽スラブを追加設置する。 

薄い遮蔽スラブの追加設置の場合は、元の遮蔽スラブと同様の隙間が生じるため、上面

へ貫通した隙間が有るモデルとした。 

今後設置する遮蔽スラブの隙間については、これまで設置した遮蔽スラブの隙間を考

慮して、一律、実現可能な 3mmとした。 

 

 

③遮蔽スラブの隙間のＲＺモデル化について 

計算がＲＺモデルであることから、図 1に示すとおり、ブロック型廃棄物パッケージ

の周囲の廃棄物（空容器）と同様、遮蔽スラブの隙間をリング状にする。 

この場合、遮蔽スラブの隙間は隣接する廃棄物との中間点の上部にあるとし、この中

間点から内側へ向かって隙間の半分の幅の位置をリングの内径とする。 

このリングの内径を基に、隙間の面積を保存するようにリングの外径を求める。 

このリングを、ブロック型廃棄物パッケージＢ－Ⅰ型及びＢ－Ⅲ型に対し、周囲の廃

棄体一層の場合と二層の場合について求める。 

計算に用いる遮蔽スラブの隙間は、コンクリート打ち増しの場合、1cm、2cm、3cmとし、

薄い遮蔽スラブを追加する場合、0.3cmとする。 

遮蔽スラブの隙間が 2cmの場合を例に、各々のリングの内径と外径の算出結果を図 2

に示す。 

遮蔽スラブの隙間 1辺の長さは、ブロック型廃棄物パッケージの直径に隣接する廃棄

物までの距離を加えたものであり、幅は遮蔽スラブの隙間である。この長さ及び幅から

求められる長方形の面積に隙間の数を乗じ隙間の総面積とする。 
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この算出した隙間の総面積と、ブロック型廃棄物パッケージの直径及び隣接する廃棄

物までの距離並びに隙間の大きさから求まるリング状の隙間の内径を基に、隙間の総面

積が保存されるよう（近似においては上回るよう）リング状の隙間の外径を求める。 

 

（4）遮蔽計算に用いる隙間について 

隙間の大きさ毎に遮蔽計算する場合、そのケースは膨大になることから、隙間のサイズ

を領域に区切り、その最大値で計算することとした。 

既に設置してある遮蔽スラブについては、0～10mmを 1cmで、10～20mmを 2cmで、20～

30mmを 3cmで計算した。30mmを超える隙間については、コンクリート打ち増し時の枠を設

置する際、この隙間を埋めることになることから、20～30mmに含めることとした。 

今後設置する遮蔽スラブについては、管理値である 3mm（0.3cm）で計算した。 

隙間サイズの領域毎に最大値を用いて計算することから安全側である。 

 

(5) 遮蔽スラブの隙間について 

コンクリートブロックＢ－Ⅰ型の上部に載っている遮蔽スラブの隙間のデータをまとめ

たものを図 3に、これをブロック型廃棄物パッケージに対する 4方向に展開し、一層目の

平均隙間を求めたものを図 4に、二層目の平均隙間を求めたものを図 5に示す。 

また、コンクリートブロックＢ－Ⅲ型の上部に載っている遮蔽スラブの隙間のデータを

まとめたものを図 6に、これをブロック型廃棄物パッケージに対する 4方向に展開し、一

層目の平均隙間を求めたものを図 7に、二層目の平均隙間を求めたものを図 8に示す。 

遮蔽スラブの隙間は、それぞれのブロック型廃棄物パッケージに対して3方向であるが、

どの位置のブロック型廃棄物パッケージに対しても同様に平均隙間を求められるよう 4方

向に展開するため、隙間のない方向に対しても 0mm（空白）を入力することとし、隙間の合

計値を各層の隙間の数（図 1より、一層目は 8、二層目は 20）で除すことで平均隙間を求

めた（図 4、図 5、図 6、図 7参照）。 

計算に平均隙間を用いても隙間の総面積は保存されるため非安全側になることはない。

また、各隙間は最大値を用いていることから、隙間の総面積は安全側である。 

なお、コンクリート打ち増しと薄い遮蔽スラブの追加設置が混在することになるが、薄

い遮蔽スラブ設置の場合の隙間 3mmは、安全側にコンクリート打ち増しの場合の隙間 8mm

に相当すると評価しており（表 1及び表 2参照）、データ整理においてはコンクリート打

ち増しの条件に統一することとし、薄い遮蔽スラブの追加設置の隙間については、3mmでは

なく 8mmを用いた。 

 

(6) 隙間の無いモデルでの計算結果に対する隙間の有るモデルでの計算結果の比 

DOTによるＲＺ体系での計算に用いる遮蔽スラブの隙間を、コンクリート打ち増しの場合、

1cm、2cm、3cmとし、薄い遮蔽スラブを追加する場合、0.3cmとして、隙間の無いモデルで

の計算結果に対する隙間の有るモデルでの計算結果の比を求めた。 

ブロック型廃棄物パッケージＢ－Ⅰ型の場合の比を表 1に、ブロック型廃棄物パッケー

ジＢ－Ⅲ型の場合の比を表 2に示す。 



別紙 3-5 

 

 

(7) 遮蔽スラブの隙間と線量の比の関係について 

遮蔽スラブの隙間及び廃棄物からの線量は、ブロック型廃棄物パッケージの配置（上下 2

個で一つの配置）で異なるため、この比を位置毎に求め乗じる。 

図 4、図 5、図 7及び図 8の遮蔽スラブの隙間（平均隙間）について、10mm未満を白、10mm

以上 20mm未満を青、20mm以上 30mm未満を橙、30mm以上を赤で示した。 

白は隙間 1cmの比を、青は隙間 2cmの比を、橙及び赤は 3cmの比を用いる。 

ここで、大きな隙間である赤については、コンクリート打ち増し時の枠を設置する際、

この隙間を埋めることになり、結果、隙間が狭くなるのでこれを考慮し橙と同じにした。

また、一層目の比を用いる場所の遮蔽スラブについては、大きめの隙間を埋めることとし

ており、一層目の比については青であっても白の比と同じにした（図 10の紫枠部参照）。 

隙間サイズの領域毎に最大値を用いて計算したことと同等となるため安全側である。 

なお、一層目の値を用いる位置を除き、一層目と二層目の隙間を比較し、大きい方の値

を採用することとした。 

 

(8) 計算結果について 

遮蔽スラブの隙間を考慮しない被ばく評価結果（設工認申請書の添付資料 Ⅰ-3 の図 20

と同じ）を図 9に、一層目と二層目の隙間を比較した結果の、各位置での遮蔽スラブの隙

間をまとめたものを図 10に、隙間無しの被ばく線量に乗じる比をまとめたものを図 11に、

隙間無しの被ばく線量に比を乗じた結果得られた、遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評

価結果を図 12に示す。 

遮蔽スラブの隙間を考慮しない被ばく評価の結果は 19μSv/y であるが、今回の計算の結

果、遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評価の結果は 20μSv/y であり、その増分はわずか

であることから、遮蔽スラブの隙間の有無の考慮の影響は小さい。 

なお、増分がわずかである理由は、次のとおりであると考えられる。 

まず、遮蔽スラブの隙間がない評価においては、図 12に示すとおり、単位個数あたりの

線量は、一層巻の場合と二層巻の場合を比較すると、一層巻の場合の方が大きく、Ⅰ型で

一桁以上、Ⅲ型で二桁近くの差がある。 

一方、遮蔽スラブの隙間がある評価においては、表 1及び表 2に示すとおり、隙間の大

きさが同じ場合、一層巻の場合よりも二層巻の場合の方が比は大きく、図 12に示す一層巻

と二層巻の差の傾向とほぼ同じである。 

これらのことから、遮蔽スラブの隙間がない場合に対する隙間がある場合の線量の増分

は、主に一層目の隙間からの漏れによるものと考えられる。 

よって、表 1及び表 2に示すとおり二層巻の場合の方が比は大きいが、線量の増分は一

層巻の場合と大差ないことになり、図 12に示すとおり被ばく評価においては一層巻の評価

が支配的であることから、被ばく線量の増分がわずかであったと考えられる。 

 

 

以上 
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ブロック型廃棄物パッケージへの遮蔽スラブの設置状況 

 

〔 令和 2年 11月 11日 面談資料（資料－１ 別紙 計算モデル図） 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存遮蔽スラブ　〔重量：3,900㎏〕

Ⅰ
型
：
28

0c
m

Ⅲ
型
：
12

0c
m

40
c
m

8
0c

m 追加遮蔽スラブ（ブロック）　〔重量：975㎏〕

追加遮蔽スラブ　〔重量：1,950㎏〕

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm

Ⅰ型：φ130cm
Ⅲ型：φ106cm

Ⅰ
型
：
14

0c
m

Ⅲ
型
：
12

0c
m

Ⅰ
型
：
14

0c
m

Ⅲ
型
：
12

0c
m

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【上段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【上段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【下段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【下段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm

Ⅰ型：φ130cm
Ⅲ型：φ106cm

2
0c

m
2
0c

m
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図 1 遮蔽スラブの隙間のモデル化 

対象とするブロック型廃棄物パッケージと周囲の廃棄体二層の場合 

対象とするブロック型廃棄物パッケージと周囲の廃棄体一層の場合 

実際の近似 モデル 



























































 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

４
 
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並

び
に
廃
棄
の
方
法

 

Ａ
 
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

 

ロ
 
 
廃
棄
物
管
理
施
設
の
一
般
構
造

 

(
1
)
  
放
射
線
の
遮
蔽
に
関
す
る
構
造

 

廃
棄

物
管

理
施

設
は

、
A
L
A
R
A
の

考
え

方
の
も
と
、
以
下
の
方
針
に
基
づ
き
遮
蔽

設
計
を
行
う
。

 

a
)
 
 
平
常
時
に
お
い
て
、
人
の
居
住
の
可

能
性

の
あ

る
周

辺
監

視
区

域
外

の
直

接

線
及

び
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
に

よ
る

線

量
が

最
大

と
な

る
場

所
に

お
い

て
、

年

間
5
0
μ

S
v
以

下
と

な
る

よ
う

、
線

量
若

し
く

は
放

射
能

の
高

い
廃

棄
物

を
取

り

扱
う

設
備

又
は

こ
れ

を
囲

む
設

備
に

遮

蔽
機

能
を

設
け

る
こ

と
と

し
、

建
家

の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

壁
に

よ
り

適
切

な
遮

蔽

を
行
う
よ
う
設
計
す
る
。

 

b
)
 
 
事
業
所
内
の
人
が
立
ち
入
る
場
所
に

お
い

て
、

外
部

放
射

線
に

よ
る

放
射

線

障
害

を
防

止
し

、
線

量
限

度
を

超
え

な

い
よ

う
に

す
る

た
め

、
放

射
線

業
務

従

事
者

の
立

入
頻

度
、

立
入

時
間

を
考

慮

し
た

適
切

な
遮

蔽
設

計
区

分
を

設
け

、

各
区

分
に

定
め

る
基

準
線

量
率

を
満

足

す
る

よ
う

遮
蔽

を
施

し
、

又
は

作
業

時

間
の

制
限

を
行

え
る

よ
う

に
考

慮
す

る

こ
と

、
遮

蔽
設

備
に

開
口

部
又

は
配

管

そ
の

他
の

貫
通

部
分

が
あ

る
場

合
で

あ

っ
て

放
射

線
障

害
を

防
止

す
る

必
要

が

あ
る

場
合

に
は

、
放

射
線

の
漏

え
い

を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
、
遮
蔽
設
計
に
用
い
る
線
源
は
、
機
器

の
放

射
性

物
質

の
内

包
量

、
施

設
内

で

の
放

射
性

物
質

の
最

大
取

扱
量

及
び

廃

棄
体

の
表

面
線

量
を

考
慮

し
、

遮
蔽

計

算
上

厳
し

い
評

価
結

果
を

与
え

る
よ

う

1
.
 
安
全
設
計

 

1
.
1
 
安
全
設
計
の
基
本
方
針

 

廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
以
下
の
基
本
方
針
の
下
に
安
全
設
計
を
行
い
、「

核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」（

以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い

う
。）

等
の
法
令
の
要
求
を
満
足
し
、「

廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
の
評
価
の
考
え
方
」

（
平
成
元
年

3
月

2
7
日
 
原
子
力
安
全
委
員
会
決
定
）
及
び
「
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位

置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
」
（
平
成

2
5
年

1
2
月

1
8
日
施
行
）
に
基

づ
く
も
の
と
す
る
。

 

 

(
1
)
 
平
常
時
に
お
い
て
、
周
辺
監
視
区
域
外
の
一
般
公
衆
、
周
辺
監
視
区
域
内
に
滞
在

す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
及
び
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
し
、
「
核
原
料

物
質

又
は

核
燃

料
物

質
の
製

錬
の

事
業

に
関

す
る

規
則

等
の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度
等
を
定
め
る
告
示
」

(
以
下
「
線
量
告
示
」
と
い
う
。

)
 
に
定
め
ら
れ
て
い
る

線
量
限
度
を
超
え
る
線
量
を
与
え
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
周
辺

監
視

区
域

内
に

滞
在

す
る
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外
の

者
及

び
人

の
居

住
の

可
能

性
の

あ
る

周
辺

監
視

区
域
外

の
一

般
公

衆
の

受
け

る
線

量
が

合
理

的
に

達
成

で
き

る
限
り
低
く
な
る
よ
う
に
設
計
す
る
。

 

(
5
)
 
そ
 
の

 
他

 

b
.
 
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
設
計
、
製
作
、
建
設
、
試
験
及
び
検
査
に
当
た
っ
て
は
、

国
内
法
規
に
基
づ
く
規
格
、
基
準
等
を
適
用
し
、
信
頼
性
の
高
い
も
の
と
す
る
。

 

ま
た
、
運
転
員
の
誤
操
作
を
防
止
す
る
た
め
、
指
示
計
、
操
作
ス
イ
ッ
チ
等
に

は
名
称
表
示
等
を
行
う
と
と
も
に
、
定
め
ら
れ
た
条
件
を
逸
脱
し
て
装
置
が
動
作

し
な
い
な
ど
、
誤
操
作
に
対
し
て
も
、
そ
れ
が
大
き
な
事
故
の
誘
因
と
な
ら
な
い

よ
う
に
考
慮
し
て
設
計
す
る
。

 

c
.
 

廃
棄

物
管

理
施

設
に

お
い

て
処

理
を

行
う

た
め

に
受

け
入

れ
る

放
射

性
廃

棄

物
は
、
原
子
炉
施
設
及
び
核
燃
料
物
質
使
用
施
設
等
に
お
い
て
発
生
す
る
液
体
廃

棄
物
及
び
固
体
廃
棄
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
性
状
、
線
量
率
、
含
ま
れ
る

放
射
性
物
質
の
量
等
に
よ
っ
て
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
最
も
適
切
と
思
わ
れ
る
方
法

で
処
理
を
行
う
。
処
理
し
た
放
射
性
廃
棄
物
は
、
容
器
に
固
型
化
し
、
又
は
封
入

し
て

、
そ

れ
自

体
で

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

の
能

力
を

有
す

る
廃

棄
体

と
す

る
。

 

d
.
 
廃
棄
物
管
理
施
設
の
処
理
能
力
は
、
放
射
性
廃
棄
物
の
最
大
受
入
れ
量
に
対
し

て
、
十
分
な
余
裕
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

 

e
.
 
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
立
入
場
所
に
お
け
る
線
量
を
合

理
的
に
達
成
で
き
る
限
り
低
減
で
き
る
よ
う
に
、
線
量
率
の
高
い
固
体
廃
棄
物
の

取
扱
い
は
、
遮
蔽
を
介
し
て
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
行
え
る
設
計
と
す
る
と
と

も
に
、
設
備
・
機
器
は
、
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る
作
業
性
を
考
慮
し
た
配
置
と

  

4
.
 

設
 

計
 

 

4
.
1
 

設
計

条
件

 

         

4
.
2
 

設
計

仕
様

 

       

施
 
設
 
名

 
称

 
管

理
対

象
物

 
最
大
管
理
能
力
（

m
3 ）

 

固
体

集
積

保
管

場
Ⅰ

 
廃

棄
体

 
3
,
9
8
0
 

遮
 

蔽
 

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
実

効
線

量
：

5
0
μ

S
v
/
年

以
下

 

遮 蔽 ス ラ ブ
 

打 ち 増 し  

型
 
 
 

 
式

 
－

 
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

 

主
要

材
料

 

型
 

 
 

枠
 

－
 

J
I
S
 
G
 
3
3
0
2
（

溶
融

亜
鉛

め
っ
き

鋼
板

及
び

鋼
帯

）
に

定
め

る
S
G
C
C
 

鉄
 

 
 

筋
 

－
 

J
I
S
 
G
 
3
1
1
2
（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ
ー

ト
用

棒
鋼

）
に

定
め

る
S
D
2
9
5
A
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 
－

 

普
通

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 

（
設

計
基

準
強

度
2
1
.
0
N
/
㎜

2 以
上

）
 

（
密

 
 

度
 

2
.
1
 
g
/
㎝

3
以
上

）
 

主
要

寸
法

 
厚

 
さ

 
c
m
 

2
0
以

上
（

型
枠

を
含

む
。
）

 

数
 

 
 

 
量

 
－

 
 

 
一

式
 
*  

  廃
棄
物
管
理
施
設
の
変
更

許
可
申
請
書
の
記
載
に
従

い
、
周

辺
監

視
区

域
外

に

お
け

る
実

効
線

量
が

5
0

μ
S
v
/
年

以
下

と
な

る
よ

う
遮

蔽
を

行
う

設
計

と

し
て
い
る
た
め
整
合
し
て

い
る
。

 

    

 添Ⅵ－1 



廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

に
線

源
条

件
を

設
定

し
、

遮
蔽

設
計

に

お
い
て
は
、
遮
蔽
体
の
形
状
、
材
質
及
び

寸
法

を
考

慮
し

、
十

分
な

安
全

裕
度

を

見
込
む
設
計
と
す
る
。

 

ま
た
、
平
常
時
に
お
い
て
、
周
辺
監
視

区
域

内
の

人
が

滞
在

す
る

場
所

に
お

け

る
線

量
が

、
周

辺
監

視
区

域
内

に
滞

在

す
る

放
射

線
業

務
従

事
者

以
外

の
者

の

立
入

時
間

を
考

慮
し

て
、

年
間

5
0
μ

S
v

以
下
と
な
る
よ
う
設
計
す
る
。

 

c
)
 
 
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
に
つ
い
て
は
、

放
射

性
廃

棄
物

の
入

っ
て

い
な

い
コ

ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

を
ブ

ロ
ッ

ク
型

廃

棄
物

パ
ッ

ケ
ー

ジ
の

側
部

に
配

置
す

る

措
置
を
講
ず
る
。

 

 

(
6
)
  
そ
の
他
の
主
要
な
構
造

 

廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
以
下
の
方
針
の

も
と
に
安
全
設
計
を
行
う
。

 

n
)
 
 
廃
棄
物
管
理
施
設
の
処
理
施
設
、
管

理
施

設
及

び
廃

棄
施

設
は

、
必

要
な

能

力
又

は
容

量
を

有
す

る
と

と
も

に
、

適

切
な

方
法

に
よ

り
処

理
又

は
保

管
す

る

も
の
と
す
る
。

 

 

ハ
 
 
廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
の
構
造
及
び
設
備

 

(
2
)
  
管
理
施
設

 

(
ⅰ

)
 
構
造
 

本
施
設
は
、
廃
棄
体
を
管
理
す
る
施

設
で
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
、
固
体
集

積
保
管
場
Ⅱ
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅲ
、

固
体
集
積
保
管
場
Ⅳ
、
α
固
体
貯
蔵
施

設
の
建
家
及
び
設
備
で
構
成
す
る
。

 

 ⅰ
)
 
管
理
施
設
を
収
容
す
る
建
家

 

1
)
 
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ

 

固
体

集
積

保
管

場
Ⅰ

の
主

要
構

造

は
、
鉄
骨
造

(
一
部
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

す
る
。

 

           適
合
の
た
め
の
設
計
方
針

 

 
第
１
項
に
つ
い
て

 

廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
平
常
時
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ

イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
り
公
衆
の
受
け
る
線
量
が
第
１
７
条
第
１
項
の
放
射
性
物
質
に
よ
り

公
衆
の
受
け
る
線
量
を
含
め
、
法
令
に
定
め
る
線
量
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、

A
L
A
RA
 
の

考
え

方
の

下
、

合
理

的
に

達
成

で
き

る
限

り
十

分
に

低
い

も
の

で
あ

る
こ

と

（
「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施
設

の
安

全
審

査
に

お
け
る

一
般
公

衆
の

線
量

評
価

に
つ

い

て
」（

平
成
元
年
３
月
２
７
日
原
子
力
安
全
委
員
会
了
承
））

を
参
考
に
、「

実
効
線
量
で

5
0

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
年
以
下
」
を
達
成
す
る
た
め
、
線
量
若
し
く
は
放
射
能
の
高
い

廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
又
は
こ
れ
を
囲
む
設
備
に
遮
蔽
機
能
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
建

家
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
、
廃
棄
体
の
適
切
な
配
置
に
よ
り
遮
蔽
を
行
う
よ
う
設
計
す
る
。

 

遮
蔽
機
能
を
設
け
る
施
設
と
廃
棄
物
区
分

を
表
１
に
、
遮
蔽
機
能
を
設
け
る
施
設
及
び

設
備
を
表
２
に
示
す
。

 

 

第
２
項
に
つ
い
て

 

廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
遮
蔽
設
計
に
あ
た
り
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
立
入
頻
度
、
立

入
時
間
を
考
慮
し
て
関
係
各
場
所
を
適
切
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
と
す
る
線
量
率
を

定
め
所
要
の
遮
蔽
を
施
し
、
又
は
作
業
時
間
の
制
限
が
行
え
る
よ
う
に
考
慮
す
る
こ
と
、

遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
分
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害

を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
、
遮
蔽
設
計
に
用
い
る
線
源
は
、
機
器
類
の
内
包
量
や
施
設
内
で
の
最
大
取
扱

い
量
な
ど
を
考
慮
し
、
遮
蔽
計
算
上
厳
し
い
評
価
結
果
を
与
え
る
よ
う
に
線
源
条
件
を
設

定
し
、
遮
蔽
設
計
に
お
い
て
は
、
遮
蔽
体
の
形
状

、
材
質
及
び
寸
法
を
考
慮
し
、
十
分
な

安
全
裕
度
を
見
込
む
設
計
と
す
る
。
具
体
的
な
管
理
区
域
の
区
分
を
以
下
に
示
す
。

 

管
理
区
域
は
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
又
は
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
物
の

表
面
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
に
起
因
す
る
管
理
区
域
と
、
外
部
放
射
線
に
起
因
す
る
管
理

*
 
:
 
遮
蔽
を
追
加
す
る
定
置
済
み
遮
蔽
ス
ラ
ブ

4
1
6
個
に
つ
い
て
、
打
ち
増
し
又

は
ブ
ロ
ッ
ク
を
配
置
す
る
数
量

 

 

定
置

済
み

遮
蔽

ス
ラ

ブ
の

主
要

寸
法

と
定

置
数

量
 

*
 
:
2
0
㎝

厚
さ

の
遮

蔽
ス

ラ
ブ

を
組

み
合

わ
せ

て
定

置
し

て
い

る
箇

所
の

下
段

の
数

量
（

4
8
個

）
を

除
く

 

  

設
計
仕

様
の

打
ち

増
し

と
は

、
遮

蔽
ス

ラ
ブ

の
厚

さ
が

6
0
㎝

以
上

と
な

る
よ

う
、
厚

さ
4
0
㎝

の
定

置
済

み
の

遮
蔽

ス
ラ

ブ
（

既
存

遮
蔽

ス
ラ

ブ
）
の

上
面

に
枠

を
設

置
し

、

そ
こ

に
厚

さ
2
0
㎝

以
上

と
な

る
よ

う
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

打
設

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

な
お

、
今

後
新

た
に

ブ
ロ

ッ
ク

型
廃

棄
物

パ
ッ

ケ
ー

ジ
を

集
積

保
管

す
る

場
合

は
、

既
存

の
遮

蔽
ス

ラ
ブ

の
上

に
新

た
に

製
作

す
る

厚
さ

2
0
㎝
以

上
の

遮
蔽

ス
ラ

ブ

（
Ｅ

型
）

と
ブ

ロ
ッ

ク
を

組
み

合
わ

せ
て

配
置

す
る

。
打

ち
増

し
の

構
造

を
図

４
－

１
に

示
す

。
 

      

型
 

主
要
寸
法
(
㎝
)
 

数
量
(
個

)
 

短
辺

 
長
辺

 
厚
さ

 

Ａ
 

3
4 

2
6
0 

2
0 

6
 

 

 

Ｂ
 

8
3 

3
3
5 

2
0 

3
 

 

Ｃ
 

1
0
6 

2
1
2 

2
0 

5
6 

 

Ｄ
 

1
0
6 

2
6
2 

2
0 

7
 

 

Ｅ
 

1
3
0 

3
2
0 

2
0 

2
3 

 

Ｆ
 

1
3
0 

3
5
0 

2
0 

2
 

 

Ｇ
 

1
0
6 

2
1
2 

4
0 

3
6 

 

Ｈ
 

1
0
6 

2
5
2 

4
0 

8
0 

 

Ｉ
 

1
0
6 

2
8
2 

4
0 

7
 

 

J
 

1
3
0 

3
2
0 

4
0 

1
8
3 

 

Ｋ
 

1
5
6 

2
5
2 

4
0 

1
0 

 

Ｌ
 

1
5
6 

2
8
2 

4
0 

1
 

 

Ｍ
 

3
4 

2
4
7 

2
0 

1
 

 

Ｎ
 

1
5
6 

2
1
2 

4
0 

1
 

 

合
計

 
1
4
 
種
類

 
4
1
6
*  

 

第
二
条
（
遮
蔽
等
）

 

廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
当
該
廃
棄
物
管
理
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ

ン
線
に
よ
る
事
業
所
周
辺
の
線
量
を
十
分
に
低
減
で
き
る
よ
う
、
遮
蔽
そ
の
他
適
切
な

措
置
を
講
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ２
 
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
管

理
区

域
そ

の
他

事
業

所
内

の
人
が

立
ち

入
る

場
所

に
お

け
る

線
量

を
低

減
で

き
る

よ

う
、
遮
蔽
そ
の
他
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

ト
造
の
内
部
周
囲
壁

)
で
、
地
上

1
階
、

建
築
面
積
約

3
,
0
70
m
2 で

あ
り
、
耐
震

設
計

上
の

重
要

度
を

Ｃ
ク

ラ
ス

と
し

て
設
計
す
る
。
構
造
概
要
図
を
第

9
図

に
示
す
。
建
家
内
に
は
、
管
理
施
設
の

固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
を
収
容
す
る
。

 

 

ⅱ
)
 
管
理
施
設
の
主
要
な
設
備

 

(
a
)
 
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ

 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
は
、
ブ
ロ
ッ

ク
型

廃
棄

物
パ

ッ
ケ

ー
ジ

を
保

管

す
る
た
め
の
施
設
で
、
主
と
し
て
竪

積
保
管
設
備
、
周
辺
監
視
区
域
外
に

お
け

る
線

量
を

低
減

す
る

た
め

寸

法
の

異
な

る
複

数
の

種
類

を
組

み

合
わ

せ
て

使
用

す
る

遮
蔽

ス
ラ

ブ

及
び

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
で

構
成

す

る
。

 

(
ⅱ

)
 
主
要
な
設
備
及
び
機
器
の
種
類

 

主
要

な
設

備
及

び
機

器
の

種
類

を

第
3
表
に
示
す
。

 

(
ⅲ

)
 
管

理
す

る
放

射
性

廃
棄

物
の

種
類

及
び
そ
の
種
類
ご
と
の
最
大
管
理
能
力

 

管
理

す
る

放
射

性
廃

棄
物

の
種

類

及
び

そ
の

種
類

ご
と

の
最

大
管

理
能

力
を
第
3
表
に
示
す
。

 

(
ⅳ

)
 
保
管
体
の
管
理
形
態

 

廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
放
射
性
廃

棄
物

の
崩

壊
熱

及
び

放
射

線
の

照
射

に
よ

り
発

生
す

る
熱

に
よ

っ
て

過
熱

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

廃
棄

物
を

受
け

入
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
発
火
、

爆
発

の
恐

れ
の

な
い

安
全

性
が

確
認

さ
れ

た
廃

棄
物

を
受

け
入

れ
る

こ
と

と
す
る
。
こ
の
た
め
、
冷
却
の
た
め
の

設
備
を
要
し
な
い
。

 

  

区
域
に
区
分
す
る
。

 

空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
又
は
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性

物
質
の
濃
度
に
起
因
す
る
管
理
区
域
（
以
下
「
第

1
種
管
理
区
域
」
と
い
う
。）

は
、
空
気

中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
又
は
表
面
密
度
が
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事

業
に
関
す
る
規
則
の
規
定
等
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
（
以
下
「

線
量
告
示
」

と
い
う
。）

に
定
め
る
管
理
区
域
に
係
る
値
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
と

す
る
。

 

外
部
放
射
線
に
起
因
す
る
管
理
区
域
は
、
外
部
放
射
線
被
ば
く
に
係
る
線
量
が
「
線
量

告
示
」
に
定
め
る
管
理
区
域
に
係
る
値
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
で
あ

っ
て
、
第

1
種
管
理
区
域
の
区
分
基
準
に
該
当
し
な
い
区
域
と
す
る
。

 

一
方
、
放
射
線
管
理
区
域
に
関
す
る
区
分
の
う
ち
、
放
射
線
線
量
に
関
し
て
は
、
A
区
域

の
基
準
線
量
率
は
、
週

4
8
時
間
立
ち
入
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
実
効

線
量
限
度
「

5
0
m
S
v
/
年
」
を
「
年
間

5
0
週
×
4
8
時
間

/
週
」
で
除
し
て
、「

2
0
μ
S
v
/
h
以

下
」
と
設
定
す
る
。

 

B
区
域
の
基
準
線
量
率
は
、
週

1
0
時
間
程
度
し
か
立
ち
入
ら
な
い
と
こ
ろ
と
し
て
、
放

射
線
業
務
従
事
者
の
実
効
線
量
限
度
「

5
0
m
S
v
/
年
」
を
「
年
間

5
0
週
×
1
0
時
間
/
週
」
で

除
し
て
、「

1
0
0
μ
S
v
/
h
以
下
」
と
す
る
。

 

A
区
域
及
び

B
区
域
は
、
基
準
線
量
率
の

1
/
1
0
を
設
計
目
標
値
と
す
る
。

 

C
区
域
は
通
常
は
立
ち
入
ら
な
い
と
こ
ろ
と
し
て
基
準
線
量
率
を
定
め
ず
、
C
区
域
内
の

線
量
率
を
線
量
計
測
器
等
に
よ
り
測
定
し
、
そ
の
線
量
率
か
ら
立
入
り
時
間
を
定
め
て
管

理
す
る
。

 

ま
た
、
管
理
区
域
外
に
居
る
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
が
受
け
る
被
ば
く
を
考
慮

し
、
放
射
線
業
務
従
事
者
と
同
様
に
、「

線
量
告
示
」
に

定
め
ら
れ
た
値
を
超
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
不
要
な
放
射
線
被
ば
く
を
防
止
す
る
設
計
で
あ
り
、
管
理
区

域
境
界
で
の
線
量
率
は
、「

線
量
告
示
」
で
定
め
る
管
理
区
域
の
基
準

1
.
3
m
S
v
/3

カ
月
を

超
え
な
い
よ
う
、
こ
れ
を
「

5
2
0
時
間
/
3
カ
月
」
で
除
し
て
「
2
.
5
μ
S
v/
h
未
満
」
と
し
、

こ
れ
を
超
え
る
場
合
は
遮
蔽
を
設
け
る
設
計
と
す
る
。

 

具
体
的
な
措
置
と
し
て
、
遮
蔽
の
設
計
に
関
し
て
は
、
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
確
保
で
き

る
よ
う
、
適
切
な
材
質
と
そ
の
厚
さ
を
確
保
す
る
設
計
と
し
、
こ
の
遮
蔽
の
施
工
に
お
い

て
は
、
材
質
と
厚
さ
を
管
理
し
確
認
す
る
。

 

な
お
、
時
間
に
関
し
て
は
、
職
員
等
に
対
し
て
は
服
務
管
理
に

て
、
敷
地
内
へ
立
ち
入

る
業
者
等
に
対
し
て
は
、
勤
務
時
間
外
も
作
業
が
必
要
な
場
合
は
事
前
に
届
け
出
る
な
ど
、

事
業
所
へ
の
入
構
管
理
に
て
管
理
す
る
。
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図
４

 
打
ち
増
し
の
構
造

130±2.6

3
20
±

3.
6

吊
手

鉄
筋

20以上

〔
単
位
：c

m
〕

既
存
遮
蔽
ス
ラ
ブ
（Ｊ
型
）

〔
 Ｊ
型
遮
蔽
ス
ラ
ブ
で
の
例

 〕

型
枠

既
存

遮
蔽
ス
ラ
ブ
が

 

遮
蔽

ス
ラ
ブ
（
Ｊ
型

）
で
の
例

 



廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

 

Ｂ
 
 
廃
棄
の
方
法

 

イ
 
 
廃
棄
物
管
理
の
方
法
の
概
要

 

廃
棄
物
管
理
施
設
で
は
、
放
射
性
廃
棄
物

を
液
体
廃
棄
物
と
固
体
廃
棄
物
に
大
別
し
て

管
理

に
適

し
た

性
状

と
な

る
よ

う
に

処
理

し
、
最
終
処
分
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
管
理

す
る
。

 

(
3
) 

廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
及
び
保
管
体
の
管

理
方
法
の
概
要

 

廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
及
び
保
管
体
は
、

放
射

線
に

よ
る

周
辺

へ
の

影
響

を
低

減

で
き
る
保
管
方
法
で
、
最
終
処
分
が
行
わ

れ
る
ま
で
の
間
、
管
理
施
設
に
お
い
て
管

理
す
る
。

 

c
)
 
 
ブ
ロ
ッ
ク
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ

 

ブ
ロ

ッ
ク

型
廃

棄
物

パ
ッ

ケ
ー

ジ

は
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
又
は
固
体
集

積
保

管
場

Ⅳ
に

お
い

て
竪

積
で

集
積

保
管

す
る

。
固

体
集

積
保

管
場

Ⅰ
で

は
、

遮
蔽

ス
ラ

ブ
を

上
部

に
定

置
す

る
。
な
お
、
ブ
ロ
ッ
ク
型
廃
棄
物
パ
ッ

ケ
ー
ジ
の
管
理
容
量
に
つ
い
て
は
、
遮

蔽
ス

ラ
ブ

の
遮

蔽
能

力
に

見
合

っ
た

も
の
に
す
る
と
と
も
に
、
遮
蔽
ス
ラ
ブ

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
搬

入
に

先
立

ち
計

画
的

に
製

作
す

る
。
な
お
、
遮
蔽
ス
ラ
ブ
は
、
寸
法
の

異
な

る
複

数
の

種
類

を
組

み
合

わ
せ

て
使
用
す
る
と
と
も
に
、
開
口
部
が
生

じ
な
い
よ
う
定
置
す
る
。

 

 

 

 

 

   

                                      

                                      

 

区
 

 
 

 
 

 
分

 
基
準
線
量
率

*
1
 

  

管 理 区 域 

A
区
域

 
週

4
8
時
間
立
ち
入
る
と
こ
ろ

 
2
0
μ

S
v
/
h
以
下

 

B
区
域

 
週

1
0
時
間
程
度
し
か
立
ち
入
ら
な
い
と

こ
ろ

 
1
0
0
μ

S
v
/
h
以
下

 

C
区
域

 
通
常
は
立
ち
入
ら
な
い
と
こ
ろ

 
特
に
規
定
せ
ず
、
立
入

時
間
で
管
理
す
る
。

 

備
 
考

 
管
理
区
域
外
に
つ
い
て
は
、

1
.
3
m
S
v
/
3
ヵ
月

 

（
2
.
5
μ

S
v
/
h
未
満
）

 

*
1
：

A
及
び

B
区
域
に
つ
い
て
は
、
基
準
線
量
率
の

1
／

1
0
の
値
を
設
計
目
標
値

 

と
す
る
。

 

表
１
 
遮
蔽
機
能
を
設
け
る
施
設
と
廃
棄
物
区
分

 

建
家

 
処
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物

 

廃
液
貯
留
施
設
Ⅱ

 
液
体
廃
棄
物
Ｂ

 
廃
液
処
理
棟

 

廃
液
貯
留
施
設
Ⅱ

 
液
体
廃
棄
物
Ｃ

 

β
・
γ
固
体
処
理
棟
Ⅳ

 

β
・
γ
固
体
廃
棄
物
Ｂ

 
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ

 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅳ

 

α
固
体
処
理
棟

 

α
固
体
廃
棄
物
Ｂ

 
α
固
体
貯
蔵
施
設

 

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設

 

 

表
２

 
遮
蔽
機
能
を
設
け
る
施
設
及
び
設
備

 

建
家

 
設
備

*
1
 

遮
蔽
機
能

 

廃
液
貯
留
施
設
Ⅱ

 
廃
液
貯
槽
Ⅱ

 
貯
槽
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

 

廃
液
処
理
棟

 
廃
液
蒸
発
装
置
Ⅱ

 
周
囲
壁

 

β
・
γ
固
体
処
理
棟
Ⅳ

 
β
･
γ
封
入
設
備

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
セ
ル

 

β
･
γ
貯
蔵
セ
ル

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
セ
ル

 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ

 
―

 
遮
蔽
ス
ラ
ブ

 

周
囲
壁

 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅳ

 
―

 
壁

 

α
固
体
処
理
棟

 
封
入
セ
ル

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
セ
ル

 

α
固
体
貯
蔵
施
設

 
貯
蔵
ピ
ッ
ト

 
貯
蔵
設
備
の

 

上
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト

 

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設

 
各
種
セ
ル

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
セ
ル

 

*
1
：
建
家
名
と
同
名
の
設
備
は
「
―
」
と
す
る
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

                                      

                   適
合
の
た
め
の
設
計
方
針

 

第
１
項
に
つ
い
て

 

廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
の
安
全
機
能
の
喪
失

を
仮
定
し
て
重
要
度
を
区
分
し
、
必
要
な
安
全
機
能
を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。

 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
内
、
機
能
喪
失
に
よ
り
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線
障
害

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
施
設
を
、
安
全
上
重
要
な
施
設
と
す
る
。

 

安
全
上
重
要
な
施
設
を
選
定
し
た
結
果
、
何
れ
の
施
設
に
お
い
て
も
そ
の
機
能
の
喪
失

に
よ
り
、
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
な
い
。
ま

た
、
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線
障

害
を
及
ぼ
す
事
象
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
安
全
上
重
要
な
施
設

は
な
い
。

 

 

第
２
項
に
つ
い
て

 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
す
る
設
備
と
し
て
は
商
用
電
源

の
受
電
設
備
、
放
送
設
備
、
ま
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
う
ち
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
カ
ー
が
あ
る
。
廃
棄
物
管
理
施
設
内
で
は
受
電
設
備
及
び
予
備
電
源

を
共

用
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

共
用

施
設

で
故

障
等

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

予
備

設

備
、
代
替
設
備
及
び
代
替
機
器
に
よ
り
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
設
計

と
す
る
。

 

                                      

第
十
一
条
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）

 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、
そ

の
安

全
機

能
の

重
要

度
に

応
じ

て
、

そ
の

機
能

が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ２
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
し
、
又
は
安
全
機
能
を
有

す
る

施
設

に
属

す
る

設
備

を
一

の
廃

棄
物

管
理

施
設

に
お

い
て

共
用

す
る

場
合

に

は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ３
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査

又
は

試
験

及
び

当
該

安
全

機
能
を

健
全

に
維

持
す

る
た

め
の

保
守

又
は

修
理

が
で

き

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ４
 
安
全
上
重
要
な
施
設
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安

全
性
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
多
重
性
を
有
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

                                      

 

第
３
項
に
つ
い
て

 

廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
の
安
全
機
能

が
維
持
さ

れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
そ
の
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
て
、

設
備
の
運
転
中
又
は

停
止
中
に
定
期
的
に
試
験
又
は
検
査
が
で
き
る
設
計
と
し
、
施
設
定
期
自
主
検
査
で
確
認

す
る
こ
と
を
保
安
規
定
で
定
め
、
遵
守
す
る
。
ま
た
、
保
守
及
び
修
理
を
行
え
る
よ
う
設

計
す
る
。

 

 

第
４
項
に
つ
い
て

 

当
該
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
安
全
上
重
要
な
施
設
は
な
い
た
め
、
系
統
の
多
重
性
は

必
要
と
し
な
い
。

 

  

1
.
3
 
放
射
線
の
遮
蔽
に
関
す
る
設
計

 

廃
棄
物
管
理
施
設
周
辺
の
一
般
公
衆
、
周
辺
監
視
区
域
内
に
滞
在
す
る
放
射
線
業
務

従
事
者
以
外
の
者
及
び
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
が
、「

線
量
告
示
」
に
定
め
ら
れ
た

線
量
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
立
入
場
所
等
に
お

け
る
線
量
を
合
理
的
に
達
成
で
き
る
限
り
低
減
で
き
る
よ
う
に
遮
蔽
設
計
を
行
う
。

 

ま
た
、
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
平
常
時
に
お
い
て
、
人
の
居
住
の
可
能
性
の
あ
る
周

辺
監
視
区
域
外
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
場
所

に
お
い
て
、
周
辺
監
視
区
域
外
の
平
常
時
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
施
設
か
ら
の
環
境
へ

の
放
射
性
物
質
の
放
出
等
に
伴
う
公
衆
の
受
け
る
線
量
と
合
わ
せ
て
年
間

5
0
μ
S
v
以

下
と
な
る
よ
う
、
線
量
若
し
く
は
放
射
能
の
高
い
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
又
は
こ
れ

を
囲
む
設
備
に
遮
蔽
機
能
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
建
家
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
、
廃
棄
体

の
適
切
な
配
置
に
よ
り
遮
蔽
を
行
う
よ
う
設
計
す
る
。

 

 

1
.
3
.1

 
遮
蔽
設
計
の
基
本
方
針

 

(
1
)
 
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
平
常
時
に
お
い
て
、
放
射
線
業
務
従
事
者
が
受
け
る
線
量

が
「
線
量
告
示
」
に
定
め
ら
れ
た
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

不
要
な
放
射
線
被
ば
く
を
防
止
す
る
設
計
と
す
る
。

 

(
2
)
 
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
平
常
時
に
お
い
て
、
周
辺
監
視
区
域
内
の
人
が
滞
在
す
る

場
所
に
お
け
る
線
量
が
、
周
辺
監
視
区
域
内
に
滞
在
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外

の
者
の
立
入
時
間
を
考
慮
し
て
、
年
間

5
0
μ
S
v
以
下
と
な
る
よ
う
、
建
家
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
壁
、
廃
棄
体
の
適
切
な
配
置
に
よ
り
遮
蔽
を
行
う
。

 

(
3
)
 
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
平
常
時
に
お
い
て
、
人
の
居
住
の
可
能
性
の
あ
る
周
辺
監

視
区

域
外

の
直

接
線

及
び
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
に

よ
る

線
量

が
最

大
と

な
る

場
所

に
お
い
て
、
周
辺
監
視
区
域
外
の
平
常
時
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
施
設
か
ら
の
環
境

へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
等
に
伴
う
公
衆
の
受
け
る
線
量
と
合
わ
せ
て
年
間

5
0
μ

            

添Ⅵ－6 添Ⅵ－6 



廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

              

  

 

 

 

                   

S
v
以
下
と
な
る
よ
う
、
線
量
若
し
く
は
放
射
能
の
高
い
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備

又
は
こ
れ
を
囲
む
設
備
に
遮
蔽
機
能
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
建
家
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

壁
、
廃
棄
体
の
適
切
な
配
置
に
よ
り
遮
蔽
を
行
う
よ
う
設
計
す
る
。
ま
た
、
遮
蔽
壁

及
び
積
載
方
法
な
ど
廃
棄
体
の
適
切
な
配
置
を
考
慮
す
る
。
特
に
固
体
集
積
保
管
場

Ⅰ
に
つ
い
て
は
平
成

2
5
年

1
2
月

1
8
日
以
前
の
配
置
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
考
慮

す
る
。

 

(
8
)
 
遮
蔽
設
計
に
用
い
る
線
源
は
、
機
器
の
放
射
性
物
質
の
内
包
量
、
施
設
内
で
の
放

射
性
物
質
の
最
大
取
扱
量
及
び
廃
棄
体
の
表
面
線
量
を
考
慮
し
、
遮
蔽
計
算
上
厳
し

い
評
価
結
果
を
与
え
る
よ
う
に
線
源
条
件
を
設
定
し
、
遮
蔽
設
計
に
お
い
て
は
、
遮

蔽
体
の
形
状
、
材
質
及
び
寸
法
を
考
慮
し
、
十
分
な
安
全
裕
度
を
見
込
む
設
計
と
す

る
。

 

 

2
.
 
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物

 

2
.
1
  
概

 
 
要

 

廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
は
、
国
立
研
究
開

発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
大
洗
研
究
所

 
(
北
地
区

)
及
び
大
洗
研
究
所

 
(
南

地
区

)
並

び
に

国
立

大
学

法
人

東
北
大

学
金

属
材

料
研

究
所

附
属

量
子

エ
ネ

ル
ギ

ー
材

料
科
学
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
日
本
核
燃
料
開
発
株
式
会
社
に
お
け
る
原
子
炉
の
運

転
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
及
び
こ
れ
ら
の
施
設
の
廃
止
に
伴
っ
て
発
生
し
、
そ
の
処
理

を
行
う
た
め
に
受
け
入
れ
る
液
体
廃
棄
物
及
び
固
体
廃
棄
物
並
び
に
放
射
線
障
害
防
止

の
た
め
に
、
こ
れ
ら
を
処
理
し
て
容
器
に
封
入
又
は
固
型
化
し
、
廃
棄
体
で
管
理
を
行

う
も
の
で
あ
る
。

 

2
.
2
 
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
分
類

 

2
.
2
.1

 
受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
区
分

 

廃
棄

物
管
理

を
行

う
放

射
性
廃

棄
物

は
、
そ

れ
ぞ

れ
最

も
適
切

と
思

わ
れ
る

方

法
で
処
理
し
、
管
理
す
る
た
め
に
、
そ
の
性
状
、
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
及

び
量
、
容
器
表
面
の
線
量
率
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
区
分
し
て
受
け
入
れ
る
。

 

注
)
 
 
*1
：
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質
と
は
、

*
2
に
示
す
も
の
以
外
の

も
の
を
い
う
。

 

*
2：

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質
と
は
、
超
ウ
ラ
ン
元
素
で
あ
っ
て

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
核
種
を
い
う
。

 

以
下
、
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質
を
「
α
放
射
性
物
質
」
、
そ
れ
以

外
の
放
射
性
物
質
を
「
β
・
γ
放
射
性
物
質
」
と
い
う
｡
 

(
2
)
  
固
体
廃
棄
物

 

（
最
大
放
射
能
濃
度
）

 

β
・
γ
放
射
性
物
質

 
；

 
3
.
7
×
1
0
13
 B
q
／
容
器

*3
 

α
放
射
性
物
質

 
；

 
3
.
7
×
1
0
12
 B
q
／
容
器

*3
 

た
だ
し
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

1
g
／
容
器

*3
、
核
分
裂
性
物
質

4
g
／
容
器

*3
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注
)
 
*
3
：
容
器
の
基
準
容
積
；

2
0
ﾘ
ｯﾄ
ﾙ
（
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

a
.
 
 
β
・
γ
固
体
廃
棄
物
Ａ

 

（
区
分
上
限
値
）

 

容
器
表
面
の
線
量
率

 
 
 
 
 
 

；
 

2
 m
S
v
／

h
未
満
 

b
.
 
 
β
・
γ
固
体
廃
棄
物
Ｂ

 

（
区
分
上
限
値
）

 

β
・
γ
放
射
性
物
質
の
濃
度

 
；

 
3
.
7
×
1
0
13
 B
q
／
容
器

*3
 

 

2
.
2
.2

 
処
理
後
の
放
射
性
廃
棄
物
の
区
分

 

処
理

を
行
っ

た
後

の
放

射
性
廃

棄
物

は
、
以

下
の

よ
う

に
区
分

し
て

管
理
施

設

で
管
理
す
る
。

 

(
1
)
 
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ

 

（
最
大
放
射
能
濃
度
）

 

β
・
γ
放
射
性
物
質

 
；

 
3
.
7
×
1
0
13
 
Bq
／
容
器

*3
 

α
放
射
性
物
質

 
 

 
；

 
3
.
7
×
1
0
12
 
Bq
／
容
器

*3
 

注
)
 
*
3
：
容
器
の
基
準
容
積
；

2
0
ﾘ
ｯﾄ
ﾙ
（
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

 2
.
5
 
放
射
性
廃
棄
物
の
管
理
形
態

 

放
射
性
廃
棄
物
は
、
容
器
に
封
入
又
は
固
型
化
し
廃
棄
体
と
し
て
、
最
終
処
分
が
行

わ
れ
る
ま
で
の
間
、
管
理
施
設
に
お
い
て
管
理
す
る
。
管
理
を
行
う
廃
棄
体
は
、
放
射

性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
漏
え
い
す
る
こ
と
の
な
い
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
廃
棄
体
に
は
、
以
下
に
示
す
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
保
管
体
の

2
種
類
が
あ
る
。

 

(
1
)
 
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ

 

放
射
性
廃
棄
物
は
、
α
固
体
廃
棄
物
Ｂ
を
除
き
、
処
理
の
後
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
又
は
ド
ラ
ム
缶
若
し
く
は
角
型
容
器
を
容
器
と
し
て
固
型
化
し
、
又
は
封
入

し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
ド
ラ
ム
缶
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
角

型
鋼
製
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
す
る
。

 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
、
直
径
約

1
.
3
m
、
高
さ
約

1
.
4
m
の
も
の
と
、
直
径
約

1
.
1
m
、
高
さ
約

1
.
2
m
の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
ラ
ム

缶
は
、

2
0
0
ﾘ
ｯ
ﾄ
ﾙ
ド
ラ
ム
缶
と

2
0
0
 
ﾘ
ｯ
ﾄﾙ
ド
ラ
ム
缶
に
厚
さ
約

2
～
5
c
m
程
度
の
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

の
ラ

イ
ニ

ン
グ

を
施

し
た

も
の

が
あ

る
｡
角

型
容

器
は

鋼
製

で
、
幅
約

1
.
2
m
、
長
さ
約

1
.
3
m
、
高
さ
約

1
.
1
m
の
容
器
で
あ
る
。

 

こ
れ
ら
に
は
、
封
入
す
る
放
射
性
廃
棄
物
の
線
量
率
に
応
じ
て
、
遮
蔽
効
果
を
高

め
る
た
め
の
補
助
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

 

廃
棄

物
パ

ッ
ケ

ー
ジ

は
そ

れ
自

体
で

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

の
能

力
を

有
す

る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
通
常
時
に
取
り
扱
う
最
大
高
さ
か

ら
の
落
下
に
対
し
て
も
、
破
損
に
よ
り
内
容
物
が
漏
出
し
難
い
強
度
を
有
す
る
構
造

の
容
器
と
す
る

(1
)(
2)
(3
) 。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

                                      

廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
取
扱
い
は
、
落
下
防
止
を
考
慮
し
た
専
用
の
吊
り
具
及
び

パ
レ
ッ
ト
に
よ
っ
て
行
う
と
と
も
に
、
使
用
す
る
ク
レ
ー
ン
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
及

び
エ
レ
ベ
ー
タ
の
荷
役
荷
重
は
、
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
重
量
に
対
し
て
十
分
な
余

裕
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
荷
役
設
備
に
つ
い
て
は
、
健
全
な
状
態
を
維
持

す
る
た
め
に
定
期
的
に
点
検
を
行
う
。

 

 

4
.
 
廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

 

4
.
1
 
概

 
 
要

 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
は
、
処
理
施
設
と
管
理
施
設
で
構
成
す
る
。

 

 

4
.
3
 
管
理
施
設

 

4
.
3
.1
 
 
概
 
 
要
 

管
理
施
設
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
ド
ラ
ム
缶
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ

ー
ジ

及
び
角

型
鋼
製

廃
棄

物
パ

ッ
ケ

ー
ジ
を

保
管
す

る
た

め
の

固
体

集
積
保

管
場

Ⅰ
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅱ
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅲ
及
び
固
体
集
積
保
管
場
Ⅳ
並
び
に

保
管
体
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
α
固
体
貯
蔵
施
設
で
構
成
す
る
。

 

 

4
.
3
.2

 
 
設
計
方
針

 

(
1
)
 
本
施
設
で
管
理
す
る
廃
棄
体
の
保
管
方
法
は
、
最
大
管
理
能
力
を
超
え
な
い
設
計

と
す
る
。

 

(
2
)
 
本
施
設
の
う
ち
、
天
井
走
行
ク
レ
ー
ン
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
を
設
置
し
て
い
る

施
設
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
又
は
保
管
体
を
収
納
す
る
運
搬
容
器
の
落

下
防
止
を
考
慮
し
た
設
計
と
す
る
。

 

(
3
)
 
保

管
体
を

収
納

す
る

た
め

の
運

搬
容

器
は
、

落
下

防
止

を
考
慮

し
た

設
計
と

す

る
。

 

 

4
.
3
.3

 
 
主
要
設
備
の
仕
様

 

管
理
施
設
の
主
要
設
備
の
仕
様
を
第

4
.
3
.
1
表
に
示
す
。

 

ま
た
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅱ
、
固
体
集
積
保
管
場
Ⅲ
、
固

体
集
積

保
管

場
Ⅳ

及
び

α
固
体

貯
蔵
施

設
の

概
要

及
び

機
器
配

置
図
を

第
3
.
3
.
8

図
か
ら
第

3
.
3
.
1
2
図
に
示
す
。

 

 

4
.
3
.4

 
 
主
要
設
備

 

(
1
)
  
固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ

 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
保
管
す
る
区
域
、

ブ
ロ

ッ
ク
型

廃
棄
物

パ
ッ

ケ
ー

ジ
の

搬
入
に

先
立
ち

計
画

的
に

製
作

す
る
遮

蔽
ス

ラ
ブ
及
び
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
で
構
成
す
る
。
な
お
、
遮
蔽
ス
ラ
ブ
は
、
寸
法
の
異
な

る
複

数
の
種

類
を
組

み
合

わ
せ

て
使

用
す
る

と
と
も

に
、

開
口

部
が

生
じ
な

い
よ
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

                                      

う
定
置
す
る
。

 

廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、
竪
積
保
管
設
備
に

2
段
積
み
で
、
遮
蔽
ス
ラ
ブ
の
遮
蔽

能
力

に
見
合

っ
た
も

の
と

し
て

、
最

大
管
理

能
力
を

満
足

す
る

よ
う

集
積
保

管
す

る
。

 

廃
棄

物
パ
ッ

ケ
ー

ジ
を

搬
送
す

る
た

め
の
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト
は

落
下

防
止
機

構

を
設
け
る
。

 

(
2
)
  
固
体
集
積
保
管
場
Ⅱ

 

固
体

集
積
保

管
場

Ⅱ
は

、
ド
ラ

ム
缶

型
廃
棄

物
パ

ッ
ケ

ー
ジ
を

保
管

す
る
区

域

及
び
天
井
走
行
ク
レ
ー
ン
で
構
成
す
る
。

 

廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、
ラ
ッ
ク
式
横
積
保
管
設
備
に

6
段
積
み
で
最
大
管
理

能
力
を
満
足
す
る
よ
う
集
積
保
管
す
る
。

 

廃
棄

物
パ
ッ

ケ
ー

ジ
を

搬
送
す

る
た

め
の
天

井
走

行
ク

レ
ー
ン

は
、

落
下
を

防

止
す
る
た
め
に
フ
ッ
ク
に
外
れ
止
め
を
設
け
る
。

 

(
3
)
  
固
体
集
積
保
管
場
Ⅲ

 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅲ
は
、
ド
ラ
ム
缶
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
保
管
す
る
区
域
、

角
型

鋼
製
廃

棄
物
パ

ッ
ケ

ー
ジ

を
保

管
す
る

区
域
及

び
天

井
走

行
ク

レ
ー
ン

で
構

成
す
る
。

 

ド
ラ
ム
缶
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、
ラ
ッ
ク
式
横
積
保
管
設
備
に

6
段
積
み

及
び
パ
レ
ッ
ト
式
竪
積
保
管
設
備
に

3
段
積
み
で
、
角
型
鋼
製
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー

ジ
は
、
パ
レ
ッ
ト
式
竪
積
保
管
設
備
に

2
段
積
み
で
最
大
管
理
能
力
を
満
足
す
る

よ
う
集
積
保
管
す
る
。

 

廃
棄

物
パ
ッ

ケ
ー

ジ
を

搬
送
す

る
た

め
の
天

井
走

行
ク

レ
ー
ン

は
、

落
下
を

防

止
す
る
た
め
に
フ
ッ
ク
に
外
れ
止
め
を
設
け
る
。

 

(
4
)
  
固
体
集
積
保
管
場
Ⅳ

 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅳ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
保
管
す
る
区
域
、

ド
ラ

ム
缶
型

廃
棄
物

パ
ッ

ケ
ー

ジ
を

保
管
す

る
区
域

、
角

型
鋼

製
廃

棄
物
パ

ッ
ケ

ー
ジ
を
保
管
す
る
区
域
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
で
構
成
す

る
。

 

ブ
ロ

ッ
ク
型

廃
棄

物
パ

ッ
ケ
ー

ジ
及

び
角
型

鋼
製

廃
棄

物
パ
ッ

ケ
ー

ジ
は
、

パ

レ
ッ
ト
式
竪
積
保
管
設
備
に

2
段
積
み
で
、
ド
ラ
ム
缶
型
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、

パ
レ
ッ
ト
式
竪
積
保
管
設
備
に

3
段
積
み
で
最
大
管
理
能
力
を
満
足
す
る
よ
う
集

積
保
管
す
る
。

 

廃
棄

物
パ
ッ

ケ
ー

ジ
を

搬
送
す

る
た

め
の
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト
は

落
下

防
止
機

構

を
設
け
る
。

 

(
5
)
  
α
固
体
貯
蔵
施
設

 

α
固
体
貯
蔵
施
設
は
、
保
管
体
を
貯
蔵
す
る
貯
蔵
設
備
、
天
井
走
行
ク
レ
ー
ン
及

び
貯
蔵
孔
内
空
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備
で
構
成
す
る
。

 

地
階

に
は
貯

蔵
設

備
を

設
け
、

そ
の

下
部
及

び
周

囲
に

は
配
管

室
等

を
配
置

す

る
よ
う
に
設
計
す
る
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書

(
本
文

)
 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）

 
設
計
及
び
工
事
の
計
画

 
該
当
事
項

 
整
合
性

 

                           

貯
蔵

設
備
は

、
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー
ト

製
の
躯

体
と

そ
れ

に
設
け

た
貯

蔵
孔
等

で

構
成
し
、
貯
蔵
孔
の
内
面
に
は
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
ラ
イ
ニ
ン
グ
を
施
し
、
そ
の
下
部
は

貯
蔵

孔
内
空

気
サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

と
接
続

す
る
。

貯
蔵

孔
内

空
気

サ
ン
プ

リ
ン

グ
設
備
は
、
貯
蔵
孔
内
の
空
気
又
は
凝
縮
水
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
す
る
も
の
で
、
こ
れ

に
よ

っ
て

貯
蔵

中
の

保
管

体
の

健
全

性
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。
保
管
体
は
、
Ｌ
型
保
管
体
を

3
個
貯
蔵
す
る
た
め
の
Ｌ
孔
、
Ｓ
型
保
管
体
を

5

個
貯
蔵
す
る
た
め
の
Ｓ
孔
、
Ｇ
型
保
管
体
を

6
個
貯
蔵
す
る
た
め
の
Ｇ
孔
の

3
種

類
の

竪
孔

式
貯

蔵
設

備
に

よ
り

最
大

管
理

能
力

を
超

え
な

い
よ

う
集

積
保

管
す

る
。

 

保
管

体
を
収

納
す

る
運

搬
容
器

を
搬

送
す

る
た

め
の
天

井
走
行

ク
レ

ー
ン
は

、

落
下
を
防
止
す
る
た
め
に
フ
ッ
ク
に
外
れ
止
め
を
設
け
る
。

 

保
管

体
を
貯

蔵
孔

内
に

収
納
す

る
場

合
の
吊

り
具

に
は

、
落
下

を
防

止
す
る

た

め
に
永
電
磁
型
電
磁
石
の
安
全
機
構
を
設
け
る
。

 

 

4
.
3
.5

 
試
験
検
査

 

管
理
施
設
は
、
定
期
的
に
試
験
及
び
検
査
を
実
施
す
る
。

 

 

4
.
3
.6

 
 
評
 
 
価

 

(
1
)
 
本
施
設
で
管
理
す
る
廃
棄
体
の
保
管
方
法
は
、
最
大
管
理
能
力
を
超
え
な
い
設

計
と
す
る
。

 

(
2
)
 
本
施
設
の
う
ち
、
天
井
走
行
ク
レ
ー
ン
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
を
設
置
し
て
い

る
施
設
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
パ
ッ
ケ
ー
ジ
又
は
保
管
体
を
収
納
す
る
運
搬
容
器

の
落
下
防
止
を
考
慮
し
た
設
計
と
す
る
。

 

(
3
)
 
保
管
体
を
収
納
す
る
た
め
の
運
搬
容
器
は
、
落
下
防
止
を
考
慮
し
た
設
計

と
す

る
。
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Ⅶ 廃棄物管理施設品質マネジメント計画書に係る「廃棄物管理 

事業変更許可申請書」との整合性に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

廃棄物管理施設品質マネジメント計画書に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との

整合性を次に示す。 

 

 

 

 



 

廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

 ７
 
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整

備
に
関
す
る
事
項
 

 

廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）

は
、
次
の
品
質
管
理
体
制

の
計
画
（
以
下
「
品
質
管
理
計
画
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
要
求
事
項
に
従
っ
て
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、

評
価
及
び
改
善
を
行
う
。
 

 

【
品
質
管
理
計
画
】
 

  1.
 目

的
 

機
構
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令

和
2
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

2
号
）
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

質
管
理
に
必
要
な
体
制
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
し
、
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
 

   2.
 適

用
範
囲
 

本
品
質
管
理
計
画
の
第

4
章
か
ら
第

8
章
ま
で
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
実
施
す
る
保
安
活
動
に
適

用
す
る
。
 

 3.
 定

義
 

本
品
質
管
理
計
画
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必

要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
及
び
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

          

         

廃
棄
物
管
理
施
設
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
（

Q
S-
P
08
）
 

  1.
 
目
的
 

本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
は
、
大
洗
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
廃
棄
物

管
理
施
設
の
保
安
活
動
に
関
し
て
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

2
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

2
号
）
及
び
廃
棄
物
管
理
施
設

保
安
規
定
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
の
確
保
・
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
の
保
安
活
動
に

係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
実
施
し
、
評
価
確
認
し
、
継
続
的
に
改
善
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
定
め
る
。
 

 2.
 
適
用
範
囲
 

本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
の
第

4
章
か
ら
第

8
章
ま
で
は
、
建
設
段
階
、
運
転
段
階
及
び
廃
止

段
階
の
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
実
施
す
る
保
安
活
動
に
適
用
す
る
。
 

 3.
 
定
義
 

本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
次
の
事
項
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た

め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
及
び
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め

の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
並
び
に

J
IS
 
Q
 
9
0
00
：
2
0
1
5

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
－
基
本
及
び
用
語
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

保
安
活
動
 

原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
と
し
て
行
わ
れ
る
一
切
の
活
動
を
い
う
。
 

(2
) 

不
適
合
 

要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。
 

(3
) 

プ
ロ
セ
ス
 

意
図
し
た
結
果
を
生
み
出
す
た
め
の
相
互
に
関
連
し
、
又
は
作
用
す
る
一
連
の
活
動
及
び
手
順
を
い

う
。
 

(4
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
 

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
し
、
原
子
力
事
業
者
等
が
自
ら
の
組
織
の
管
理
監

         廃
棄

物
管

理
事

業

変
更

許
可

申
請

書

に
記

載
し

た
品

質

管
理
計
画
を
受
け
、

「
原

子
力

施
設

の

保
安

の
た

め
の

業

務
に

係
る

品
質

管

理
に

必
要

な
体

制

の
基

準
に

関
す

る

規
則

」
（

令
和

２
年

原
子

力
規

制
委

員

会
規
則
第
２
号
）
の

規
定

に
適

合
す

る

よ
う
策
定
し
た
「
廃

棄
物

管
理

施
設

品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

計
画

書
」
（

Ｑ
Ｓ

－

Ｐ
０
８
）
に
よ
り
、

設
計

及
び

工
事

の

品
質

管
理

を
行

う

た
め

整
合

し
て

い

る
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

                                      

督
を
行
う
た
め
の
仕
組
み
を
い
う
。
 

(5
) 

原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
 

原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
、
組
織
の
品
質
方
針
及
び
品
質
目
標
を
定
め

て
要
員
が
こ
れ
ら
を
達
成
す
る
こ
と
並
び
に
組
織
の
安
全
文
化
の
あ
る
べ
き
姿
を
定
め
て
要
員
が
健
全

な
安
全
文
化
を
育
成
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
先
導
的
な

役
割
を
果
た
す
能
力
を
い
う
。

 

(6
) 

是
正
処
置
 

不
適
合
そ
の
他
の
事
象
の
原
因
を
除
去
し
、
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
を
い
う

（「
そ
の
他
の
事
象
」
に
は
、
不
適
合
に
は
至
ら
な
い
劣
化
傾
向
、
不
整
合
等
の
保
安
活
動
又
は
原
子

力
施
設
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
事
象
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
。
 

(7
) 

未
然
防
止
処
置
 

原
子
力
施
設
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
不
適
合
そ
の
他
の
事
象
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
え
て
、

自
ら
の
組
織
で
起
こ
り
う
る
不
適
合
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
を
い
う
。

 

(8
) 

一
般
産
業
用
工
業
品
 

原
子
力
施
設
の
安
全
機
能
に
係
る
機
器
及
び
そ
の
部
品
、
構
造
物
並
び
に
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
機
器

等
」
と
い
う
。）

で
あ
っ
て
、
専
ら
原
子
力
施
設
に
お
い
て
用
い
る
た
め
に
設
計
開
発
さ
れ
た
も
の
以

外
の
も
の
を
い
う
。
 

(9
) 

妥
当
性
確
認
 

原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
関
し
て
、
機
器
等
又
は
保
安
活
動
を
構
成

す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う
。）

及
び
プ
ロ
セ
ス
が
実
際
の
使
用
環
境
又
は
活
動

に
お
い
て
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

(1
0)
 
本
部
 

機
構
の
本
部
組
織
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。）

は
、
理
事
長
、
統
括
監
査
の
職
、
安
全
・
核
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
及
び
契
約
部
長
を
い
う
。
 

(1
1)
 
担
当
理
事
 

研
究
所
担
当
理
事
を
い
う
。
 

(1
2)
 
所
長
 

研
究
所
長
を
い
う
。
 

(1
3)
 
品
質
担
当
副
所
長
 

研
究
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
副
所
長
を
い
う
。
 

(1
4)
 
廃
棄
物
取
扱
主
任
者
 

廃
棄
物
管
理
施
設
の
廃
棄
物
取
扱
主
任
者
を
い
う
。
 

(1
5)
 
セ
ン
タ
ー
長
 

環
境
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー
長
を
い
う
。
 

(1
6)
 
部
長
 

研
究
所
に
属
す
る
廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
わ
る
部
長
及
び
原
子
力
施
設
検
査
室
長
を
い
う
。
 

(1
7)
 
課
長
 

研
究
所
の
廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
わ
る
室
長
及
び
課
長
を
い
う
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

             4.
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
 

4.
1 
一
般
要
求
事
項
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
本
品
質
管
理
計
画
に
従
い
、
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を

確
立
し
、
実
施
す
る
と
と
と
も
に
、
そ
の
有
効
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
継
続
的
に
改
善
す
る
。
 

 (2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
運
用

す
る
。
そ
の
際
、
次
の
事
項
を
考
慮
し
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
要
求
事
項
の
適
用
の
程
度
に
つ

い
て
グ
レ
ー
ド
分
け
を
行
う
。

 

(a
) 
廃
棄
物
管
理
施
設
、
組
織
又
は
個
別
業
務
の
重
要
度
及
び
こ
れ
ら
の
複
雑
さ
の
程
度

 

(b
) 

廃
棄
物
管
理
施
設
若
し
く
は
機
器
等
の
品
質
又
は
保
安
活
動
に
関
連
す
る
原
子
力
の
安
全
に
影
響
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
潜
在
的
影
響
の
大
き
さ
 

(c
) 

機
器
等
の
故
障
若
し
く
は
通
常
想
定
さ
れ
な
い
事
象
の
発
生
又
は
保
安
活
動
が
不
適
切
に
計
画
さ
れ
、

若
し
く
は
実
行
さ
れ
た
場
合
に
起
こ
り
得
る
影
響
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
に
適
用
さ
れ
る
関
係
法
令
及
び
規
制
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
文
書
に
反
映
す
る
。
 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
れ
ら
の
組
織
へ
の
適

用
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
保
安
活
動
の
各
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

  

(a
) 

プ
ロ
セ
ス
の
運
用
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
結
果
を
明
確
に
す

る
。
 

(b
) 
プ
ロ
セ
ス
の
順
序
及
び
相
互
関
係
（
組
織
内
の
プ
ロ
セ
ス
間
の
相
互
関
係
を
含
む
。）

を
明
確
に
す
る
。
 

   

(1
8)
 
従
業
員
等
 

職
員
等
（
役
員
、
職
員
、
囑
託
（
非
常
勤
を
除
く
。）
、
常
勤
職
員
、
常
用
用
員
、
臨
時
用
員
等
の
日

本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）

と
雇
用
関
係
に
あ
る
者
並
び
に
外
来
研
究

員
、
協
力
研
究
員
及
び
客
員
研
究
員
）
及
び
機
構
と
の
契
約
に
基
づ
き
研
究
所
内
に
常
駐
し
て
業
務
を

行
っ
て
い
る
者
を
い
う
。
 

(1
9)
 
建
設
段
階
 

新
設
建
家
の
建
設
、
附
帯
設
備
の
工
事
、
設
備
機
器
の
設
計
、
製
作
、
そ
れ
ら
の
検
査
、
試
運
転
、

許
認
可
等
の
業
務
を
実
施
し
て
い
る
段
階
を
い
う
。
 

(2
0)
 
運
転
段
階
 

廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
廃
棄
物
管
理
を
実
施
し
て
い
る
段
階
を
い
う
。
 

(2
1)
 
廃
止
措
置
段
階
 

廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
け
る
廃
止
措
置
を
実
施
し
て
い
る
段
階
を
い
う
。
 

 4.
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
 

4.
1 

一
般
要
求
事
項
 

(1
) 

保
安
に
係
る
各
組
織
は
、
本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
に
従
い
、
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
文
書
化
し
、
実
施
し
、
維
持
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
有
効
性
を
評

価
し
、
継
続
的
に
改
善
す
る
。

 

(2
) 

保
安
に
係
る
各
組
織
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
、
運
用
す
る
。
そ
の
際
、
次
の
事
項
を
考
慮
し
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
要
求
事
項
の

適
用
の
程
度
に
つ
い
て
グ
レ
ー
ド
分
け
を
行
う
。
 

(a
) 

廃
棄
物
管
理
施
設
、
組
織
又
は
個
別
業
務
の
重
要
度
及
び
こ
れ
ら
の
複
雑
さ
の
程
度
 

(b
)
 
廃
棄
物
管
理
施
設
若
し
く
は
機
器
等
の
品
質
又
は
保
安
活
動
に
関
連
す
る
原
子
力
の
安
全
に
影

響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
潜
在
的
影
響
の
大
き
さ
 

(c
)
 
機
器
等
の
故
障
若
し
く
は
通
常
想
定
さ
れ
な
い
事
象
の
発
生
又
は
保
安
活
動
が
不
適
切
に
計
画

さ
れ
、
若
し
く
は
実
行
さ
れ
た
場
合
に
起
こ
り
得
る
影
響
 

(3
) 

保
安
に
係
る
各
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
適
用
さ
れ
る
関
係
法
令
及
び
規
制
要
求
事

項
を
明
確
に
し
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
文
書
に
反
映
す
る
。
 

(4
) 

保
安
に
係
る
各
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
れ
ら
の
組

織
へ
の
適
用
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
保
安
活
動
の
各
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

図
4.

1
に
基
本
プ
ロ
セ
ス
と
各
組
織
へ
の
適
用
に
関
す
る
「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
体
系
図
」

を
示
す
。
 

(a
)
 
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
結
果
を
明

確
に
す
る
。
 

(b
) 

こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
順
序
及
び
相
互
関
係
（
組
織
内
の
プ
ロ
セ
ス
間
の
相
互
関
係
を
含
む
。）

を
明
確
に
す
る
。
 

図
4.

2
に
本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
の
「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
プ
ロ
セ
ス
関
連
図
」

を
示
す
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

(c
) 

プ
ロ
セ
ス
の
運
用
及
び
管
理
の
い
ず
れ
も
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
必
要
な
保

安
活
動
の
状
況
を
示
す
指
標
（
該
当
す
る
安
全
実
績
指
標
を
含
む
。
以
下
「
保
安
活
動
指
標
」
と
い
う
。）

並
び
に
当
該
指
標
に
係
る
判
断
基
準
を
明
確
に
す
る
。
 

 (d
) 

プ
ロ
セ
ス
の
運
用
並
び
に
監
視
及
び
測
定
に
必
要
な
資
源
及
び
情
報
が
利
用
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る

（
責
任
及
び
権
限
の
明
確
化
を
含
む
。）
。
 

 (e
) 

プ
ロ
セ
ス
の
運
用
状
況
を
監
視
及
び
測
定
し
、
分
析
す
る
。
た
だ
し
、
監
視
測
定
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(f
) 

プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
業
務
の
計
画
ど
お
り
の
結
果
を
得
る
た
め
、
か
つ
、
有
効
性
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
な
処
置
（
プ
ロ
セ
ス
の
変
更
を
含
む
。）

を
行
う
。

 

(g
) 
プ
ロ
セ
ス
及
び
組
織
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
整
合
の
と
れ
た
も
の
に
す
る
。
 

 (h
) 

意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
対
立
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
原
子
力
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に

適
切
に
解
決
す
る
。
こ
れ
に
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
原
子
力
の
安
全
に
係
る
対
策
と
が
互
い
に
与
え
る

潜
在
的
な
影
響
を
特
定
し
、
解
決
す
る
こ
と
を
含
む
。
 

  (i
) 
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
た
め
の
取
組
み
を
実
施
す
る
。
 

               

(5
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
に
影
響
を
与
え
る
保
安
活

動
の
プ
ロ
セ
ス
を
外
部
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
管
理
の
方
式
及
び
程
度
を
明
確
に
し
、
管

理
す
る
。
 

(6
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
資
源
の
適
切
な
配
分
を
行
う
。
 

(c
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
及
び
管
理
の
い
ず
れ
も
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た

め
に
、
必
要
な
保
安
活
動
の
状
況
を
示
す
指
標
（
該
当
す
る
安
全
実
績
指
標
を
含
む
。
以
下
「
保
安

活
動
指
標
」
と
い
う
。）

並
び
に
判
断
基
準
及
び
方
法
を
明
確
に
す
る
（「

5
.
4
.1

品
質
目
標
」、
「

7
.
1

業
務
の
計
画
」、
「

8.
2
.
3
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
」、
「

8
.
2
.
4
検
査
及
び
試
験
」
参
照
）。

 

(d
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
並
び
に
監
視
及
び
測
定
に
必
要
な
資
源
及
び
情
報
が
利
用
で
き
る

体
制
を
確
保
す
る
（
責
任
及
び
権
限
の
明
確
化
を
含
む
。）
（「

8
.
2
.3

プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
」

参
照
）
。
 

(e
) 

こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
状
況
を
監
視
及
び
測
定
し
、
分
析
す
る
。
た
だ
し
、
監
視
及
び
測
定

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(f
) 

こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、「

7
.
1
業
務
の
計
画
」
ど
お
り
の
結
果
を
得
る
た
め
、
か
つ
、
有

効
性
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
（
プ
ロ
セ
ス
の
変
更
を
含
む
。）

を
行
う
。
 

(g
)
 
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
組
織
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
整
合
の
と
れ
た
も
の
に
す

る
。
 

(h
) 

意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
対
立
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
原
子
力
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
よ

う
に
適
切
に
解
決
す
る
。
こ
れ
に
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
原
子
力
の
安
全
に
係
る
対
策
と
が
互
い

に
与
え
る
潜
在
的
な
影
響
を
特
定
し
、
解
決
す
る
こ
と
を
含
む
（「

7
.
2
.
2
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設

に
対
す
る
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ
ー
」、
「

7
.
5
.
2
個
別
業
務
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
」
参

照
）。

 

(i
) 

健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
た
め
の
取
組
を
実
施
す
る
。
こ
れ
は
、
技
術
的
、
人
的

及
び
組
織
的
な
要
因
の
相
互
作
用
を
適
切
に
考
慮
し
て
、
効
果
的
な
取
組
を
通
じ
て
、
次
の
状
態
を

目
指
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

 

・
原
子
力
の
安
全
及
び
安
全
文
化
の
理
解
が
組
織
全
体
で
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

 

・
風
通
し
の
良
い
組
織
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
 

・
要
員
が
、
自
ら
が
行
う
原
子
力
の
安
全
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
理
解
し
て
遂
行
し
、
そ
の
業
務
に
責

任
を
持
っ
て
い
る
。
 

・
全
て
の
活
動
に
お
い
て
、
原
子
力
の
安
全
を
考
慮
し
た
意
思
決
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 

・
要
員
が
、
常
に
問
い
か
け
る
姿
勢
及
び
学
習
す
る
姿
勢
を
持
ち
、
原
子
力
の
安
全
に
対
す
る
自
己
満

足
を
戒
め
て
い
る
。
 

・
原
子
力
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
問
題
が
速
や
か
に
報
告
さ
れ
、
報
告
さ
れ
た
問
題

が
対
処
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
関
係
す
る
要
員
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
 

・
安
全
文
化
に
関
す
る
内
部
監
査
及
び
自
己
評
価
の
結
果
を
組
織
全
体
で
共
有
し
、
安
全
文
化
を
改
善

す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
 

・
原
子
力
の
安
全
に
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
関
係
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
要
員
が
必
要

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
る
。
 

(5
) 

保
安
に
係
る
各
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
に
影
響
を
与
え

る
保
安
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
外
部
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
管
理
の
方
式
及
び
程
度

を
「
7.

4
調
達
」
に
従
っ
て
明
確
に
し
、
管
理
す
る
。
 

(6
) 

保
安
に
係
る
各
組
織
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
資
源
の
適
切
な
配
分
を
行
う
（
「

6.
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廃
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物
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理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

  4.
2 
文
書
化
に
関
す
る
要
求
事
項
 

4.
2.
1
 一

般
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
作
成
し
、
次
の

文
書
体
系
の
下
に
管
理
す
る
。

 

  

(1
) 
品
質
方
針
及
び
品
質
目
標

 

(2
) 
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

 (3
) 
規
則
が
要
求
す
る
手
順
 

 (4
) 

プ
ロ
セ
ス
の
効
果
的
な
計
画
、
運
用
及
び
管
理
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
判
断
し
た
指
示
書
、

図
面
等
を
含
む
文
書
 

             4.
2.
2 
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

理
事
長
は
、
本
品
質
管
理
計
画
に
基
づ
き
、
品
質
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
、
次
の
事
項
を
含
む
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
計
画
を
策
定
し
、
維
持
す
る
。
 

(1
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
用
範
囲
（
適
用
組
織
を
含
む
。）

 

(2
) 
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
、
改
善
に
関
す
る
事
項
 

(3
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
た
め
に
作
成
し
た
文
書
の
参
照
情
報
 

(4
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
間
の
相
互
関
係
 

 4.
2.
3 
文
書
管
理
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
必
要
と
さ
れ
る
文
書
を
管
理
し
、
不
適
切
な
使

資
源
の
運
用
管
理
」
参
照
）。

 

 4.
2 

文
書
化
に
関
す
る
要
求
事
項
 

4.
2.

1 
一
般
 

理
事
長
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
部
長
及
び
課

長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
作

成
し
、
次
の
文
書
体
系
の
下
に
管
理
す
る
。
 

ま
た
、
表

4.
2.

1
に
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
を
示
す
。
 

(1
) 

品
質
方
針
及
び
品
質
目
標
 

(2
) 

一
次
文
書
 

本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書

 

(3
) 

二
次
文
書
 

こ
の
計
画
書
が
要
求
す
る
手
順
及
び
組
織
が
必
要
と
判
断
し
た
規
則
等
の
文
書
及
び
記
録

 

(4
) 

三
次
文
書
 

組
織
内
の
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
的
な
計
画
、
運
用
及
び
管
理
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
、
二
次
文
書

以
外
に
組
織
が
必
要
と
判
断
し
た
指
示
書
、
図
面
等
を
含
む
文
書
及
び
記
録
 

          

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
図
 

 4.
2.

2 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
 

理
事
長
は
、
次
の
事
項
を
含
む
本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
を
策
定
し
、
必
要
に
応
じ
見
直
し
、

維
持
す
る
。
 

(a
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
用
範
囲
（
適
用
組
織
を
含
む
。）

 

(b
) 

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
、
改
善
に
関
す
る
事
項
 

(c
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
た
め
に
作
成
し
た
文
書
の
参
照
情
報
 

(d
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
間
の
相
互
関
係
 

 4.
2.

3 
文
書
管
理
 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
契
約
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、

 

→
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
計

画
書

 

  

→
本

部
要

領
、

研
究

所
規

則
・

要
領

、
各

部
要

領
 

 

→
作

業
マ

ニ
ュ

ア
ル

、
手

順
書

、
手

引
書

 

 

→
記

録
 

一
次

文
書

 

二
次

文
書

 

三
次

文
書

 

記
 

 
録
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整
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用
又
は
変
更
を
防
止
す
る
。
 

     (2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
適
切
な
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
が
利
用
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
管
理
の
方

法
を
定
め
た
手
順
を
作
成
す
る
。
こ
れ
に
は
、
文
書
改
訂
時
等
の
必
要
な
時
に
当
該
文
書
作
成
時
に
使
用
し

た
根
拠
等
の
情
報
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
含
む
。
 

 

(a
) 
発
行
前
に
、
適
切
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
文
書
の
妥
当
性
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
承
認
す
る
。
 

(b
) 

文
書
は
定
期
的
に
改
訂
の
必
要
性
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
ま
た
、
改
訂
す
る
場
合
は
、
文
書
作
成

時
と
同
様
の
手
続
で
承
認
す
る
。
 

(c
)
 
文
書
の
妥
当
性
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
見
直
し
を
行
う
場
合
は
、
対
象
と
な
る
実
施
部
門
の
要
員
を
参
加
さ

せ
る
。
 

(d
) 
文
書
の
変
更
内
容
の
識
別
及
び
最
新
の
改
訂
版
の
識
別
を
確
実
に
す
る
。
 

(e
) 

該
当
す
る
文
書
の
最
新
の
改
訂
版
又
は
適
切
な
版
が
、
必
要
な
と
き
に
、
必
要
な
と
こ
ろ
で
使
用
可
能

な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(f
) 
文
書
は
、
読
み
や
す
く
か
つ
容
易
に
識
別
可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(g
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
及
び
運
用
の
た
め
に
組
織
が
必
要
と
決
定
し
た
外
部
か
ら
の
文

書
を
明
確
に
し
、
そ
の
配
付
が
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(h
) 

廃
止
文
書
が
誤
っ
て
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
何
ら
か
の
目
的
で
保
持
す
る
場

合
に
は
、
適
切
に
識
別
し
、
管
理
す
る
。
 

   4.
2.
4 
記
録
の
管
理
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
要
求
事
項
へ
の
適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
効
果
的
運
用
の
証
拠

を
示
す
た
め
に
作
成
す
る
記
録
の
対
象
を
明
確
に
し
、
管
理
す
る
。
ま
た
、
記
録
は
、
読
み
や
す
く
、
容
易
に

識
別
可
能
か
つ
検
索
可
能
と
す
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
記
録
の
識
別
、
保
管
、
保
護
、
検
索
の
手
順
、
保
管
期
間
及
び
廃
棄
に
関
す
る
管

理
の
方
法
を
定
め
た
手
順
を
作
成
す
る
。
 

    5.
 経

営
者
等
の
責
任
 

5.
1 
経
営
者
の
関
与
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
必
要
と
さ
れ
る
文
書
を
管
理
し
、
次
の
事
項
を
含
め
、
不
適
切
な

使
用
又
は
変
更
を
防
止
す
る
。
た
だ
し
、
記
録
と
な
る
文
書
は
、「

4
.
2
.4

記
録
の
管
理
」
に
規
定
す

る
要
求
事
項
に
従
っ
て
管
理
す
る
。
 

(a
) 

文
書
の
組
織
外
へ
の
流
出
等
の
防
止
 

(b
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
の
発
行
及
び
改
訂
に
係
る
審
査
の
結
果
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き

講
じ
た
措
置
並
び
に
当
該
発
行
及
び
改
訂
を
承
認
し
た
者
に
関
す
る
情
報
の
維
持
 

(2
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
は
、
本
部
の
「
文
書
及
び
記
録
管
理
要
領
」
を
定
め
、
所
長

は
大
洗
研
究
所
の
「
大
洗
研
究
所
文
書
及
び
記
録
の
管
理
要
領
」
を
定
め
、
研
究
所
の
部
長
は
、
各

部
の
文
書
及
び
記
録
の
管
理
要
領
を
定
め
る
。
こ
れ
ら
の
管
理
要
領
に
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
必

要
な
管
理
の
手
順
を
規
定
す
る
。
 

(a
) 

発
行
前
に
、
適
切
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
文
書
の
妥
当
性
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
承
認
す
る
。
 

(b
) 

文
書
は
定
期
的
に
改
訂
の
必
要
性
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
ま
た
、
改
訂
す
る
場
合
は
、
文
書

作
成
時
と
同
様
の
手
続
で
承
認
す
る
。
 

(c
) 

文
書
の
妥
当
性
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
見
直
し
を
行
う
場
合
は
、
対
象
と
な
る
実
施
部
門
の
要
員
を
参

加
さ
せ
る
。
 

(d
) 

文
書
の
変
更
内
容
の
識
別
及
び
最
新
の
改
訂
版
の
識
別
を
確
実
に
す
る
。
 

(e
) 

該
当
す
る
文
書
の
最
新
の
改
訂
版
又
は
適
切
な
版
が
、
必
要
な
と
き
に
、
必
要
な
と
こ
ろ
で
使
用

可
能
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(f
) 

文
書
は
、
読
み
や
す
く
か
つ
容
易
に
識
別
可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(g
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
及
び
運
用
の
た
め
に
組
織
が
必
要
と
決
定
し
た
外
部
か

ら
の
文
書
を
明
確
に
し
、
そ
の
配
付
が
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(h
) 

廃
止
文
書
が
誤
っ
て
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
何
ら
か
の
目
的
で
保
持
す

る
場
合
に
は
、
適
切
に
識
別
し
、
管
理
す
る
。
 

(i
)
 
文
書
の
改
訂
時
等
の
必
要
な
時
に
文
書
作
成
時
に
使
用
し
た
根
拠
等
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
 

 4.
2.

4 
記
録
の
管
理
 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
契
約
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、

要
求
事
項
へ
の
適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
効
果
的
運
用
の
証
拠
を
示
す
た
め
に

作
成
す
る
記
録
の
対
象
を
明
確
に
し
、
管
理
す
る
。
 

(2
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
は
、
本
部
の
｢
文
書
及
び
記
録
管
理
要
領
｣を

定
め
、
所
長
は
、

大
洗
研
究
所
の
「
大
洗
研
究
所
文
書
及
び
記
録
の
管
理
要
領
」
を
定
め
、
部
長
は
、
各
部
の
文
書
及

び
記
録
の
管
理
要
領
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
管
理
の
手
順
を
規
定
す
る
。
 

(a
) 

記
録
の
識
別
、
保
管
、
保
護
、
検
索
の
手
順
、
保
管
期
間
及
び
廃
棄
に
関
す
る
管
理
を
行
う
。
 

(b
) 

記
録
は
、
読
み
や
す
く
、
容
易
に
識
別
可
能
か
つ
検
索
可
能
と
す
る
。
 

 5．
経
営
者
等
の
責
任
 

5.
1 

経
営
者
の
関
与
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

理
事
長
は
、
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
責
任
を
持
っ
て
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
実
施
及
び
そ
の
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
た
め
に
、
次
の
事

項
を
行
う
。
 

(1
) 
品
質
方
針
を
設
定
す
る
。

 

(2
) 
品
質
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

(3
) 
要
員
が
、
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
取
組
み
に
参
画
で
き
る
環
境
を
整
え
る
。
 

(4
) 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
。
 

(5
) 
資
源
が
使
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(6
) 

関
係
法
令
・
規
制
要
求
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
及
び
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
組

織
内
に
周
知
す
る
。
 

(7
) 

保
安
活
動
に
関
し
て
、
担
当
す
る
業
務
に
つ
い
て
理
解
し
遂
行
す
る
責
任
を
持
つ
こ
と
を
要
員
に
認
識
さ

せ
る
。
 

(8
) 

全
て
の
階
層
で
行
わ
れ
る
決
定
が
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
、
優
先
順
位
及
び
説
明
す
る
責
任

を
考
慮
し
て
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
 

 5.
2 
原
子
力
の
安
全
の
重
視
 

理
事
長
は
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
を
最
優
先
に
位
置
付
け
、
組
織
の
意
思
決
定
の
際
に
は
、
業
務
・
廃
棄

物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
適
合
し
、
か
つ
、
原
子
力
の
安
全
が
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

  5.
3 
品
質
方
針
 

理
事
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
満
た
す
品
質
方
針
を
設
定
す
る
。
こ
れ
に
は
、
安
全
文
化
を
育
成
し
維
持

す
る
こ
と
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
 

   

(1
) 
組
織
の
目
的
及
び
状
況
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
。
 

(2
) 

要
求
事
項
へ
の
適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
に
対
し
て
責
任
を

持
っ
て
関
与
す
る
こ
と
を
含
む
。
 

(3
) 
品
質
目
標
の
設
定
及
び
レ
ビ
ュ
ー
の
た
め
の
枠
組
み
を
与
え
る
。
 

(4
) 
組
織
全
体
に
伝
達
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
。
 

(5
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
継
続
的
な
改
善
に
責
任
を
持
っ
て
関
与
す
る
こ
と
を
含
む
。
 

 5.
4 
計
画
 

5.
4.
1 
品
質
目
標
 

(1
) 

理
事
長
は
、
保
安
に
係
る
組
織
に
お
い
て
、
毎
年
度
、
品
質
目
標
（
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る

要
求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
目
標
を
含
む
。）

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
ま
た
、
保

理
事
長
は
、
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
責
任
を
持
っ
て
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
実
施
及
び
そ
の
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
た

め
に
、
次
の
事
項
を
行
う
。
 

(1
) 

品
質
方
針
を
設
定
す
る
（「

5
.
3
品
質
方
針
」
参
照
）
。
 

(2
) 

品
質
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
（「

5
.
4
.1

品
質
目
標
」
参
照
）
。
 

(3
) 

要
員
が
、
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
取
組
に
参
画
で
き
る
環
境
を
整
え
る
。
 

(4
) 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
（「

5
.
6
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
」
参
照
）
。
 

(5
) 

資
源
が
使
用
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
（「

6
.資

源
の
運
用
管
理
」
参
照
）。

 

(6
) 

関
係
法
令
・
規
制
要
求
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
及
び
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
、
組
織
内
に
周
知
す
る
。
 

(7
) 

保
安
活
動
に
関
し
て
、
担
当
す
る
業
務
に
つ
い
て
理
解
し
、
遂
行
す
る
責
任
を
持
つ
こ
と
を
要
員

に
認
識
さ
せ
る
。
 

(8
) 

全
て
の
階
層
で
行
わ
れ
る
決
定
が
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
、
優
先
順
位
及
び
説
明
す

る
責
任
を
考
慮
し
て
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
 

 5.
2 

原
子
力
の
安
全
の
重
視

 

理
事
長
は
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
を
最
優
先
に
位
置
付
け
、
組
織
の
意
思
決
定
の
際
に
は
、
業
務
・

廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
（「

7
.
2.
1
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
の
明

確
化
」
及
び
「
8.

2.
1
組
織
の
外
部
の
者
の
意
見
」
参
照
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
原
子
力
の
安
全
が
そ
の

他
の
事
由
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

 5.
3 

品
質
方
針
 

理
事
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
満
た
す
「
原
子
力
安
全
に
係
る
品
質
方
針
」
を
設
定
す
る
。
こ
れ
に

は
、
安
全
文
化
を
育
成
し
維
持
す
る
こ
と
に
関
す
る
も
の
（
技
術
的
、
人
的
及
び
組
織
的
要
因
並
び
に

そ
れ
ら
の
間
の
相
互
作
用
が
原
子
力
の
安
全
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

組
織
全
体
の
安
全
文
化
の
あ
る
べ
き
姿
を
目
指
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
。）

及
び
施
設
管
理
に
関
す
る

方
針
を
含
む
。
 

(1
) 

組
織
の
目
的
及
び
状
況
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
。
 

(2
)
 
要
求
事
項
へ
の
適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
に
対
し

て
責
任
を
持
っ
て
関
与
す
る
こ
と
を
含
む
。
 

(3
) 

品
質
目
標
の
設
定
及
び
レ
ビ
ュ
ー
の
た
め
の
枠
組
み
を
与
え
る
。
 

(4
) 

組
織
全
体
に
伝
達
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
。
 

(5
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
継
続
的
な
改
善
に
責
任
を
持
っ
て
関
与
す
る
こ
と
を
含
む
。
 

 5.
4 

計
画
 

5.
4.

1 
品
質
目
標
 

(1
) 

理
事
長
は
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
部
長

及
び
課
長
に
、
毎
年
度
、
品
質
目
標
（
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
を
満
た
す
た
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
品
質
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

        (2
) 
品
質
目
標
は
、
そ
の
達
成
度
が
判
定
可
能
で
、
品
質
方
針
と
整
合
が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

  5.
4.
2 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
 

(1
) 

理
事
長
は
、
4.

1
項
に
規
定
す
る
要
求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施

に
当
た
っ
て
の
計
画
を
策
定
す
る
。
 

(2
) 

理
事
長
は
、
プ
ロ
セ
ス
、
組
織
等
の
変
更
を
含
む
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
計
画
し
、
実

施
す
る
場
合
に
は
、
管
理
責
任
者
を
通
じ
て
、
そ
の
変
更
が
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
全
体
の
体
系

に
対
し
て
矛
盾
な
く
、
整
合
が
取
れ
て
い
る
こ
と
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
よ
り
確
実
に
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
次
の
事
項
を
適
切
に
考
慮
す
る
。
 

 

(a
) 

変
更
の
目
的
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
り
得
る
結
果
（
原
子
力
の
安
全
へ
の
影
響
の
程
度
及
び
必
要
な

処
置
を
含
む
。）

 

(b
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
維
持
 

(c
) 
資
源
の
利
用
可
能
性
 

(d
) 
責
任
及
び
権
限
の
割
当
て
 

 5.
5 
責
任
、
権
限
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

5.
5.
1 
責
任
及
び
権
限
 

理
事
長
は
、
保
安
に
係
る
組
織
の
責
任
及
び
権
限
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
保
安
活
動
に
係
る
業
務
の
プ
ロ

セ
ス
に
関
す
る
手
順
と
な
る
文
書
を
定
め
さ
せ
、
関
係
す
る
要
員
が
責
任
を
持
っ
て
業
務
を
遂
行
す
る
よ
う
に

す
る
。
 

       

め
に
必
要
な
目
標
（「

7
.
1
業
務
の
計
画
」（

4）
(
b）

参
照
）
を
含
む
。）

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
実
に
す
る
。
 

ま
た

、
保

安
活

動
の

重
要
度

に
応

じ
て

、
次

の
事
項
を

含
む

品
質

目
標

を
達
成
す

る
た

め
の

計
画

（「
7.

1
業
務
の
計
画
」（

4）
参
照
）
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(a
) 

実
施
事
項
 

(b
) 

必
要
な
資
源
 

(c
) 

責
任
者
 

(d
) 

実
施
事
項
の
完
了
時
期

 

(e
) 

結
果
の
評
価
方
法
 

(2
) 

品
質
目
標
は
、
そ
の
達
成
度
が
判
定
可
能
で
、
品
質
方
針
と
整
合
が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に

す
る
。
 

 5.
4.

2 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
 

(1
) 

理
事
長
は
、「

4
.1

一
般
要
求
事
項
」
に
規
定
す
る
要
求
事
項
を
満
た
す
た
め
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
維
持
に
つ
い
て
、
本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
を
策
定
す
る
。
 

(2
) 

理
事
長
は
、
プ
ロ
セ
ス
、
組
織
等
の
変
更
を
含
む
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
計
画

し
、
実
施
す
る
場
合
に
は
、
管
理
責
任
者
を
通
じ
て
、
そ
の
変
更
が
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
全
体
の
体
系
に
対
し
て
矛
盾
な
く
、
整
合
性
が
取
れ
て
い
る
こ
と
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
よ
り

確
実
に
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
次
の
事
項
を
適
切
に
考
慮

す
る
。
 

(a
) 

変
更
の
目
的
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
り
得
る
結
果
（
原
子
力
の
安
全
へ
の
影
響
の
程
度
及
び
必

要
な
処
置
を
含
む
。）

 

(b
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
維
持
 

(c
) 

資
源
の
利
用
可
能
性
 

(d
) 

責
任
及
び
権
限
の
割
当
て
 

 5.
5 

責
任
、
権
限
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

5.
5.

1 
責
任
及
び
権
限
 

理
事
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
保
安
規
定
に
定
め
る
保
安
管
理
体
制
に
基
づ
き
、
保
安
に
係
る
組
織

を
図

5.
5.

1
大
洗
研
究
所
廃
棄
物
管
理
施
設
保
安
管
理
組
織
図
に
、
各
組
織
の
責
任
と
権
限
を
次
の
と

お
り
定
め
、
各
組
織
を
通
じ
て
全
体
に
周
知
し
、
保
安
活
動
に
関
係
す
る
要
員
が
理
解
す
る
こ
と
を
確

実
に
す
る
。
 

ま
た
、
保
安
活
動
に
係
る
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
手
順
と
な
る
文
書
（「

4
.
2
.
1
一
般
」
参
照
）

を
定
め
さ
せ
、
保
安
に
係
る
各
組
織
の
要
員
が
自
ら
の
職
務
の
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
保
安
活
動
の
内

容
に
つ
い
て
説
明
す
る
責
任
を
持
っ
て
業
務
を
遂
行
す
る
よ
う
に
す
る
。
 

(1
) 

理
事
長
 

理
事
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
に
係
る
業
務
を
総
理
す
る
。
 

(2
) 

統
括
監
査
の
職
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

                                      

統
括
監
査
の
職
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
に
関
す
る
内
部
監
査
に
係
る
業

務
を
行
う
。
 

(3
) 

管
理
責
任
者
 

管
理
責
任
者
は
、
監
査
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
統
括
監
査
の
職
、
本
部
（
監
査
プ
ロ
セ
ス
を
除
く
。）

に
お
い
て
は
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
研
究
所
に
お
い
て
は
大
洗
研
究
所
担
当
理
事
（
以

下
「
研
究
所
担
当
理
事
」
と
い
う
。）

と
す
る
。
各
管
理
責
任
者
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に

必
要
な
プ
ロ
セ
ス
を
管
理
し
、
維
持
す
る
こ
と
等
を
確
実
に
す
る
責
任
と
権
限
を
有
す
る
（「

5
.5
.
2
管

理
責
任
者
」
参
照
）。

 

(4
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
本
部
に
お
け
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

活
動
に
係
る
業
務
、
そ
れ
に
関
す
る
本
部
と
し
て
の
総
合
調
整
、
指
導
及
び
支
援
の
業
務
並
び
に
中
央

安
全
審
査
・
品
質
保
証
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(5
) 

契
約
部
長
 

契
約
部
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
調
達
管
理
に
関
す
る
本
部
契
約
に
係
る
業
務
を
行
う
。
 

(6
) 

研
究
所
担
当
理
事
 

研
究
所
担
当
理
事
は
、
理
事
長
を
補
佐
し
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
に
係
る
業
務
を
統
理
す
る
。
 

(7
) 

所
長
 

所
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
に
係
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(8
) 

品
質
担
当
副
所
長
 

品
質
担
当
副
所
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
に
基
づ
く
活
動
を
推
進
す
る
。
 

(9
) 

廃
棄
物
取
扱
主
任
者
 

廃
棄
物
管
理
施
設
の
操
作
に
係
る
保
安
の
監
督
を
行
う
。
 

(1
0)
 
セ
ン
タ
ー
長
 

所
長
が
行
う
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
保
安
に
関
す
る
業
務
の
統
括
を
補
佐
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄

物
管
理
施
設
に
係
る
環
境
保
全
部
長
の
行
う
年
間
処
理
計
画
、
修
理
及
び
改
造
計
画
に
係
る
業
務
を
統

括
す
る
。
 

(1
1)
 
部
長
 

所
掌
す
る
部
署
に
お
け
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
を
統
括
す
る
と
と
も
に
、
推
進
す
る
。
 

(1
2)
 
課
長
 

所
掌
す
る
室
及
び
課
に
お
け
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
を
行
う
。
 

(1
3)
 
中
央
安
全
審
査
・
品
質
保
証
委
員
会
 

次
の
活
動
に
必
要
な
管
理
を
規
定
す
る
た
め
に
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
は
、「

中
央
安
全

審
査
・
品
質
保
証
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
」
を
定
め
る
。

 

(a
) 

中
央
安
全
審
査
・
品
質
保
証
委
員
会
は
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
品
質
保
証
活
動
の
基
本
事
項

等
に
つ
い
て
審
議
し
、
答
申
す
る
。
 

(1
4)
 
原
子
炉
施
設
等
安
全
審
査
委
員
会
 

次
の
活
動
に
必
要
な
管
理
を
規
定
す
る
た
め
に
所
長
は
、「

原
子
炉
施
設
等
安
全
審
査
委
員
会
規
則
」

を
定
め
る
。
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           5.
5.
2 
管
理
責
任
者
 

(1
) 

理
事
長
は
保
安
活
動
の
実
施
部
門
の
長
、
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
長
を
管
理
責
任
者
と
し
て
、
ま
た
本
部
（
監

査
プ
ロ
セ
ス
を
除
く
。）

は
管
理
者
の
中
か
ら
管
理
責
任
者
を
任
命
す
る
。
 

(2
) 

管
理
責
任
者
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
他
の
責
任
と
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
次
に
示
す

責
任
及
び
権
限
を
も
つ
。
 

(a
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
実
施
及
び
維
持
を
確
実
に
す
る
。
 

(b
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
及
び
改
善
の
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
、
理
事
長
に
報
告

す
る
。
 

(c
) 

組
織
全
体
に
わ
た
っ
て
、
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(d
) 
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
。

 

 5.
5.
3
 管

理
者
 

(1
) 

理
事
長
は
、
管
理
者
に
、
所
掌
す
る
業
務
に
関
し
て
、
次
に
示
す
責
任
及
び
権
限
を
与
え
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
。
 

(a
) 
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
が
確
立
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。
 

(b
) 

業
務
に
従
事
す
る
要
員
の
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
つ
い
て
の
認
識
を
高
め

る
。
 

(c
) 
成
果
を
含
む
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
評
価
す
る
。

 

 (d
) 
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
取
組
を
促
進
す
る
。
 

(e
) 
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
。

 

(2
) 

管
理
者
は
、
前
項
の
責
任
及
び
権
限
の
範
囲
に
お
い
て
、
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
実
に
実
施
す
る
。
 

(a
) 

品
質
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
の
達
成
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
業
務
の
実
施
状
況
を
監
視
測
定
す

る
。
 

(b
) 

要
員
が
、
原
子
力
の
安
全
に
対
す
る
意
識
を
向
上
し
、
か
つ
、
原
子
力
の
安
全
へ
の
取
組
を
積
極
的
に

(a
) 

原
子
炉
施
設
等
安
全
審
査
委
員
会
は
、
所
長
か
ら
の
諮
問
に
応
じ
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性

の
評
価
、
設
計
内
容
等
の
妥
当
性
を
審
議
し
、
答
申
す
る
。

 

(1
5)
 
品
質
保
証
推
進
委
員
会

 

次
の
活
動
に
必
要
な
管
理
を
規
定
す
る
た
め
に
所
長
は
、「

品
質
保
証
推
進
委
員
会
規
則
」
を
定
め
る
。 

(a
) 

品
質
保
証
推
進
委
員
会
は
、
研
究
所
に
お
け
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
推
進
、
安
全
文
化
の

育
成
及
び
維
持
並
び
に
法
令
等
の
遵
守
活
動
並
び
に
所
長
か
ら
の
諮
問
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。
 

(1
6)
 
品
質
保
証
技
術
検
討
会
等
 

環
境
保
全
部
、
保
安
管
理
部
及
び
放
射
線
管
理
部
に
品
質
保
証
技
術
検
討
会
及
び
管
理
部
に
品
質
保

証
推
進
委
員
会
（
以
下
、
こ
れ
ら
の
会
議
体
を
「
品
質
保
証
技
術
検
討
会
等
」
と
い
う
。）

を
置
く
。
品

質
保
証
技
術
検
討
会
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
営
要
領
又
は
規
約
に
従
い
審
議
・
検
討
等
を
行
う
。
 

 5.
5.

2 
管
理
責
任
者
 

管
理
責
任
者
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
他
の
責
任
と
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
次
に

示
す
責
任
及
び
権
限
を
も
つ
。

 

  

(1
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
の
確
立
、
実
施
及
び
維
持
を
確
実
に
す
る
。
 

(2
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
及
び
改
善
の
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
、
理
事
長
に

報
告
す
る
。
 

(3
) 

組
織
全
体
に
わ
た
っ
て
、
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(4
) 

関
係
法
令
を
遵
守
す
る
。
 

 5.
5.

3 
管
理
者
 

(1
) 

理
事
長
は
、「

5
.5
.
1
責
任
及
び
権
限
」
に
定
め
る
管
理
者
に
、
所
掌
す
る
業
務
に
関
し
て
、
次
に

示
す
責
任
及
び
権
限
を
与
え
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(a
) 

業
務
の
プ
ロ
セ
ス
が
確
立
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。
 

(b
) 

業
務
に
従
事
す
る
要
員
の
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
つ
い
て
の
認
識
を

高
め
る
。
 

(c
) 

成
果
を
含
む
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
評
価
す
る
（「

5
.
4
.
1
品
質
目
標
」
及
び
「

8
.
2
.
3
プ
ロ

セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
」
参
照
）
。
 

(d
) 

健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
取
組
を
促
進
す
る
。
 

(e
) 

関
係
法
令
を
遵
守
す
る
。
 

(2
) 

管
理
者
は
、
前
項
の
責
任
及
び
権
限
の
範
囲
に
お
い
て
、
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
実
に
実
施
す
る
。

 

(a
) 

品
質
目
標
（「

5
.
4
.1

品
質
目
標
」
参
照
）
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
の
達
成
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、

業
務
の
実
施
状
況
を
監
視
測
定
す
る
。
 

(b
) 

要
員
が
、
原
子
力
の
安
全
に
対
す
る
意
識
を
向
上
し
、
か
つ
、
原
子
力
の
安
全
へ
の
取
組
を
積
極

添Ⅶ－10 



廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

行
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

(c
) 
原
子
力
の
安
全
に
係
る
意
思
決
定
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
、
関
係
す
る
要
員
に
確
実
に
伝
達
す
る
。
 

 (d
) 

要
員
に
、
常
に
問
い
か
け
る
姿
勢
及
び
学
習
す
る
姿
勢
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
要
員
が
、
積
極
的

に
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
に
関
す
る
問
題
の
報
告
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

(e
) 
要
員
が
、
積
極
的
に
業
務
の
改
善
に
対
す
る
貢
献
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

(3
) 

管
理
者
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
評
価
し
、
新
た
に
取
り
組
む
べ
き
改
善
の
機
会

を
捉
え
る
た
め
、
年

1
回
以
上
（
年
度
末
及
び
必
要
に
応
じ
て
）、

自
己
評
価
（
安
全
文
化
に
つ
い
て
強
化
す

べ
き
分
野
等
に
係
る
も
の
を
含
む
。）

を
実
施
す
る
。
 

 5.
5.
4
 内

部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

理
事
長
は
、
保
安
に
係
る
組
織
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
ま

た
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に

関
す
る
情
報
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

          5.
6 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー

 

5.
6.
1 
一
般
 

(1
) 

理
事
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
引
き
続
き
適
切
で
、
妥
当
で
、
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
年
１
回
以
上

(年
度
末
及
び
必
要
に
応
じ
て

)、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施

す
る
。
 

(2
) 

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
の
機
会
の
評
価
及
び
品
質
方
針
を
含
む
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
の
必
要
性
の
評
価
も
行
う
。
 

 5.
6.
2 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
 

管
理
責
任
者
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
と
し
て
、
次
の
事
項
を
含
め
報
告
す
る
。 

 

(1
) 
内
部
監
査
の
結
果
 

(2
) 
組
織
の
外
部
の
者
か
ら
の
意
見
 

(3
) 
保
安
活
動
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
（
品
質
目
標
の
達
成
状
況
を
含
む
。）

 

的
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

(c
) 

原
子
力
の
安
全
に
係
る
意
思
決
定
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
、
関
係
す
る
要
員
に
確
実
に
伝
達
す

る
。
 

(d
) 

要
員
に
、
常
に
問
い
か
け
る
姿
勢
及
び
学
習
す
る
姿
勢
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
要
員
が
、
積

極
的
に
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
に
関
す
る
問
題
の
報
告
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

(e
) 

要
員
が
、
積
極
的
に
業
務
の
改
善
に
対
す
る
貢
献
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

(3
) 

管
理
者
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
評
価
し
、
新
た
に
取
り
組
む
べ
き
改
善

の
機
会
を
捉
え
る
た
め
、
年

1
回
以
上
（
年
度
末
及
び
必
要
に
応
じ
て
）、

自
己
評
価
（
安
全
文
化

に
つ
い
て
強
化
す
べ
き
分
野
等
に
係
る
も
の
を
含
む
。）

を
実
施
す
る
。
 

 5.
5.

4 
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

(1
) 

理
事
長
は
、
組
織
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
、

機
構
に
中
央
安
全
審
査
・
品
質
保
証
委
員
会
を
置
く
と
と
も
に
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部

長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
研
究
所
担
当
理
事
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
及
び
課
長
に

必
要
な
会
議
、
連
絡
書
等
を
利
用
し
て
保
安
に
係
る
情
報
交
換
を
行
わ
せ
る
。
ま
た
、
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
レ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に
関
す
る

情
報
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(2
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
は
、
「
中
央
安
全
審
査
・
品
質
保
証
委
員
会
の
運
営
に
つ
い

て
」
を
定
め
、
所
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
は
、
所
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

施
設
等
安
全
審
査
委
員
会
規
則
、
運
営
会
議
要
領
及
び
品
質
保
証
推
進
委
員
会
規
則
を
定
め
、
保
安

活
動
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
円
滑
な
運
営
及
び
推
進
を
図
る
。
 

(3
) 

部
長
は
、
部
内
の
品
質
保
証
審
査
機
関
に
つ
い
て
の
要
領
を
定
め
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の

円
滑
な
運
営
及
び
推
進
を
図
る
。
 

 5.
6 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
 

5.
6.

1 
一
般
 

(1
) 

理
事
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
、
引
き
続
き
適
切
で
、
妥
当
で
、
か
つ
有
効
で
あ

る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、「

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
実
施
要
領
」
に
基
づ
き
、
年
１
回
以

上
(年

度
末
及
び
必
要
に
応
じ
て

)
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
。
 

(2
) 

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
の
機
会
の
評
価
及
び
品
質
方
針
を

含
む
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
の
必
要
性
の
評
価
も
行
う
。
 

 5.
6.

2 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
 

 (1
) 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
は
次
の
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
。
 

(a
) 

内
部
監
査
の
結
果
 

(b
) 

組
織
の
外
部
の
者
か
ら
の
意
見
 

(c
) 

保
安
活
動
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
（
品
質
目
標
の
達
成
状
況
を
含
む
。）
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

(4
) 
使
用
前
事
業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
（
以
下
「
使
用
前
事
業
者
検
査
等
」
と
い
う
。）

並
び
に
自
主

検
査
等
の
結
果
 

(5
) 

安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
た
め
の
取
組
の
実
施
状
況
（
安
全
文
化
に
つ
い
て
強
化
す
べ
き
分
野
等

に
係
る
自
己
評
価
の
結
果
を
含
む
。）

 

(6
) 
関
係
法
令
の
遵
守
状
況
 

(7
) 
不
適
合
並
び
に
是
正
処
置
及
び
未
然
防
止
処
置
の
状
況

 

  (8
) 
前
回
ま
で
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に
対
す
る
処
置
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 

(9
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
変
更
 

(1
0)

 
改
善
の
た
め
の
提
案
 

(1
1)

 
資
源
の
妥
当
性
 

(1
2)

 
保
安
活
動
の
改
善
の
た
め
に
実
施
し
た
処
置
の
有
効
性
 

            5.
6.
3
 マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
 

(1
) 

理
事
長
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
決
定
及
び
処
置
を

含
め
、
管
理
責
任
者
に
必
要
な
改
善
を
指
示
す
る
。
 

(a
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
改
善
 

(b
) 
業
務
の
計
画
及
び
実
施
に
関
連
す
る
保
安
活
動
の
改
善

 

(c
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
の
維
持
及
び
継
続
的
な
改
善
の
た
め
に
必
要
な
資
源
 

(d
) 
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
及
び
維
持
に
関
す
る
改
善
 

(e
) 
関
係
法
令
の
遵
守
に
関
す
る
改
善
 

(2
) 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
す
る
（

4.
2.
4
参
照
）。

 

 (3
) 
管
理
責
任
者
は
、

(1
)項

で
改
善
の
指
示
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
処
置
を
行
う
。
 

  

(d
) 

使
用
前
事
業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
（
以
下
「
使
用
前
事
業
者
検
査
等
」
と
い
う
。）

並
び

に
自
主
検
査
等
の
結
果
 

(e
) 

安
全
文
化
を
育
成
し
、
維
持
す
る
た
め
の
取
組
の
実
施
状
況
（
安
全
文
化
に
つ
い
て
強
化
す
べ
き

分
野
等
に
係
る
自
己
評
価
の
結
果
を
含
む
。）

 

(f
) 

関
係
法
令
の
遵
守
状
況

 

(g
) 

不
適
合
並
び
に
是
正
処
置
及
び
未
然
防
止
処
置
の
状
況
（
組
織
の
内
外
で
得
ら
れ
た
知
見
（
技
術

的
な
進
歩
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
を
含
む
。）

及
び
不
適
合
そ
の
他
の
事
象
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
を

含
む
。）

 

(h
) 

前
回
ま
で
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に
対
す
る
処
置
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 

(i
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
変
更
 

(j
) 

改
善
の
た
め
の
提
案
 

(k
) 

資
源
の
妥
当
性
 

(l
) 

保
安
活
動
の
改
善
の
た
め
に
実
施
し
た
処
置
（
品
質
方
針
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
組
織

の
内
外
の
課
題
を
明
確
に
し
、
当
該
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
含
む
（

8.
5
.
2
(
3)
a
）
に
お
い
て
同

じ
。）
。）

の
有
効
性
 

(2
) 

所
長
は
、
セ
ン
タ
ー
長
及
び
各
部
長
に
指
示
し
て
、
所
掌
す
る
業
務
に
関
し
て
、
前
項
に
定
め
る

事
項
を
提
出
さ
せ
、
そ
の
内
容
を
整
理
し
た
上
で
研
究
所
の
管
理
責
任
者
に
報
告
す
る
。

 

(3
) 

研
究
所
の
管
理
責
任
者
は
、
前
項
の
内
容
を
確
認
・
評
価
す
る
。
 

(4
) 

監
査
プ
ロ
セ
ス
の
管
理
責
任
者
は
、
監
査
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
を
確
認
・
評
価

す
る
。
 

(5
) 

本
部
（
監
査
プ
ロ
セ
ス
を
除
く
。
）
の
管
理
責
任
者
は
、
本
部
に
お
け
る
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
を
確

認
・
評
価
す
る
。
 

(6
) 

各
管
理
責
任
者
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
会
議
を
通
し
て
理
事
長
に
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
を

報
告
す
る
。
 

 5.
6.

3 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

 

(1
) 

理
事
長
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
決
定
及
び

処
置
を
含
め
、
管
理
責
任
者
に
必
要
な
改
善
を
指
示
す
る
。

 

(a
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
改
善
 

(b
) 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
に
関
連
す
る
保
安
活
動
の
改
善
 

(c
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
の
維
持
及
び
継
続
的
な
改
善
の
た
め
に
必
要
な
資
源
 

(d
) 

健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
及
び
維
持
に
関
す
る
改
善

 

(e
) 

関
係
法
令
の
遵
守
に
関
す
る
改
善
 

(2
) 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
管
理
す
る
（
「

4.
2
.
4
記
録
の
管

理
」
参
照
）。

 

(3
) 

管
理
責
任
者
は
、

(
1)
項
で
改
善
の
指
示
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
処
置
を
行
う
。
 

(4
) 

理
事
長
は
、
本
部
（
監
査
プ
ロ
セ
ス
を
除
く
。）

の
管
理
責
任
者
を
通
じ
て
、
上
記

(
1
)
の
指
示
に

対
す
る
処
置
状
況
を
確
認
す
る
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

 6．
資
源
の
運
用
管
理
 

6.
1 
資
源
の
確
保
 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
保
安
活
動
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
資
源
を
明
確
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
及
び
責
任

に
お
い
て
確
保
す
る
。
 

 

(1
) 
人
的
資
源
（
要
員
の
力
量
）
 

(2
) 
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
（
個
別
業
務
に
必
要
な
施
設
、
設
備
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
体
系
）
 

(3
) 
作
業
環
境
 

(4
) 
そ
の
他
必
要
な
資
源
 

 6.
2 
人
的
資
源
 

6.
2.
1 
一
般
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
原
子
力
の
安
全
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
要
員
を
明
確
に
し
、

保
安
に
係
る
組
織
体
制
を
確
保
す
る
。
 

 (2
) 
保
安
に
係
る
組
織
の
要
員
に
は
、
業
務
に
必
要
な
教
育
・
訓
練
、
技
能
及
び
経
験
を
判
断
の
根
拠
と
し
て
、

力
量
の
あ
る
者
を
充
て
る
。
 

(3
) 

外
部
へ
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
で
要
員
を
確
保
す
る
場
合
に
は
、
業
務
の
範
囲
、
必
要
な
力
量
を
明
確
に

す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

  6.
2.
2 
力
量
、
教
育
・
訓
練
及
び
認
識
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
要
員
の
力
量
を
確
保
す
る
た
め
に
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
次
の
事
項

を
着
実
に
実
施
す
る
。
 

(a
) 
保
安
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
要
員
に
必
要
な
力
量
を
明
確
に
す
る
。
 

(b
) 
必
要
な
力
量
を
確
保
す
る
た
め
の
教
育
・
訓
練
又
は
そ
の
他
の
処
置
を
行
う
。
 

(c
) 
教
育
・
訓
練
又
は
そ
の
他
の
処
置
の
有
効
性
を
評
価
す
る
。
 

(d
) 

要
員
が
、
品
質
目
標
の
達
成
に
向
け
て
自
ら
が
行
う
業
務
の
も
つ
意
味
と
重
要
性
の
認
識
及
び
原
子
力

の
安
全
に
自
ら
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(e
) 
要
員
の
力
量
及
び
教
育
・
訓
練
又
は
そ
の
他
の
処
置
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

       

 6．
資
源
の
運
用
管
理
 

6.
1 

資
源
の
確
保
 

理
事
長
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
契
約
部
長
、
研
究
所
担
当
理
事
、
所
長
及
び
部
長

は
、
保
安
活
動
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
資
源
を
明
確
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
及
び
責
任
に
お
い
て
確

保
す
る
。
 

(1
) 

人
的
資
源
（
要
員
の
力
量
）
 

(2
) 

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
（
個
別
業
務
に
必
要
な
施
設
、
設
備
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
体
系
）
 

(3
) 

作
業
環
境
 

(4
) 

そ
の
他
必
要
な
資
源
 

 6.
2 

人
的
資
源
 

6.
2.

1 
一
般
 

(1
) 

理
事
長
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
研
究
所
担
当
理

事
、
所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
原
子
力
の
安
全
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
要
員

を
明
確
に
し
、
保
安
に
係
る
組
織
体
制
を
確
保
す
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
各
組
織
の
要
員
に
は
、
業
務
に
必
要
な
教
育
・
訓
練
、
技
能
及
び
経
験
を
判
断
の
根

拠
と
し
て
、
力
量
の
あ
る
者
を
充
て
る
。
 

(3
) 

外
部
へ
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
で
要
員
を
確
保
す
る
場
合
に
は
、
業
務
の
範
囲
、
必
要
な
力
量
を

明
確
に
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
（「

7
.
1
業
務
の
計
画
」、
「

7
.
4
.2

調
達
要
求
事
項
」
及
び
「

7.
5
.
2

個
別
業
務
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
」
参
照
）。

 

 6.
2.

2 
力
量
、
教
育
・
訓
練
及
び
認
識
 

(1
) 

所
長
及
び
部
長
は
、
要
員
の
力
量
を
確
保
す
る
た
め
に
、
教
育
・
訓
練
に
関
す
る
管
理
要
領
を
定

め
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
次
の
事
項
を
確
実
に
実
施
す
る
。
 

(a
) 

保
安
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
要
員
に
必
要
な
力
量
を
明
確
に
す
る
。
 

(b
) 

必
要
な
力
量
を
確
保
す
る
た
め
の
教
育
・
訓
練
又
は
そ
の
他
の
処
置
を
行
う
。
 

(c
) 

教
育
・
訓
練
又
は
そ
の
他
の
処
置
の
有
効
性
を
評
価
す
る
。
 

(d
) 

要
員
が
、
品
質
目
標
の
達
成
に
向
け
て
自
ら
が
行
う
業
務
の
も
つ
意
味
と
重
要
性
の
認
識
及
び
原

子
力
の
安
全
に
自
ら
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

(e
)
 
要
員
の
力
量
及
び
教
育
・
訓
練
又
は
そ
の
他
の
処
置
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る

（「
4.

2.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(2
) 

理
事
長
は
、
監
査
員
の
力
量
に
つ
い
て
、「

原
子
力
安
全
監
査
実
施
要
領
」
に
定
め
る
。
 

(3
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
は
、
本
部
に
お
け
る
原
子
力
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
業
務

の
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
し
、
(
1
)項

の
(
a)
か
ら

(e
)
に
準
じ
た
管
理
を
行
う
。
 

 6.
3 

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
 

所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
（
個
別
業
務
に
必
要
な
施
設
、
設
備
及
び
サ
ー
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

        7.
 業

務
の
計
画
及
び
実
施
 

7.
1 
業
務
の
計
画
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
ご
と
に
運
転
管
理
、
施
設
管
理
、
核
燃
料
物
質
の
管
理
等
に
つ

い
て
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
の
計
画
を
策
定
す
る
。
 

    (2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
個
別
業
務
の
計
画
と
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
そ
の
他
の
プ
ロ
セ
ス
の

要
求
事
項
と
整
合
性
（
業
務
の
計
画
を
変
更
す
る
場
合
を
含
む
。）

を
確
保
す
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
の
計
画
の
策
定
及
び
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も

の
に
つ
い
て
個
別
業
務
へ
の
適
用
の
程
度
と
そ
の
内
容
を
明
確
に
す
る
。
 

  

(a
) 

業
務
の
計
画
の
策
定
又
は
変
更
の
目
的
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
り
得
る
結
果
（
原
子
力
の
安
全
へ
の

影
響
の
程
度
及
び
必
要
な
処
置
を
含
む
。）

 

(b
) 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
品
質
目
標
及
び
要
求
事
項
 

(c
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
特
有
な
プ
ロ
セ
ス
及
び
文
書
の
確
立
の
必
要
性
、
並
び
に
資
源
の
提
供
の

必
要
性
 

(d
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
の
た
め
の
使
用
前
事
業
者
検
査
等
、
検
証
、
妥
当
性
確
認
、
監
視
及
び
測
定

並
び
に
こ
れ
ら
の
合
否
判
定
基
準
 

(e
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
結
果
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す

る
た
め
に
必
要
な
記
録
 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
の
計
画
を
、
個
別
業
務
の
運
営
方
法
に
適
し
た
形
式
で
分
か
り
や
す
い
も
の

と
す
る
。
 

    7.
2 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
 

ビ
ス
の
体
系
を
い
う
。）

を
「

7
.
1
業
務
の
計
画
」
に
て
明
確
に
し
、
こ
れ
を
維
持
管
理
す
る
。
 

 6.
4 

作
業
環
境
 

所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
保
安
の
た
め
に
業
務
に
必
要
な
作
業
環
境
を
「

7
.
1
業
務
の
計
画
」
に
て

明
確
に
し
、
運
営
管
理
す
る
。

 

な
お
、
こ
の
作
業
環
境
に
は
、
作
業
場
所
の
放
射
線
量
、
温
度
、
照
度
及
び
狭
隘
の
程
度
な
ど
作
業
に

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
事
項
を
含
む
。
 

 7．
業
務
の
計
画
及
び
実
施
 

7.
1 

業
務
の
計
画
 

(1
) 

所
長
､
セ
ン
タ
ー
長
及
び
部
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
運
転
管
理
、
施
設
管
理
、
核
燃
料
物
質

の
管
理
等
（
保
安
規
定
に
基
づ
く
保
安
活
動
）
に
つ
い
て
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
の
計
画
又
は
要

領
（
二
次
文
書
）
を
表

4
.2
.
1
の
と
お
り
策
定
す
る
。
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
の
計
画
又
は
要
領
（
二
次
文
書
）
に
基
づ
き
、
個

別
業
務
に
必
要
な
計
画
（
三
次
文
書
：
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
手
引
、
手
順
等
）
を
作
成
し
て
、
業
務
を
実

施
す
る
。
 

(3
) 

上
記

(1
)
､(
2)
の
業
務
の
計
画
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
そ
の
他
の
プ
ロ
セ
ス
の
要

求
事
項
と
整
合
性
（
業
務
の
計
画
を
変
更
す
る
場
合
を
含
む
。）

を
確
保
す
る
。
 

(4
) 

所
長
､
セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
の
計
画
の
策
定
及
び
変
更
（
プ
ロ
セ
ス
及
び
組

織
の
変
更
（
累
積
的
な
影
響
が
生
じ
得
る
プ
ロ
セ
ス
及
び
組
織
の
軽
微
な
変
更
を
含
む
。）

を
含
む
。）

に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
個
別
業
務
へ
の
適
用
の
程
度
と
そ
の

内
容
を
明
確
に
す
る
。
 

(a
) 

業
務
の
計
画
の
策
定
又
は
変
更
の
目
的
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
り
得
る
結
果
（
原
子
力
の
安
全

へ
の
影
響
の
程
度
及
び
必
要
な
処
置
を
含
む
。）

 

(b
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
品
質
目
標
及
び
要
求
事
項
 

 

(c
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
特
有
な
プ
ロ
セ
ス
及
び
文
書
の
確
立
の
必
要
性
、
並
び
に
資
源
の
提

供
の
必
要
性
 

(d
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
の
た
め
の
使
用
前
事
業
者
検
査
等
、
検
証
、
妥
当
性
確
認
、
監
視
及
び

測
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
否
判
定
基
準
 

(e
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
結
果
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
実

証
す
る
た
め
に
必
要
な
記
録
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
 

(5
) 

業
務
の
計
画
は
、
個
別
業
務
の
運
営
方
法
に
適
し
た
形
式
で
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
。
 

 (6
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
契
約
部
長
は
、
本
部
に
お
い
て
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安

活
動
を
支
援
す
る
そ
の
他
業
務
が
あ
る
場
合
、
該
当
す
る
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
し
、
上
記

(
1
)

か
ら

(5
)項

ま
で
に
準
じ
て
業
務
の
計
画
を
策
定
し
、
管
理
す
る
。
 

 7.
2 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

7.
2.
1 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
の
明
確
化
 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
要
求
事
項
と
し
て
明
確
に
す
る
。
 

(1
) 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
連
す
る
法
令
・
規
制
要
求
事
項
 

(2
) 
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(3
) 
組
織
が
必
要
と
判
断
す
る
追
加
要
求
事
項
 

 7.
2.
2
 業

務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ
ー
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。
こ
の
レ
ビ
ュ

ー
は
、
そ
の
要
求
事
項
を
適
用
す
る
前
に
実
施
す
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
確
認
す
る
。
 

(a
) 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

(b
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
が
以
前
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
場
合
に
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
 

(c
) 
当
該
組
織
が
、
定
め
ら
れ
た
要
求
事
項
を
満
た
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
及
び

そ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
と
ら
れ
た
処
置
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（

4.
2.
4
参
照
）。

 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
関
連

す
る
文
書
を
改
訂
す
る
。
ま
た
、
変
更
後
の
要
求
事
項
が
関
連
す
る
要
員
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
。
 

 7.
2.
3 
外
部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
原
子
力
の
安
全
に
関
し
て
組
織
の
外
部
の
者
と
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

る
た
め
、
効
果
的
な
方
法
を
明
確
に
し
、
こ
れ
を
実
施
す
る
。
 

       7.
3 
設
計
・
開
発
 

   7.
3.
1 
設
計
・
開
発
の
計
画
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
・
開
発
の
計
画
を
策
定
し
、
管
理
す
る
。
こ
の
設
計
・

開
発
に
は
、
設
備
、
施
設
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
原
子
力
の
安
全
の
た
め
に
重
要
な
手
順
書
等
に
関
す
る
設

7.
2.

1 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
の
明
確
化
 

所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
次
の
事
項
を
「

7
.1

業
務
の
計
画
」
に
お
い
て
明
確
に
す
る
。
 

(1
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
連
す
る
法
令
・
規
制
要
求
事
項
 

(2
) 

明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(3
) 

組
織
が
必
要
と
判
断
す
る
追
加
要
求
事
項
（
安
全
基
準
等
）
 

 7.
2.

2 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ
ー
 

(1
) 

所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
。

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
は
、
そ
の
要
求
事
項
を
適
用
す
る
前
に
実
施
す
る
。
 

(2
) 

レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

 

(a
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 (b
)
 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
が
以
前
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
場
合
に

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
 

(c
) 

当
該
組
織
が
、
定
め
ら
れ
た
要
求
事
項
を
満
た
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
 

(3
)
 
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
及
び
そ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
と
ら
れ
た
処
置
の
記
録
を
作
成

し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(4
) 

所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
が
変
更
さ
れ
た
場
合

に
は
、
関
連
す
る
文
書
を
改
訂
す
る
。
ま
た
、
変
更
後
の
要
求
事
項
が
関
連
す
る
要
員
に
理
解
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。

 

 7.
2.

3 
外
部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
原
子
力
の
安
全
に
関
し
て
、
規
制
当
局
と
の
面
談
、
原
子

力
規
制
検
査
等
を
通
じ
て
監
督
官
庁
並
び
に
地
元
自
治
体
と
の
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る

た
め
、
効
果
的
な
方
法
を
明
確
に
し
、
こ
れ
を
実
施
す
る
。
こ
れ
に
は
、
次
の
事
項
を
含
む
。
 

(1
) 

組
織
の
外
部
の
者
と
効
果
的
に
連
絡
し
、
適
切
に
情
報
を
通
知
す
る
方
法
 

(2
) 

予
期
せ
ぬ
事
態
に
お
け
る
組
織
の
外
部
の
者
と
の
時
宜
を
得
た
効
果
的
な
連
絡
方
法
 

(3
) 

原
子
力
の
安
全
に
関
連
す
る
必
要
な
情
報
を
組
織
の
外
部
の
者
に
確
実
に
提
供
す
る
方
法
 

(4
) 

原
子
力
の
安
全
に
関
連
す
る
組
織
の
外
部
の
者
の
懸
念
や
期
待
を
把
握
し
、
意
思
決
定
に
お
い
て

適
切
に
考
慮
す
る
方
法
 

 7.
3 

設
計
・
開
発
 

所
長
又
は
部
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
改
造
、
更
新
等
に
関
す
る
設
計
・
開
発
を
適
切
に
実
施
す

る
た
め
、
設
計
・
開
発
に
関
す
る
管
理
要
領
を
定
め
、
次
の
事
項
を
管
理
す
る
。
 

 7.
3.

1 
設
計
・
開
発
の
計
画

 

(1
) 

工
事
等
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
・
開
発
の
計
画
（
不
適
合
及

び
予
期
せ
ぬ
事
象
の
発
生
等
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
活
動
（

4
.
1(
2
)
(
c)
の
事
項
を
考
慮
し
て
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

計
・
開
発
を
含
む
。
 

  (2
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
計
画
に
お
い
て
、
次
の
事
項
を
明
確
に
す
る
。
 

(a
) 
設
計
・
開
発
の
性
質
、
期
間
及
び
複
雑
さ
の
程
度
 

(b
) 
設
計
・
開
発
の
各
段
階
に
適
し
た
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
の
方
法
並
び
に
管
理
体
制
 

(c
) 
設
計
・
開
発
に
関
す
る
部
署
及
び
要
員
の
責
任
及
び
権
限
 

(d
) 
設
計
・
開
発
に
必
要
な
内
部
及
び
外
部
の
資
源
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
責
任
及
び
権
限
の
明
確
な
割
当
て
を
確
実
に

す
る
た
め
に
、
設
計
・
開
発
に
関
与
す
る
関
係
者
（
他
部
署
を
含
む
。）

間
の
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
を
運
営
管
理

す
る
。
 

(4
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
進
行
に
応
じ
て
、
策
定
し
た
計
画
を
適
切
に
変
更
す
る
。
 

 7.
3.
2 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連
す
る
イ
ン
プ
ッ
ト
を
明
確
に
し
、
記
録
を

作
成
し
、
管
理
す
る
（

4.
2.
4
参
照
）。

イ
ン
プ
ッ
ト
に
は
次
の
事
項
を
含
め
る
。
 

 

(a
) 
機
能
及
び
性
能
に
関
す
る
要
求
事
項
 

(b
) 
適
用
可
能
な
場
合
は
、
以
前
の
類
似
し
た
設
計
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
 

(c
) 
適
用
さ
れ
る
法
令
・
規
制
要
求
事
項
 

(d
) 
設
計
・
開
発
に
不
可
欠
な
そ
の
他
の
要
求
事
項
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
適
切
性
を
レ
ビ
ュ
ー
し
承
認
す
る
。
要

求
事
項
は
、
漏
れ
が
な
く
、
あ
い
ま
い
で
は
な
く
、
か
つ
、
相
反
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

  7.
3.
3 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
機
器
等
の
仕
様
等
）
は
、
設
計
・
開
発
へ

の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
対
比
し
た
検
証
を
行
う
の
に
適
し
た
形
式
に
よ
り
管
理
す
る
。
ま
た
、
次
の
段
階
に
進
め

る
前
に
、
承
認
を
す
る
。
 

(2
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
機
器
等
の
仕
様
等
）
は
、
次
の
状
態
と
す
る
。
 

 

(a
) 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え
ら
れ
た
要
求
事
項
を
満
た
す
。
 

(b
) 
調
達
、
業
務
の
実
施
及
び
廃
棄
物
管
理
施
設
の
使
用
に
対
し
て
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
。
 

(c
) 
関
係
す
る
検
査
及
び
試
験
の
合
否
判
定
基
準
を
含
む
か
、
又
は
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
。
 

(d
) 
安
全
な
使
用
及
び
適
正
な
使
用
に
不
可
欠
な
廃
棄
物
管
理
施
設
の
特
性
を
明
確
に
す
る
。
 

 7.
3.
4 
設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
、
次
の
事
項
を
目
的
と
し
て
、
計
画
さ
れ

行
う
も
の
を
含
む
。）

を
行
う
こ
と
を
含
む
。
）
を
策
定
し
、
管
理
す
る
。
こ
の
設
計
・
開
発
に
は
、

設
備
、
施
設
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
原
子
力
の
安
全
の
た
め
に
重
要
な
手
順
書
等
に
関
す
る
設
計
・

開
発
を
含
む
。
 

(2
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
計
画
に
お
い
て
、
次
の
事
項
を
明
確
に
す
る
。
 

(a
) 

設
計
・
開
発
の
性
質
、
期
間
及
び
複
雑
さ
の
程
度
 

(b
) 

設
計
・
開
発
の
各
段
階
に
適
し
た
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
の
方
法
並
び
に
管
理
体
制
 

(c
) 

設
計
・
開
発
に
関
す
る
部
署
及
び
要
員
の
責
任
及
び
権
限
 

(d
) 

設
計
・
開
発
に
必
要
な
内
部
及
び
外
部
の
資
源
 

(3
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
責
任
及
び
権
限
の
明
確
な
割
当
て

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
設
計
・
開
発
に
関
与
す
る
関
係
者
（
他
部
署
を
含
む
。）

間
の
イ
ン
タ
フ
ェ

ー
ス
を
運
営
管
理
す
る
。
 

(4
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
進
行
に
応
じ
て
、
策
定
し
た
計
画
を
適
切
に
変
更
す
る
。 

 7.
3.

2 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
 

(1
) 

工
事
等
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
要
求
事
項
に
関
連
す
る
イ
ン
プ
ッ

ト
を
明
確
に
し
、
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.4

記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

イ
ン
プ
ッ
ト
に
は
次
の
事
項
を
含
め
る
。
 

（
a)
 
機
能
及
び
性
能
に
関
す
る
要
求
事
項
 

（
b)
 
適
用
可
能
な
場
合
は
、
以
前
の
類
似
し
た
設
計
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
 

（
c)
 
適
用
さ
れ
る
法
令
・
規
制
要
求
事
項
 

（
d)
 
設
計
・
開
発
に
不
可
欠
な
そ
の
他
の
要
求
事
項
 

(2
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
適
切
性
を
レ
ビ
ュ
ー
し
承
認

す
る
。
要
求
事
項
は
、
漏
れ
が
な
く
、
あ
い
ま
い
で
は
な
く
、
か
つ
、
相
反
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
す
る
。
 

 7.
3.

3 
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
 

(1
) 

工
事
等
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
機
器
等
の
仕
様

等
）
は
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
対
比
し
た
検
証
を
行
う
の
に
適
し
た
形
式
に
よ
り
管
理

す
る
。
ま
た
、
次
の
段
階
に
進
め
る
前
に
、
承
認
を
す
る
。

 

(2
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
機
器
等
の
仕
様
等
）
は
、
次
の
状
態

と
す
る
。
 

（
a)
 
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
与
え
ら
れ
た
要
求
事
項
を
満
た
す
。
 

（
b)
 
調
達
、
業
務
の
実
施
及
び
廃
棄
物
管
理
施
設
の
使
用
に
対
し
て
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
。
 

（
c)
 
関
係
す
る
検
査
及
び
試
験
の
合
否
判
定
基
準
を
含
む
か
、
又
は
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
。
 

（
d)
 
安
全
な
使
用
及
び
適
正
な
使
用
に
不
可
欠
な
廃
棄
物
管
理
施
設
の
特
性
を
明
確
に
す
る
。
 

 7.
3.

4 
設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー
 

(1
) 

工
事
等
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
、
次
の
事
項
を
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

た
と
お
り
に
体
系
的
な
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
。
 

 

(a
) 
設
計
・
開
発
の
結
果
が
、
要
求
事
項
を
満
た
せ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
。
 

(b
) 
問
題
を
明
確
に
し
、
必
要
な
処
置
を
提
案
す
る
。
 

(2
) 

レ
ビ
ュ
ー
へ
の
参
加
者
に
は
、
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設
計
・
開
発
段
階
に
関
連
す
る
部
署
を

代
表
す
る
者
及
び
当
該
設
計
・
開
発
に
係
る
専
門
家
を
含
め
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録

を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

 7.
3.
5 
設
計
・
開
発
の
検
証
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
、
設
計
・
開
発
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て

与
え
ら
れ
て
い
る
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
さ
れ
た
と
お
り
に
検
証

を
実
施
す
る
。
 

(2
) 
設
計
・
開
発
の
検
証
に
は
、
原
設
計
者
以
外
の
者
又
は
グ
ル
ー
プ
が
実
施
す
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
検
証
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
作

成
し
、
管
理
す
る
。
 

    7.
3.
6 
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
個
別
業
務
が
、
規

定
さ
れ
た
性
能
、
指
定
さ
れ
た
用
途
又
は
意
図
さ
れ
た
用
途
に
係
る
要
求
事
項
を
満
た
し
得
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
た
め
に
、
計
画
し
た
方
法
に
従
っ
て
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
廃

棄
物
管
理
施
設
の
設
置
の
後
で
な
け
れ
ば
妥
当
性
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
廃
棄
物
管

理
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
を
行
う
。
 

 (2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
実
行
可
能
な
場
合
は
い
つ
で
も
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
使
用
又
は
個
別
業
務
を
実

施
す
る
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
を
完
了
す
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記

録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

 7.
3.
7 
設
計
・
開
発
の
変
更
管
理
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
は
変
更
内
容
を
識
別
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。

 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
変
更
に
対
し
て
、
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
を
適
切
に
行
い
、
そ
の
変

更
を
実
施
す
る
前
に
承
認
す
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
設
計
・
開
発
の
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
が
、
当
該
廃
棄
物
管
理

目
的
と
し
て
、
計
画
さ
れ
た
と
お
り
（「

7
.
3
.1

設
計
・
開
発
の
計
画
」
参
照
）
に
体
系
的
な
レ
ビ
ュ

ー
を
行
う
。
 

(a
) 

設
計
・
開
発
の
結
果
が
、
要
求
事
項
を
満
た
せ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
。
 

(b
) 

問
題
を
明
確
に
し
、
必
要
な
処
置
を
提
案
す
る
。
 

(2
) 

レ
ビ
ュ
ー
へ
の
参
加
者
に
は
、
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設
計
・
開
発
段
階
に
関
連
す
る

部
署
を
代
表
す
る
者
及
び
当
該
設
計
・
開
発
に
係
る
専
門
家
を
含
め
る
。
 

(3
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば

そ
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4
.2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）。

 

 7.
3.

5 
設
計
・
開
発
の
検
証

 

(1
) 

工
事
等
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
か
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
、
設
計
・
開
発

へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確

実
に
す
る
た

め
に
、
計
画
さ
れ
た
と
お
り
（「

7
.
3
.
1
設
計
・
開
発
の
計
画
」
参
照
）
に
検
証
を
実
施
す
る
。
 

(2
) 

設
計
・
開
発
の
検
証
は
、
原
設
計
者
以
外
の
者
又
は
グ
ル
ー
プ
が
実
施
す
る
。
 

(3
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
検
証
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の

記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(4
) 

設
計
・
開
発
を
外
部
委
託
し
た
場
合
に
は
、
担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
引
合
仕
様
書
で
与
え
て
い

る
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
引
合
仕
様
書
と
受
注
者
が
実
施
し
た

設
計
・
開
発
の
結
果
（
受
注
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
承
認
図
書
類
）
と
を
対
比
し
て
検
証
を
実
施
す
る
。
 

 7.
3.

6 
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
 

(1
) 

工
事
等
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
廃
棄
物
管
理
施

設
又
は
個
別
業
務
が
、
規
定
さ
れ
た
性
能
、
指
定
さ
れ
た
用
途
又
は
意
図
さ
れ
た
用
途
に
係
る
要
求

事
項
を
満
た
し
得
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
計
画
し
た
方
法
（「

7
.
3
.1

設
計
・
開
発
の
計

画
」
参
照
）
に
従
っ
て
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
廃
棄
物
管
理

施
設
の
設
置
の
後
で
な
け
れ
ば
妥
当
性
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
廃
棄
物
管
理

施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
を
行
う
。
 

(2
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
実
行
可
能
な
場
合
は
い
つ
で
も
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
使
用
又
は
個
別

業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
を
完
了
す
る
。
 

(3
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
妥
当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要
な
処
置
が
あ
れ

ば
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

 7.
3.

7 
設
計
・
開
発
の
変
更
管
理
 

(1
) 

工
事
等
を
担
当
す
る
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
は
変
更
内
容
を
識

別
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(2
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
変
更
に
対
し
て
、
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
を
適
切
に
行
い
、

そ
の
変
更
を
実
施
す
る
前
に
承
認
す
る
。
 

(3
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
設
計
・
開
発
の
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
が
、
当
該
廃
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

施
設
を
構
成
す
る
要
素
（
材
料
又
は
部
品
）
及
び
関
連
す
る
廃
棄
物
管
理
施
設
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
を
行

う
。
 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要
な
処
置
が

あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

 7.
4 
調
達
 

      7.
4.
1 
調
達
プ
ロ
セ
ス
 

(1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
調
達
す
る
製
品
又
は
役
務
（
以
下
「
調
達
製
品
等
」
と
い
う
。）

が
規
定
さ
れ
た
調

達
要
求
事
項
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
供
給
者
及
び
調
達
製
品
等
に
対
す
る
管
理
の
方

式
と
程
度
を
定
め
る
。
こ
れ
に
は
、
一
般
産
業
用
工
業
品
を
調
達
す
る
場
合
は
、
供
給
者
等
か
ら
必
要
な
情

報
を
入
手
し
、
当
該
一
般
産
業
用
工
業
品
が
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
よ
う
管
理
の

方
法
及
び
程
度
を
含
め
る
。
 

  (3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
供
給
者
が
要
求
事
項
に
従
っ
て
調
達
製
品
等
を
供
給
す
る
能
力
を
判
断
の
根
拠
と

し
て
、
供
給
者
を
評
価
し
、
選
定
す
る
。
ま
た
、
必
要
な
場
合
に
は
再
評
価
す
る
。
 

 (4
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
調
達
製
品
等
の
供
給
者
の
選
定
、
評
価
及
び
再
評
価
の
基
準
を
定
め
る
。
 

  (5
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
供
給
者
の
評
価
の
結
果
の
記
録
及
び
評
価
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
処
置
が
あ
れ

ば
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

(6
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
適
切
な
調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
調
達
製
品
等
の
調
達
後
に
お
け
る
、
維
持

又
は
運
用
に
必
要
な
保
安
に
係
る
技
術
情
報
を
取
得
す
る
た
め
の
方
法
及
び
そ
れ
ら
を
他
の
廃
棄
事
業
者
と

共
有
す
る
場
合
に
必
要
な
処
置
に
関
す
る
方
法
を
含
む
。）

を
定
め
る
。
 

  7.
4.
2 
調
達
要
求
事
項
 

(1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
調
達
製
品
等
に
関
す
る
要
求
事
項
を
仕
様
書
に
て
明
確
に
し
、
必
要
な
場
合
に
は
、

次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
事
項
を
含
め
る
。
 

(a
) 
製
品
、
業
務
の
手
順
、
プ
ロ
セ
ス
及
び
設
備
の
承
認
に
関
す
る
要
求
事
項
 

棄
物
管
理
施
設
を
構
成
す
る
要
素
（
材
料
又
は
部
品
）
及
び
廃
棄
物
管
理
施
設
に
及
ぼ
す
影
響
の
評

価
を
行
う
。
 

(4
) 

担
当
部
長
又
は
課
長
は
、
変
更
の
レ
ビ
ュ
ー
、
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
の
結
果
の
記
録
及
び
必
要

な
処
置
が
あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）。

 

 7.
4 

調
達
 

所
長
又
は
部
長
は
、
調
達
す
る
製
品
又
は
役
務
（
以
下
「
調
達
製
品
等
」
と
い
う
。
）
の
調
達
を
適
切

に
実
施
す
る
た
め
、
調
達
に
関
す
る
管
理
要
領
「
大
洗
研
究
所
調
達
管
理
要
領
」
を
定
め
、
次
の
事
項
を

管
理
す
る
。
 

ま
た
、
契
約
部
長
は
、
供
給
先
の
評
価
・
選
定
に
関
す
る
要
領
を
定
め
、
本
部
契
約
に
関
す
る
業
務
を

実
施
す
る
。
 

 7.
4.

1 
調
達
プ
ロ
セ
ス
 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
調
達
製
品
等
が
規
定
さ
れ
た
調
達
要
求
事
項
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
実
に
す

る
。
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
供
給
者
及
び
調
達
製
品
等
に
対
す
る
管
理

の
方
式
と
程
度
（
力
量
を
有
す
る
者
を
組
織
の
外
部
か
ら
確
保
す
る
際
に
、
外
部
へ
の
業
務
委
託
の

範
囲
を
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
に
明
確
に
定
め
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
定
め
る
。
こ
れ
に
は
、
一

般
産
業
用
工
業
品
を
調
達
す
る
場
合
は
、
供
給
者
等
か
ら
必
要
な
情
報
を
入
手
し
、
当
該
一
般
産
業

用
工
業
品
が
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
よ
う
管
理
の
方
法
及
び
程
度
を
含

め
る
。
 

(3
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
供
給
者
が
要
求
事
項
に
従
っ
て
調
達
製
品
等
を
供
給
す
る
能
力
を
判
断
の
根

拠
と
し
て
、
技
術
的
能
力
や
品
質
管
理
体
制
等
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
て
供
給
者
を
評
価
し
、
選

定
す
る
。
ま
た
、
供
給
者
に
関
す
る
情
報
の
更
新
等
に
よ
り
必
要
な
場
合
に
は
再
評
価
す
る
。
 

(4
) 

調
達
製
品
等
の
供
給
者
の
選
定
、
評
価
及
び
再
評
価
の
基
準
は
、
研
究
所
の
調
達
に
関
す
る
管
理

要
領
「
大
洗
研
究
所
調
達
管
理
要
領
」
及
び
本
部
の
供
給
先
の
評
価
・
選
定
に
関
す
る
要
領
に
定
め

る
。
 

(5
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
供
給
者
の
評
価
の
結
果
の
記
録
及
び
評
価
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
処
置
が

あ
れ
ば
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（
「
4
.2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）。

 

(6
) 

所
長
又
は
部
長
は
、
調
達
製
品
等
の
調
達
後
に
お
け
る
、
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
保
安
に
係
る

技
術
情
報
を
調
達
先
か
ら
取
得
す
る
た
め
の
方
法
及
び
そ
れ
ら
を
他
の
廃
棄
物
管
理
事
業
者
と
共

有
す
る
場
合
に
必
要
な
処
置
に
関
す
る
方
法
を
調
達
に
関
す
る
管
理
要
領
「
大
洗
研
究
所
調
達
管
理

要
領
」
に
定
め
る
。
 

 7.
4.

2 
調
達
要
求
事
項
 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
調
達
製
品
等
に
関
す
る
要
求
事
項
を
引
合
仕
様
書
に
て
明
確
に
し
、
必
要
な

場
合
に
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
事
項
を
含
め
る
。

 

(a
) 

製
品
、
業
務
の
手
順
、
プ
ロ
セ
ス
及
び
設
備
の
承
認
に
関
す
る
要
求
事
項
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

(b
) 
要
員
の
力
量
（
適
格
性
を
含
む
。）

確
認
に
関
す
る
要
求
事
項
 

(c
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
要
求
事
項
 

(d
) 
不
適
合
の
報
告
及
び
処
理
に
関
す
る
要
求
事
項
 

(e
) 
安
全
文
化
を
育
成
し
維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
必
要
な
要
求
事
項
 

(f
) 
一
般
産
業
用
工
業
品
を
機
器
等
に
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
評
価
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(g
) 
そ
の
他
調
達
物
品
等
に
関
し
必
要
な
要
求
事
項
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
前
項
に
加
え
、
調
達
製
品
等
の
要
求
事
項
と
し
て
、
供
給
者
の
工
場
等
に
お
い
て

使
用
前
事
業
者
検
査
又
は
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
際
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
職
員
に
よ
る
当
該
工
場
等
へ

の
立
入
り
に
関
す
る
こ
と
を
含
め
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
供
給
者
に
調
達
製
品
等
に
関
す
る
情
報
を
伝
達
す
る
前
に
、
規
定
し
た
調
達
要
求

事
項
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
調
達
製
品
等
を
受
領
す
る
場
合
に
は
、
調
達
製
品
等
の
供
給
者
に
対
し
、
調
達
要

求
事
項
へ
の
適
合
状
況
を
記
録
し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
る
。

 

 7.
4.
3 
調
達
製
品
等
の
検
証
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
調
達
製
品
等
が
、
規
定
し
た
調
達
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
す

る
た
め
に
、
必
要
な
検
査
又
は
そ
の
他
の
活
動
を
定
め
て
検
証
を
実
施
す
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
供
給
者
先
で
検
証
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
検
証
の
要
領
及
び

調
達
製
品
等
の
リ
リ
ー
ス
（
出
荷
許
可
）
の
方
法
を
調
達
要
求
事
項
の
中
で
明
確
に
す
る
。
 

      7.
5 
業
務
の
実
施
 

   7.
5.
1 
個
別
業
務
の
管
理
 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
個
別
業
務
の
計
画
に
従
っ
て
業
務
を
管
理
さ
れ
た
状
態
で
実
施
す
る
。
管
理
さ
れ
た

状
態
に
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
 

  

(1
) 
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
利
用
で
き
る
。
 

  (2
) 
必
要
な
時
に
、
作
業
手
順
が
利
用
で
き
る
。
 

(b
) 

要
員
の
力
量
（
適
格
性
を
含
む
。）

確
認
に
関
す
る
要
求
事
項
 

(c
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
要
求
事
項

 

(d
) 

不
適
合
の
報
告
及
び
処
理
に
関
す
る
要
求
事
項
 

(e
) 

安
全
文
化
を
育
成
し
維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
必
要
な
要
求
事
項
 

(f
) 

一
般
産
業
用
工
業
品
を
機
器
等
に
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
評
価
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(g
) 

そ
の
他
調
達
物
品
等
に
関
し
必
要
な
要
求
事
項
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
前
項
に
加
え
、
調
達
製
品
等
の
要
求
事
項
と
し
て
、
供
給
者
の
工
場
等
に
お

い
て
使
用
前
事
業
者
検
査
又
は
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
際
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
職
員
に
よ
る
当

該
工
場
等
へ
の
立
入
り
に
関
す
る
こ
と
を
含
め
る
。
 

(3
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
供
給
者
に
調
達
製
品
等
に
関
す
る
情
報
を
伝
達
す
る
前
に
、
規
定
し
た
調
達

要
求
事
項
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(4
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
調
達
製
品
等
を
受
領
す
る
場
合
に
は
、
調
達
製
品
等
の
供
給
者
に
対
し
、
調

達
要
求
事
項
へ
の
適
合
状
況
を
記
録
し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
る
。
 

 7.
4.

3 
調
達
製
品
等
の
検
証

 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
調
達
製
品
等
が
、
規
定
し
た
調
達
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
た
め
に
、
必
要
な
検
査
又
は
そ
の
他
の
活
動
を
引
合
仕
様
書
に
定
め
て
、
次
の
事
項
の
う
ち

該
当
す
る
方
法
で
検
証
を
実
施
す
る
。
 

(a
) 

受
入
検
査
（
記
録
確
認
を
含
む
。）

 

(b
) 

立
会
検
査
（
供
給
者
先
、
現
地
）
 

(c
) 

そ
の
他
（
書
類
審
査
、
受
注
者
監
査
）
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
供
給
者
先
で
検
証
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
検
証
の
要
領

及
び
調
達
製
品
等
の
リ
リ
ー
ス
（
出
荷
許
可
）
の
方
法
を
調
達
要
求
事
項
（
「

7
.4
.
2
調
達
要
求
事

項
」
参
照
）
の
中
で
明
確
に
す
る
。
 

 7.
5 

業
務
の
実
施
 

所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
の
計
画
（「

7.
1
業
務
の
計
画
」
参
照
）
に
従
っ
て
、
次
の
事
項
を

実
施
す
る
。
 

 7.
5.

1 
個
別
業
務
の
管
理
 

所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
運
転
管
理
、
施
設
管
理
、
核
燃
料
物

質
の
管
理
等
の
保
安
活
動
に
つ
い
て
、
個
別
業
務
の
計
画
に
従
っ
て
業
務
を
管
理
さ
れ
た
状
態
で
実
施

す
る
。
 

管
理
さ
れ
た
状
態
に
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
 

(1
) 

原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
に
、
次
の
事
項
を
含
む
必
要
な
情
報
が
利
用
で
き
る
。
 

・
保
安
の
た
め
に
使
用
す
る
機
器
等
又
は
実
施
す
る
個
別
業
務
の
特
性
 

・
当
該
機
器
等
の
使
用
又
は
個
別
業
務
の
実
施
に
よ
り
達
成
す
べ
き
結
果
 

(2
) 

必
要
な
時
に
、
作
業
手
順
が
利
用
で
き
る
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

(3
) 
適
切
な
設
備
を
使
用
し
て
い
る
。
 

(4
) 
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
が
利
用
で
き
、
使
用
し
て
い
る
。
 

(5
) 
監
視
及
び
測
定
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 

(6
) 
業
務
の
リ
リ
ー
ス
（
次
工
程
へ
の
引
渡
し
）
が
規
定
ど
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 

 7.
5.
2 
個
別
業
務
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
実
施
の
過
程
で
結
果
と
し
て
生
じ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
、
そ
れ
以
降
の
監
視

又
は
測
定
で
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
該
当
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
を

行
う
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
業
務
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
で
し
か
不
具
合
が
顕
在
化
し
な
い
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
が
含
ま
れ
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
が
計
画
ど
お
り
の
結
果
を
出
せ
る

こ
と
を
実
証
す
る
。
 

(3
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
妥
当
性
確
認
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

 (4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
ん
だ
管

理
の
方
法
を
明
確
に
す
る
。
 

(a
) 
プ
ロ
セ
ス
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
承
認
の
た
め
の
明
確
な
基
準
 

(b
) 
妥
当
性
確
認
に
用
い
る
設
備
の
承
認
及
び
要
員
の
力
量
の
確
認
の
方
法
 

(c
) 
妥
当
性
確
認
の
方
法
 

(d
) 
記
録
に
関
す
る
要
求
事
項

 

 7.
5.
3 
識
別
管
理
及
び
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
 

(1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
全
過
程
に
お
い
て
適
切
な
手
段
で
業
務
・
廃
棄
物
管
理

施
設
の
状
態
を
識
別
し
、
管
理
す
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
が
要
求
事
項
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管

理
施
設
に
つ
い
て
固
有
の
識
別
を
し
、
そ
の
記
録
を
管
理
す
る
。
 

 7.
5.
4 
組
織
外
の
所
有
物
 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
組
織
外
の
所
有
物
の
う
ち
原
子
力
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
も
の
に

つ
い
て
、
当
該
機
器
等
に
対
す
る
識
別
や
保
護
な
ど
取
扱
い
に
注
意
を
払
い
、
必
要
に
応
じ
て
記
録
を
作
成
し
、

管
理
す
る
。
 

     7.
5.
5 
調
達
製
品
の
保
存
 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
調
達
製
品
の
検
収
後
、
受
入
か
ら
据
付
、
使
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
調
達
製
品
を
要

(3
) 

適
切
な
設
備
を
使
用
し
て
い
る
。
 

(4
) 

監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
が
利
用
で
き
、
使
用
し
て
い
る
。
 

(5
) 

監
視
及
び
測
定
が
実
施
さ
れ
て
い
る

(
「
8
.
2
.
3
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
」
参
照

)
。
 

(6
) 

業
務
の
リ
リ
ー
ス
（
次
工
程
へ
の
引
渡
し
）
が
規
定
ど
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 

 7.
5.

2 
個
別
業
務
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
実
施
の
過
程
で
結
果
と
し
て
生
じ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
、
そ
れ
以
降
の

監
視
又
は
測
定
で
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
該
当
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥

当
性
確
認
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
業
務
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
で
し
か
不
具
合
が
顕
在

化
し
な
い
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
含
ま
れ
る
。
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
が
計
画
ど
お
り
の
結
果
を
出

せ
る
こ
と
を
実
証
す
る
。
 

(3
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
妥
当
性
確
認
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る

（「
4.

2.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(4
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
含
ん

だ
管
理
の
方
法
を
個
別
業
務
の
計
画
の
中
で
明
確
に
す
る
。

 

(a
) 

プ
ロ
セ
ス
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
承
認
の
た
め
の
明
確
な
基
準
 

(b
) 

妥
当
性
確
認
に
用
い
る
設
備
の
承
認
及
び
要
員
の
力
量
の
確
認
の
方
法
 

(c
) 

妥
当
性
確
認
の
方
法
（
所
定
の
方
法
及
び
手
順
を
変
更
し
た
場
合
の
再
確
認
を
含
む
。）

 

(d
) 

記
録
に
関
す
る
要
求
事
項
 

 7.
5.

3 
識
別
管
理
及
び
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
全
過
程
に
お
い
て
、
監
視
及
び
測
定
の
要
求
事
項

に
関
連
し
て
適
切
な
手
段
で
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
を
識
別
し
、
管
理
す
る
。
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
が
要
求
事
項
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
業
務
・
廃
棄

物
管
理
施
設
に
つ
い
て
固
有
の
識
別
を
し
、
そ
の
記
録
を
管
理
す
る
（「

4
.
2
.4

記
録
の
管
理
」
参

照
）。

 

 7.
5.

4 
組
織
外
の
所
有
物
 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
管
理
下
に
あ
る
組
織
外
の
所
有
物
の
う
ち
原
子
力
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す

可
能
性
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
機
器
等
に
対
す
る
紛
失
、
損
傷
等
を
防
ぐ
た
め
リ
ス
ト
化
し
、

識
別
や
保
護
な
ど
取
扱
い
に
注
意
を
払
い
、
紛
失
、
損
傷
し
た
場
合
は
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る

（「
4.

2.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
前
項
の
組
織
外
の
所
有
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
管
理
下
に
あ
る
間
は
、
原
子

力
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
適
切
に
取
り
扱
う
。
 

 7.
5.

5 
調
達
製
品
の
保
存
 

部
長
及
び
課
長
は
、
調
達
製
品
の
検
収
後
、
受
入
れ
か
ら
据
付
け
、
使
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
調
達
製
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
し
た
状
態
の
ま
ま
保
存
す
る
。
こ
の
保
存
に
は
、
識
別
表
示
、
取
扱
い
、
包
装
、
保
管

及
び
保
護
を
含
め
る
。
 

な
お
、
保
存
は
、
取
替
品
、
予
備
品
に
も
適
用
す
る
。
 

 7.
6 
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
の
管
理
 

(1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
を
実
証
す
る
た
め
に
、

実
施
す
べ
き
監
視
及
び
測
定
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
を
明

確
に
す
る
。
 

(2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
監
視
及
び
測
定
の
要
求
事
項
と
の
整
合
性
を
確
保
で
き
る
方
法
で
監
視
及
び
測
定

が
実
施
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(3
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
測
定
値
の
正
当
性
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
測
定
機
器
に
関
し
、

次
の
事
項
を
満
た
す
よ
う
に
す
る
。
 

(a
) 

定
め
ら
れ
た
間
隔
又
は
使
用
前
に
、
国
際
又
は
国
家
計
量
標
準
に
ト
レ
ー
ス
可
能
な
計
量
標
準
に
照
ら

し
て
校
正
又
は
検
証
す
る
。
そ
の
よ
う
な
標
準
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
校
正
又
は
検
証
に
用
い
た
基

準
を
記
録
し
、
管
理
す
る
（
4.

2.
4
参
照
）。

 

(b
) 
機
器
の
調
整
を
す
る
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
再
調
整
す
る
。
 

(c
) 
校
正
の
状
態
が
明
確
に
で
き
る
識
別
を
す
る
。
 

(d
) 
測
定
し
た
結
果
が
無
効
に
な
る
よ
う
な
操
作
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

(e
) 
取
扱
い
、
保
守
及
び
保
管
に
お
い
て
、
損
傷
及
び
劣
化
し
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
。

 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
測
定
機
器
が
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

測
定
機
器
で
そ
れ
ま
で
に
測
定
し
た
結
果
の
妥
当
性
を
評
価
し
、
記
録
す
る
。
ま
た
、
そ
の
機
器
及
び
影
響

を
受
け
た
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
し
て
、
適
切
な
処
置
を
行
う
。
 

 (5
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
の
校
正
及
び
検
証
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す

る
。
 

(6
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
規
定
要
求
事
項
に
か
か
わ
る
監
視
及
び
測
定
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

使
う
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
組
み
込
ん
だ
シ
ス
テ
ム
が
意
図
し
た
監
視
及
び
測

定
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
の
確
認
は
、
最
初
に
使
用
す
る
の
に
先
立
っ
て
実
施
す
る
。
 

  8.
 評

価
及
び
改
善
 

8.
1 
一
般
 

(1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
必
要
と
な
る
監
視
測
定
、
分
析
、
評
価
及
び
改
善
の
プ
ロ
セ
ス
を
「

8.
2
監
視
及
び

測
定
」
か
ら
「

8.
5
改
善
」
に
従
っ
て
計
画
し
、
実
施
す
る
。
 

 

な
お
、
改
善
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
関
係
す
る
管
理
者
等
を
含
め
て
改
善
の
必
要
性
、
方
針
、
方
法
等
に
つ
い

て
検
討
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
含
む
。
 

 

品
を
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
し
た
状
態
の
ま
ま
保
存
す
る
。
こ
の
保
存
に
は
、
識
別
表
示
、
取
扱

い
、
包
装
、
保
管
及
び
保
護
を
含
め
る
。
 

な
お
、
保
存
は
、
取
替
品
、
予
備
品
に
も
適
用
す
る
。
 

 7.
6 

監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
の
管
理
 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
を
実
証
す
る
た

め
に
、
実
施
す
べ
き
監
視
及
び
測
定
を
個
別
業
務
の
計
画
の
中
で
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め

に
必
要
な
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
を
明
確
に
す
る
。
 

(2
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
監
視
及
び
測
定
の
要
求
事
項
と
の
整
合
性
を
確
保
で
き
る
方
法
で
監
視
及
び

測
定
が
実
施
で
き
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(3
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
測
定
値
の
正
当
性
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
測
定
機
器
に

関
し
、
次
の
事
項
を
満
た
す
よ
う
に
す
る
。
 

(a
) 

定
め
ら
れ
た
間
隔
又
は
使
用
前
に
、
国
際
又
は
国
家
計
量
標
準
に
ト
レ
ー
ス
可
能
な
計
量
標
準
に

照
ら
し
て
校
正
又
は
検
証
す
る
。
そ
の
よ
う
な
標
準
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
校
正
又
は
検
証
に

用
い
た
基
準
を
記
録
し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(b
) 

機
器
の
調
整
を
す
る
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
再
調
整
す
る
。
 

(c
) 

校
正
の
状
態
が
明
確
に
で
き
る
識
別
を
す
る
。
 

(d
) 

測
定
し
た
結
果
が
無
効
に
な
る
よ
う
な
操
作
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

(e
) 

取
扱
い
、
保
守
及
び
保
管
に
お
い
て
、
損
傷
及
び
劣
化
し
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
。
 

(4
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
測
定
機
器
が
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
測
定
機
器
で
そ
れ
ま
で
に
測
定
し
た
結
果
の
妥
当
性
を
評
価
し
、
記
録
す
る
（「

4
.2
.
4
記
録
の

管
理
」
参
照
）。

ま
た
、
そ
の
機
器
及
び
影
響
を
受
け
た
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
し
て
、
適
切

な
処
置
を
行
う
。
 

(5
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
監
視
機
器
及
び
測
定
機
器
の
校
正
及
び
検
証
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、

管
理
す
る
（「

4.
2
.4

記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(6
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
規
定
要
求
事
項
に
か
か
わ
る
監
視
及
び
測
定
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
を
使
う
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
組
み
込
ん
だ
シ
ス
テ
ム
が
意
図

し
た
監
視
及
び
測
定
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
の
確
認
は
、
最
初
に
使
用
す
る
の
に
先
立

っ
て
実
施
す
る
。
 

 8．
評
価
及
び
改
善
 

8.
1 

一
般
 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部

長
及
び
課
長
は
、
次
の
事
項
の
た
め
に
必
要
と
な
る
監
視
測
定
、
分
析
、
評
価
及
び
改
善
の
プ
ロ
セ

ス
を
「

8.
2
監
視
及
び
測
定
」
か
ら
「

8.
5
改
善
」
に
従
っ
て
計
画
し
、
実
施
す
る
。
 

な
お
、
改
善
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
関
係
す
る
管
理
者
等
を
含
め
て
改
善
の
必
要
性
、
方
針
、
方
法

等
に
つ
い
て
検
討
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
含
む
。
 

(a
) 

業
務
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
実
証
す
る
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

  

(2
) 
監
視
測
定
の
結
果
は
、
必
要
な
際
に
、
要
員
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

 8.
2 
監
視
及
び
測
定
 

8.
2.
1 
組
織
の
外
部
の
者
の
意
見
 

(1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
の
測
定
の
一
つ
と
し
て
、

原
子
力
の
安
全
を
達
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
組
織
の
外
部
の
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
る

か
に
つ
い
て
の
情
報
を
外
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
入
手
し
、
監
視
す
る
。
 

  (2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
前
項
で
得
ら
れ
た
情
報
を
分
析
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
等
に
よ
る
改
善
の

た
め
の
情
報
に
反
映
す
る
。
 

 8.
2.
2 
内
部
監
査
 

(1
) 
理
事
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
次
の
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
、

毎
年
度
１
回
以
上
、
内
部
監
査
の
対
象
業
務
に
関
与
し
な
い
要
員
に
よ
り
、
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
長
に
内
部
監

査
を
実
施
さ
せ
る
。
 

(a
) 
本
品
質
管
理
計
画
の
要
求
事
項
 

(b
) 
実
効
性
の
あ
る
実
施
及
び
実
効
性
の
維
持
 

(2
) 
理
事
長
は
、
内
部
監
査
の
判
定
基
準
、
監
査
対
象
、
頻
度
、
方
法
及
び
責
任
を
定
め
る
。
 

(3
) 
理
事
長
は
、
内
部
監
査
の
対
象
と
な
り
得
る
部
門
、
個
別
業
務
、
プ
ロ
セ
ス
、
そ
の
他
の
領
域
（
以
下
「
領

域
」
と
い
う
。）

の
状
態
及
び
重
要
性
並
び
に
従
前
の
監
査
の
結
果
を
考
慮
し
て
内
部
監
査
の
対
象
を
選
定
す

る
と
と
も
に
、
内
部
監
査
に
関
す
る
基
本
計
画
を
策
定
し
、
実
施
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
部
監
査
の
実
効

性
を
維
持
す
る
。
ま
た
、
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
長
は
、
前
述
の
基
本
計
画
を
受
け
て
実
施
計
画
を
策
定
し
内
部

監
査
を
行
う
。
 

(4
) 
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
長
は
、
内
部
監
査
を
行
う
要
員
（
以
下
「
内
部
監
査
員
」
と
い
う
。）

の
選
定
及
び
内
部

監
査
の
実
施
に
お
い
て
、
客
観
性
及
び
公
平
性
を
確
保
す
る
。
 

(5
) 

監
査
プ
ロ
セ
ス
の
長
は
、
内
部
監
査
員
に
自
ら
の
個
別
業
務
又
は
管
理
下
に
あ
る
個
別
業
務
に
関
す
る
内

部
監
査
を
さ
せ
な
い
。
 

(6
) 

理
事
長
は
、
監
査
に
関
す
る
計
画
の
作
成
及
び
実
施
並
び
に
監
査
結
果
の
報
告
並
び
に
記
録
の
作
成
及
び

管
理
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任
及
び
権
限
並
び
に
監
査
に
係
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し
た
手
順
を
定
め
る
。
 

 (7
) 

監
査
プ
ロ
セ
ス
の
長
は
、
理
事
長
に
監
査
結
果
を
報
告
し
、
内
部
監
査
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
領
域

に
責
任
を
有
す
る
管
理
者
に
内
部
監
査
結
果
を
通
知
す
る
。

 

(8
) 

内
部
監
査
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
領
域
に
責
任
を
有
す
る
管
理
者
は
、
前
項
に
お
い
て
不
適
合
が
発

見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
及
び
是
正
処
置
を
遅
滞
な
く
講
ず
る
と
と
も
に
、

当
該
措
置
の
検
証
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
長
に
報
告
す
る
。
 

(b
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
合
性
を
確
実
に
す
る
。
 

(c
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。
 

(2
) 

監
視
測
定
の
結
果
は
、
必
要
な
際
に
、
要
員
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

 8.
2 

監
視
及
び
測
定
 

8.
2.

1
組
織
の
外
部
の
者
の
意
見
 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部

長
及
び
課
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
成
果
を
含
む
実
施
状
況
の
測
定
の
一
つ
と
し

て
、
原
子
力
の
安
全
を
確
保
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
組
織
の
外
部
の
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け

と
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
情
報
を
外
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
「

7
.2
.
3
外
部
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
参
照
）
に
よ
り
入
手
し
、
監
視
す
る
。
 

(2
) 

こ
の
情
報
は
、
分
析
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
等
に
よ
る
改
善
の
た
め
の
情
報
に
反
映
す
る
。 

  8.
2.

2 
内
部
監
査
 

(1
) 

理
事
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
次
の
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す

る
た
め
、
毎
年
度
１
回
以
上
、
内
部
監
査
の
対
象
業
務
に
関
与
し
な
い
要
員
に
よ
り
、
統
括
監
査
の

職
に
内
部
監
査
を
実
施
さ
せ
る
。
 

(a
) 

本
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
書
の
要
求
事
項
 

(b
) 

実
効
性
の
あ
る
実
施
及
び
実
効
性
の
維
持
 

(2
) 

理
事
長
は
、
内
部
監
査
の
判
定
基
準
、
監
査
対
象
、
頻
度
、
方
法
及
び
責
任
を
定
め
る
。
 

(3
) 

理
事
長
は
、
内
部
監
査
の
対
象
と
な
り
得
る
部
門
、
個
別
業
務
、
プ
ロ
セ
ス
、
そ
の
他
の
領
域
（
以

下
「
領
域
」
と
い
う
。）

の
状
態
及
び
重
要
性
並
び
に
従
前
の
監
査
の
結
果
を
考
慮
し
て
内
部
監
査

の
対
象
を
選
定
す
る
と
と
も
に
、
内
部
監
査
に
関
す
る
基
本
計
画
を
策
定
し
、
実
施
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
内
部
監
査
の
実
効
性
を
維
持
す
る
。
ま
た
、
統
括
監
査
の
職
は
、
前
述
の
基
本
計
画
を
受
け

て
実
施
計
画
を
策
定
し
内
部
監
査
を
行
う
。
 

(4
) 

統
括
監
査
の
職
は
、
内
部
監
査
を
行
う
要
員
（
以
下
「
内
部
監
査
員
」
と
い
う
。）

の
選
定
及
び
内

部
監
査
の
実
施
に
お
い
て
、
客
観
性
及
び
公
平
性
を
確
保
す
る
。
 

(5
) 

統
括
監
査
の
職
は
、
内
部
監
査
員
に
自
ら
の
個
別
業
務
又
は
管
理
下
に
あ
る
個
別
業
務
に
関
す
る

内
部
監
査
を
さ
せ
な
い
。
 

(6
) 

理
事
長
は
、
監
査
に
関
す
る
計
画
の
作
成
及
び
実
施
並
び
に
監
査
結
果
の
報
告
並
び
に
記
録
の
作

成
及
び
管
理
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任
及
び
権
限
並
び
に
監
査
に
係
る
要
求
事
項
を
「
原
子
力
安
全
監

査
実
施
要
領
」
に
定
め
る
。
 

(7
) 

統
括
監
査
の
職
は
、
理
事
長
に
監
査
結
果
を
報
告
し
、
内
部
監
査
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
領

域
に
責
任
を
有
す
る
管
理
者
に
内
部
監
査
結
果
を
通
知
す
る
。
 

(8
) 

内
部
監
査
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
領
域
に
責
任
を
有
す
る
管
理
者
は
、
前
項
に
お
い
て
不
適

合
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
及
び
是
正
処
置
を
遅
滞
な
く
講
じ

る
と
と
も
に
、
当
該
措
置
の
検
証
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
統
括
監
査
の
職
に
報
告
す
る
。
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

 8.
2.
3 
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
 

(1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
を
行
う
。
 

こ
の
監
視
及
び
測
定
の
対
象
に
は
機
器
等
及
び
保
安
活
動
に
係
る
不
適
合
に
つ
い
て
の
強
化
す
べ
き
分
野

等
に
関
す
る
情
報
を
含
め
る
。
ま
た
、
監
視
及
び
測
定
の
方
法
に
は
、
次
の
事
項
を
含
め
る
。
 

   

(a
) 
監
視
及
び
測
定
の
時
期
 

(b
) 
監
視
及
び
測
定
の
結
果
の
分
析
及
び
評
価
の
方
法
 

(2
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
の
実
施
に
当
た
り
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、

保
安
活
動
指
標
を
用
い
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
が
計
画
ど
お
り
の
結
果

を
達
成
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
、
そ
の
結
果
に
応

じ
て
、
保
安
活
動
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
う
。

 

(5
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
計
画
ど
お
り
の
結
果
が
達
成
で
き
な
い
又
は
達
成
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
を
特
定
し
、
適
切
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
行
う
。
 

 8.
2.
4 
検
査
及
び
試
験
 

 (1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
要
求
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
、

個
別
業
務
の
計
画
に
従
っ
て
、
適
切
な
段
階
で
使
用
前
事
業
者
検
査
等
又
は
自
主
検
査
等
を
実
施
す
る
。
 

 (2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
検
査
及
び
試
験
の
合
否
判
定
基
準
へ
の
適
合
の
証
拠
と
な
る
使
用
前
事
業
者
検
査

等
又
は
自
主
検
査
等
の
結
果
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

(3
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
リ
リ
ー
ス
（
次
工
程
へ
の
引
渡
し
）
を
正
式
に
許
可
し
た
人
が
特
定
で
き
る
よ
う

記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。

 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
個
別
業
務
の
計
画
で
決
め
た
検
査
及
び
試
験
が
支
障
な
く
完
了
す
る
ま
で
は
、
当

該
機
器
等
や
廃
棄
物
管
理
施
設
を
運
転
、
使
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
の
権
限
を
も
つ
者
が
、
個
別
業
務

の
計
画
に
定
め
る
手
順
に
よ
り
承
認
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(5
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
使
用
前
事
業
者
検
査
等
の
中
立
性
及
び
信
頼
性

が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
検
査
す
る
要
員
の
独
立
性
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
自
主
検
査
等
の
検
査
及
び
試
験
要

員
の
独
立
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
 

  8.
3 
不
適
合
管
理
 

 

 8.
2.

3 
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
 

(1
) 

理
事
長
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
部
長
及

び
課
長
は
、
表

8.
2
.
3
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
を
基
本
と
し

て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
を
行
う
。
 

こ
の
監
視
及
び
測
定
の
対
象
に
は
機
器
等
及
び
保
安
活
動
に
係
る
不
適
合
に
つ
い
て
の
強
化
す
べ
き

分
野
等
に
関
す
る
情
報
を
含
め
る
。
 

ま
た
、
監
視
及
び
測
定
の
方
法
に
は
、
次
の
事
項
を
含
め
る
。
 

(a
) 

監
視
及
び
測
定
の
時
期

 

(b
) 

監
視
及
び
測
定
の
結
果
の
分
析
及
び
評
価
の
方
法
 

(2
) 

こ
れ
ら
の
実
施
に
当
た
り
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
保
安
活
動
指
標
を
用
い
る
。
 

 (3
) 

こ
れ
ら
の
方
法
は
、
プ
ロ
セ
ス
が
計
画
ど
お
り
の
結
果
を
達
成
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
実
証
す

る
も
の
と
す
る
。
 

(4
) 

所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
、
そ

の
結
果
に
応
じ
て
、
保
安
活
動
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
う
。
 

(5
) 

計
画
ど
お
り
の
結
果
が
達
成
で
き
な
い
又
は
達
成
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
プ

ロ
セ
ス
の
問
題
を
特
定
し
、
適
切
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
行
う
。
 

 8.
2.

4 
検
査
及
び
試
験
 

自
主
検
査
及
び
試
験
を
行
う
部
長
は
、
検
査
・
試
験
の
管
理
要
領
を
定
め
、
次
の
事
項
を
管
理
す
る
。 

(1
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
要
求
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
た
め

に
、
個
別
業
務
の
計
画
（「

7.
1
業
務
の
計
画
」
参
照
）
に
従
っ
て
、
適
切
な
段
階
で
使
用
前
事
業
者

検
査
等
又
は
自
主
検
査
等
を
実
施
す
る
。
 

(2
)
 
検
査
及
び
試
験
の
合
否
判
定
基
準
へ
の
適
合
の
証
拠
と
な
る
使
用
前
事
業
者
検
査
等
又
は
自
主

検
査
等
の
結
果
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）。

 

(3
) 

記
録
に
は
、
リ
リ
ー
ス
（
次
工
程
へ
の
引
渡
し
）
を
正
式
に
許
可
し
た
人
を
明
記
す
る
。
 

 (4
) 

個
別
業
務
の
計
画
（「

7
.
1
業
務
の
計
画
」
参
照
）
で
決
め
た
検
査
及
び
試
験
が
支
障
な
く
完
了
す

る
ま
で
は
、
当
該
機
器
等
や
廃
棄
物
管
理
施
設
を
運
転
、
使
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
の
権
限
を

も
つ
者
が
、
個
別
業
務
の
計
画
に
定
め
る
手
順
に
よ
り
承
認
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(5
) 

原
子
力
施
設
検
査
室
長
は
、
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
使
用
前
事
業
者
検
査
等
の
中
立
性

及
び
信
頼
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
検
査
す
る
要
員
の
独
立
性
を
確
保
す
る
。
 

ま
た
、
自
主
検
査
及
び
試
験
を
行
う
部
長
及
び
課
長
は
、
自
主
検
査
等
の
検
査
及
び
試
験
要
員
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
 

 8.
3 

不
適
合
管
理
 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
又
は
部
長
は
、
不
適
合
の
処
理
に
関
す
る
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

   (1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
況
が
放
置
さ
れ
、

運
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
識
別
し
、
管
理
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

(2
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
不
適
合
の
処
理
に
関
す
る
管
理
の
手
順
及
び
そ
れ
に
関
す
る
責
任
と
権
限
を
定
め
、

こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

(3
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
不
適
合
を
処
理
す
る
。
 

 

(a
) 
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の
処
置
を
行
う
。
 

(b
) 
不
適
合
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
手
順
に
よ
り
原
子
力
の
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
評
価
し
、

当
該
業
務
や
機
器
等
の
使
用
に
関
す
る
権
限
を
も
つ
者
が
、
特
別
採
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
使
用
、
リ
リ
ー

ス
(次

工
程
へ
の
引
渡
し

)又
は
合
格
と
判
定
す
る
こ
と
を
正
式
に
許
可
す
る
。
 

(c
) 
本
来
の
意
図
さ
れ
た
使
用
又
は
適
用
が
で
き
な
い
よ
う
な
処
置
を
と
る
。
 

(d
) 

外
部
へ
の
引
渡
し
後
又
は
業
務
の
実
施
後
に
不
適
合
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
適
合
に
よ
る

影
響
又
は
起
こ
り
得
る
影
響
に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
と
る
。
 

(4
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
に
修
正
を
施
し
た
場
合
は
、
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
を

実
証
す
る
た
め
の
検
証
を
行
う
。
 

(5
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
不
適
合
の
性
質
の
記
録
及
び
不
適
合
に
対
し
て
と
ら
れ
た
特
別
採
用
を
含
む
処
置

の
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

       8.
4 
デ
ー
タ
の
分
析
及
び
評
価

 

(1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
切
性
及
び
有
効
性
を
実
証
す
る
た
め
、
ま
た
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
の
可
能
性
を
評
価
す
る
た
め
に
、
適
切
な
デ
ー

タ
を
明
確
に
し
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
分
析
す
る
。
こ
の
中
に
は
、
監
視
及
び
測
定
の
結
果
か
ら

得
ら
れ
た
デ
ー
タ
及
び
そ
れ
以
外
の
関
連
情
報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
を
含
め
る
。
 

  (2
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
前
項
の
デ
ー
タ
の
分
析
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
評
価
を
行
い
、
次
の
事
項
に
関
連

す
る
改
善
の
た
め
の
情
報
を
得
る
。
 

(a
) 
組
織
の
外
部
の
者
か
ら
の
意
見
の
傾
向
及
び
特
徴
そ
の
他
分
析
よ
り
得
ら
れ
る
知
見

 

 

管
理
（
不
適
合
を
関
連
す
る
管
理
者
に
報
告
す
る
こ
と
を
含
む
。）

の
手
順
及
び
そ
れ
に
関
す
る
責
任
と

権
限
を
、
本
部
は
「
不
適
合
管
理
並
び
に
是
正
及
び
未
然
防
止
処
置
要
領
」
に
、
研
究
所
は
｢
大
洗
研
究

所
不
適
合
管
理
並
び
に
是
正
処
置
及
び
未
然
防
止
処
置
要
領
｣
に
定
め
、
次
の
事
項
を
管
理
す
る
。
 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部

長
及
び
課
長
は
、
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
況
が
放
置
さ
れ
、

運
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
識
別
し
、
管
理
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
 

 (2
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
不
適
合
を
処
理
す
る
。
 

(a
) 

不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の
処
置
を
行
う
。
 

(b
) 

不
適
合
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
手
順
に
よ
り
原
子
力
の
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
を
評

価
し
、
当
該
業
務
や
機
器
等
の
使
用
に
関
す
る
権
限
を
も
つ
者
が
、
特
別
採
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
使

用
、
リ
リ
ー
ス

(次
工
程
へ
の
引
渡
し

)又
は
合
格
と
判
定
す
る
こ
と
を
正
式
に
許
可
す
る
。
 

(c
) 

本
来
の
意
図
さ
れ
た
使
用
又
は
適
用
が
で
き
な
い
よ
う
な
処
置
を
と
る
。
 

(d
) 

外
部
へ
の
引
渡
し
後
又
は
業
務
の
実
施
後
に
不
適
合
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
適
合
に

よ
る
影
響
又
は
起
こ
り
得
る
影
響
に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
と
る
。
 

(3
) 

不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の
処
置
を
施
し
た
場
合
は
、
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
を
実
証
す
る
た
め

の
検
証
を
行
う
。
 

(4
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、

不
適
合
の
性
質
の
記
録
及
び
不
適
合
に
対
し
て
と
ら
れ
た
特
別
採
用
を
含
む
処
置
の
記
録
を
作
成

し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管
理
」
参
照
）
。
 

(5
) 

所
長
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
事
故
故
障
等
を
含
む
不
適
合
を

そ
の
内
容
に
応
じ
て
、「

大
洗
研
究
所
不
適
合
管
理
並
び
に
是
正
処
置
及
び
未
然
防
止
処
置
要
領
」

に
定
め
る
不
適
合
の
公
開
の
基
準
に
従
い
、
情
報
の
公
開
を
行
う
。
 

(6
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
は
、
前
項
の
情
報
の
公
開
を
受
け
、
不
適
合
に
関
す
る
情
報

を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
す
る
。
 

 8.
4 

デ
ー
タ
の
分
析
及
び
評
価
 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部

長
及
び
課
長
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
適
切
性
及
び
有
効
性
を
実
証
す
る
た
め
、
ま
た
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
の
可
能
性
を
評
価
す
る
た
め
に
、
表

8.
4
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
分
析
デ
ー
タ
に
示
す
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
分
析
す
る
。
こ
の

中
に
は
、
監
視
及
び
測
定
（「

8
.
2
監
視
及
び
測
定
」
参
照
）
の
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
及
び
そ

れ
以
外
の
不
適
合
管
理
（「

8.
3
不
適
合
管
理
」
参
照
）
等
の
情
報
源
か
ら
の
デ
ー
タ
を
含
め
る
。
 

(2
) 

前
項
の
デ
ー
タ
の
分
析
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
評
価
を
行
い
、
次
の
事
項
に
関
連
す
る
改
善
の
た

め
の
情
報
を
得
る
。
 

(a
) 

組
織
の
外
部
の
者
か
ら
の
意
見
の
傾
向
及
び
特
徴
そ
の
他
分
析
よ
り
得
ら
れ
る
知
見

(「
8
.
2.
1
組

織
の
外
部
の
者
の
意
見
」
参
照

)
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廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

(b
) 
業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
 

 (c
) 
是
正
処
置
の
機
会
を
得
る
こ
と
を
含
む
、
プ
ロ
セ
ス
及
び
廃
棄
物
管
理
施
設
の
特
性
及
び
傾
向
 

 (d
) 
供
給
者
の
能
力
 

       8.
5 
改
善
 

8.
5.
1 
継
続
的
改
善
 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
品
質
方
針
、
品
質
目
標
、
監
査
結
果
、
デ
ー
タ
の
分
析
、
是
正
処
置
、
未
然
防
止
処
置

及
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に

継
続
的
に
改
善
す
る
。
 

     8.
5.
2 
是
正
処
置
等
 

    (1
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
検
出
さ
れ
た
不
適
合
及
び
そ
の
他
の
事
象
（
以
下
「
不
適
合
等
」
と
い
う
。）

の
再

発
防
止
の
た
め
、
原
子
力
の
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
に
応
じ
て
、
不
適
合
等
の
原
因
を
除
去
す
る
是
正
処
置
を

行
う
。
 

 (2
) 
是
正
処
置
の
必
要
性
の
評
価
及
び
実
施
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
行
う
。
 

(a
) 
不
適
合
等
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
分
析
 

 (b
) 
不
適
合
等
の
原
因
の
特
定

 

(c
) 
類
似
の
不
適
合
等
の
有
無
又
は
当
該
不
適
合
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
明
確
化
 

(d
) 
必
要
な
処
置
の
決
定
及
び
実
施
 

(e
) 
と
っ
た
是
正
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー
 

(b
) 

業
務
・
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
（「

8
.
2.
3
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測

定
」
及
び
「

8.
2.
4
検
査
及
び
試
験
」
参
照
）
 

(c
)
 
是
正
処
置
の
機
会
を
得
る
こ
と
を
含
む
、
プ
ロ
セ
ス
及
び
廃
棄
物
管
理
施
設
の
特
性
及
び
傾
向

（「
8.

2.
3
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
」
及
び
「

8
.
2.
4
検
査
及
び
試
験
」
参
照
）
 

(d
) 

供
給
者
の
能
力
（「

7.
4
調
達
」
参
照
）
 

(3
) 

部
長
及
び
課
長
は
、
デ
ー
タ
分
析
の
情
報
及
び
そ
の
結
果
を
整
理
し
、
セ
ン
タ
ー
長
及
び
所
長
を

通
じ
て
研
究
所
の
管
理
責
任
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
所
掌
す
る
業
務
の
改
善
に
反
映
す
る
。
ま

た
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
契
約
部
長
及
び
統
括
監
査
の
職
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理

責
任
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
所
掌
す
る
業
務
の
改
善
に
反
映
す
る
。
 

(4
) 

管
理
責
任
者
は
、
報
告
の
あ
っ
た
情
報
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
（「

5
.6
.
2

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
」
参
照
）
に
反
映
す
る
。
 

 8.
5 

改
善
 

8.
5.

1 
継
続
的
改
善
 

理
事
長
、
管
理
責
任
者
、
安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所

長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
品
質
方
針
（
「

5.
3
品
質
方
針
」
参
照
）、

品
質
目
標
（「

5
.4
.
1

品
質
目
標
」
参
照
）、

監
査
結
果
（「

8
.2
.
2
内
部
監
査
」
参
照
）、

デ
ー
タ
の
分
析
（
「

8
.
4
デ
ー
タ
の
分

析
及
び
評
価
」
参
照
）、

是
正
処
置
（「

8
.
5
.
2
是
正
処
置
等
」
参
照
）、

未
然
防
止
処
置
（「

8
.5
.
3
未
然

防
止
処
置
」
参
照
）
及
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
（「

5.
6
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
」
参
照
）
を
通

じ
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
継
続
的
に
改
善
す
る
。
 

  8.
5.

2 
是
正
処
置
等
 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
所
長
及
び
部
長
は
、
不
適
合
等
の
是
正
処
置
の
手
順
（
根
本
的

な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
の
分
析
に
関
す
る
手
順
を
含
む
。）

に
関
し
て
、
本
部
は
「
不
適
合
管
理
並
び

に
是
正
及
び
未
然
防
止
処
置
要
領
」
に
、
研
究
所
は
｢大

洗
研
究
所
不
適
合
管
理
並
び
に
是
正
処
置
及
び

未
然
防
止
処
置
要
領
｣
に
定
め
、
次
の
事
項
を
管
理
す
る
。

 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
契
約
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
部

長
及
び
課
長
は
、
検
出
さ
れ
た
不
適
合
及
び
そ
の
他
の
事
象
（
以
下
「
不
適
合
等
」
と
い
う
。）

の
再

発
防
止
の
た
め
、
原
子
力
の
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
に
応
じ
て
、
不
適
合
等
の
原
因
を
除
去
す
る
是
正

処
置
を
行
う
。
 

(2
) 

是
正
処
置
の
必
要
性
の
評
価
及
び
実
施
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
行
う
。
 

(a
) 

不
適
合
等
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
分
析
（
情
報
を
収
集
及
び
整
理
す
る
こ
と
並
び
に
技
術
的
、
人
的
、

組
織
的
側
面
等
を
考
慮
す
る
こ
と
を
含
む
。）

 

(b
) 

不
適
合
等
の
原
因
（
関
連
す
る
要
因
を
含
む
。）

の
特
定
 

(c
) 

類
似
の
不
適
合
等
の
有
無
又
は
当
該
不
適
合
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
明
確
化
 

(d
) 

必
要
な
処
置
の
決
定
及
び
実
施
 

(e
) 

と
っ
た
是
正
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー
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廃
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物
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事
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申
請
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設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

(3
) 
必
要
に
応
じ
、
次
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
 

(a
) 
計
画
に
お
い
て
決
定
し
た
保
安
活
動
の
改
善
の
た
め
に
実
施
し
た
処
置
の
変
更
 

(b
) 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
 

(4
) 

原
子
力
の
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
不
適
合
に
関
し
て
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
の
分
析
の

手
順
を
確
立
し
、
実
施
す
る
。

 

  (5
) 
全
て
の
是
正
処
置
及
び
そ
の
結
果
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

 (6
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
前
項
ま
で
の
不
適
合
等
の
是
正
処
置
の
手
順
（
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め

の
分
析
に
関
す
る
手
順
を
含
む
。）

を
定
め
、
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

(7
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
前
項
の
手
順
に
基
づ
き
、
複
数
の
不
適
合
等
の
情
報
に
つ
い
て
、
必
要
に
よ
り
類

似
す
る
事
象
を
抽
出
し
、
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
か
ら
類
似
事
象
に
共
通
す
る
原
因
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、

適
切
な
処
置
を
行
う
。
 

 8.
5.
3 
未
然
防
止
処
置
 

    (1
) 

保
安
に
係
る
組
織
は
、
原
子
力
施
設
及
び
そ
の
他
の
施
設
の
運
転
経
験
等
の
知
見
を
収
集
し
、
起
こ
り
得

る
不
適
合
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
適
切
な
未
然
防
止
処
置
を
行
う
。
 

   

(a
) 
起
こ
り
得
る
不
適
合
及
び
そ
の
原
因
に
つ
い
て
の
調
査

 

(b
) 
不
適
合
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
処
置
の
必
要
性
の
評
価
 

(c
) 
必
要
な
処
置
の
決
定
及
び
実
施
 

(d
) 
と
っ
た
未
然
防
止
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー
 

(2
) 
全
て
の
未
然
防
止
処
置
及
び
そ
の
結
果
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
。
 

 (3
) 
保
安
に
係
る
組
織
は
、
前
項
ま
で
の
未
然
防
止
処
置
の
手
順
を
定
め
、
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

      

(3
) 

必
要
に
応
じ
、
次
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
 

(a
) 

計
画
に
お
い
て
決
定
し
た
保
安
活
動
の
改
善
の
た
め
に
実
施
し
た
処
置
の
変
更
 

(b
) 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
 

(4
) 

原
子
力
の
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
不
適
合
（
単
独
の
事
象
で
は
原
子
力
の
安
全
に
及
ぼ
す

影
響
の
程
度
は
小
さ
い
が
、
同
様
の
事
象
が
繰
り
返
し
発
生
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
の
安
全
に

及
ぼ
す
影
響
の
程
度
が
増
大
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
含
む
。）

に
関
し
て
は
、
根
本
的
な
原
因

を
究
明
す
る
た
め
の
分
析
の
手
順
に
従
い
、
分
析
を
実
施
す
る
。
 

(5
) 

全
て
の
是
正
処
置
及
び
そ
の
結
果
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4.
2
.4
 
記
録
の
管
理
」

参
照
）
。
 

  (6
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、

複
数
の
不
適
合
等
の
情
報
に
つ
い
て
、
必
要
に
よ
り
類
似
す
る
事
象
を
抽
出
し
、
分
析
を
行
い
、
そ

の
結
果
か
ら
共
通
す
る
原
因
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
適
切
な
処
置
を
行
う
。
 

 8.
5.

3 
未
然
防
止
処
置
 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
所
長
及
び
部
長
は
、
他
の
原
子
力
施
設
及
び
そ

の
他

の
施

設
か
ら

得
ら

れ
た

知
見

を
保

安
活

動
に

反
映

す
る

た
め

に
未

然
防

止
処

置
の

手
順

に
関

し

て
、
本
部
は
「
不
適
合
管
理
並
び
に
是
正
及
び
未
然
防
止
処
置
要
領
」
に
、
研
究
所
は
「
大
洗
研
究
所
不

適
合
管
理
並
び
に
是
正
処
置
及
び
未
然
防
止
処
置
要
領
｣に

定
め
、
次
の
事
項
を
管
理
す
る
。
 

(1
) 

安
全
・
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
部
長
、
統
括
監
査
の
職
、
契
約
部
長
、
所
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、

原
子
力
施
設
及
び
そ
の
他
の
施
設
の
運
転
経
験
等
の
知
見
（
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
係
る
技
術
情

報
を
含
む
。）

を
収
集
し
、
起
こ
り
得
る
不
適
合
の
重
要
性
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
、

未
然
防
止
処
置
を
行
う
。
 

こ
の
活
用
に
は
、
得
ら
れ
た
知
見
や
技
術
情
報
を
他
の
廃
棄
事
業
者
と
共
有
す
る
こ
と
も
含
む
。
 

(a
) 

起
こ
り
得
る
不
適
合
及
び
そ
の
原
因
に
つ
い
て
の
調
査
 

(b
) 

不
適
合
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
処
置
の
必
要
性
の
評
価
 

(c
) 

必
要
な
処
置
の
決
定
及
び
実
施
 

(d
) 

と
っ
た
未
然
防
止
処
置
の
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー
 

(2
) 

全
て
の
未
然
防
止
処
置
及
び
そ
の
結
果
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
管
理
す
る
（「

4
.
2
.
4
記
録
の
管

理
」
参
照
）。
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間
の

放
出

管
理

目
標

値
に

係
る

放
出

管
理

の
実

施
 

・
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

年

間
の

放
出

状
況

 

課
長

へ
通

知
 

四
半

期
ご

と
 

放
射

線
管

理
第

2
課

長
 

・
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放

出
管

理
基

準
値

に
係

る
放

出
管

理
の

実
施

 

・
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放

出
管

理
基

準
値

に
係

る
放

出
状

況
 

課
長

へ
通

知
 

四
半

期
ご

と
 

放
射

線
管

理
 

廃
棄

物
管

理
課

長
 

環
境

監
視

線
量

計
測

課
長

 

放
射

線
業

務
従

事
者

の
線

量

限
度

の
管

理
 

放
射

線
業

務
従

事
者

の
被

ば

く
状

況
 

所
長

へ
報

告
 

年
度

ご
と

 

四
半

期
ご

と
 

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

 

課
長

 

危
機

管
理

課
長

 

総
合

的
な

訓
練

の
計

画
 

総
合

的
な

訓
練

の
実

施
状

況
 

所
長

へ
報

告
 

年
度

ご
と

 

改
善

の
プ

ロ
セ

ス
 

理
事

長
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

の

適
合

性
の

確
保

、
有

効
性

の

改
善

 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

活
動

の

実
施

状
況

 

原
子

力
安

全
監

査
 

毎
年

度
１

回
以

上
又

は
必

要
に

応
じ

て
 

不
適

合
管

理
状

況
 

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

（
年

度
末

及
び

必
要

に
応

じ
て

）
 

全
て

の
管

理
者

 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

有
効

性
評

価
 

自
己

評
価

の
実

施
状

況
 

年
１

回
以

上
（

年
度

末
及

び
必

要
に

応
じ

て
）

 

 



廃
棄
物
管
理
事
業
変
更
許
可
申
請
書
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
申
請
書

 
整
合
性
 

                                      

                                      

表
8
.
4
 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

分
析

デ
ー

タ
 

デ
ー

タ
 

関
連

す
る

文
書

 
8
.
4
デ

ー
タ

の
分

析
及

び
評

価
(
2
)
と

の
関

連
＊
 

施
設

設
備

等
の

運
転

状
況

 
・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
b
)「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
、
 

「
8
.
2
.
4
検

査
及

び
試

験
」

 

(
c
)「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

 

核
燃

料
物

質
等

の
管

理
状

況
 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
b
)「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
、
 

「
8
.
2
.
4
検

査
及

び
試

験
」

 

(
c
)「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

放
射

性
廃

棄
物
（

固
体

、
気

体
、

液
体

）
の

管
理

状
況

 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

放
射

線
業

務
従

事
者

の
被

ば
く

状
況

 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

保
守

管
理

の
有

効
性

評
価

 
・

保
守

管
理

要
領

（
廃

管
-
Q
A
M
-
1
2
）

 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
b
)「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
、
 

「
8
.
2
.
4
検

査
及

び
試

験
」

 

(
c
)「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に
つ

い
て

の
総

合
的

な
訓

練
の

実
施

状
況

 

・
事

故
対

策
規

則
（

大
洗

Q
A
M
-
2
1
）

 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
a
)
「

8
.
2
.
1
組

織
の

外
部

の
者

の
意

見
」

 

(
b
)
「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

(
c
)
「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

原
子

力
規

制
検

査
の

指
摘

事
項

等
 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
a
)
「

8
.
2
.
1
組

織
の

外
部

の
者

の
意

見
」

 

(
c
)
「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

官
庁

検
査

、
定

期
事

業
者

検
査

等
で

の
不

適
合

 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
a
)
「

8
.
2
.
1
組

織
の

外
部

の
者

の
意

見
」

 

(
c
)
「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

不
適

合
 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
a
)
「

8
.
2
.
1
組

織
の

外
部

の
者

の
意

見
」

 

(
c
)
「

8
.
2
.
3
プ

ロ
セ

ス
の

監
視

及
び

測
定

」
 

調
達

先
の

監
査

実
施

状
況

 
・
調

達
先

の
評

価
・
選

定
管

理
要

領
（

Q
S
-

G
0
1
）

 

・
大

洗
研

究
所

調
達

管
理

要
領

（
大

洗

Q
A
M
-
0
2
）

 

・
大

洗
研

究
所

不
適

合
管

理
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

要
領
（

大
洗

Q
A
M
-
0
3
）

 

(
d
)
供

給
者

の
能

力
「

7
.
4
調

達
」

 

* 
8

.4
デ

ー
タ

の
分

析
及

び
評

価
に

係
る

改
善

の
た

め
の

情
報

の
評

価
は

、
8

.4
デ

ー
タ

の
分

析
及

び
評

価
(2

)の
(a

),
(b

),
(c

)を

参
照
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